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⑧ 利用状況 

図表３－６「ほっとほーむ事業」利用状況 

 利用児童（人） 利用延べ日数（日） 登録協力家庭員数 

(ボランティア)（人） 

平成15年度 13 513 26 

平成16年度 7 317 35 

平成17年度 20 576 37 

平成18年度 17 287 35 

平成19年度 27 944 39 

平成20年度 29 994 47 

平成21年度 34 901 56 

資料：足立区こども家庭支援センター資料 

 

⑨ 2009（平成21年）度支援理由 

図表３－７「ほっとほーむ事業」利用者支援理由 

養育不安 9 

虐待 7 

健康 16 

その他 2 

計 34 

資料：足立区こども家庭支援センター資料 

 

（３）この事業の特色 

・比較的低料金で実施しているため、高額な子育て支援サービスが利用できない家庭も

利用可能である。 

・食事の提供、親が仕事から帰るまでの遊び相手、ひきこもりの子を連れ出すなど、支

援の内容が身の回りの世話が中心となっている。 

・施設でなく児童宅、在宅を中心に行っている。 

・地元のボランティアを活用することで、地域の人的資源を活用している。 

 

（４）「子どもの安心」に関連して 

この事業は開始以来、利用者、協力家庭（ボランティア）とも順調に数を伸ばしてい

る（図表３－６）。生活保護世帯等には低料金でサービスを実施するなど、低所得世帯

が利用しやすいように工夫されており、従来から実施されてきた「ファミリーサポート

事業」や、有料の子育て支援事業では対応が難しかった子どもが中心に利用している。

実施するサービスも高度ではなく、生活習慣の定着に向けた身の回りの世話が中心とな

っており、生活習慣を整えることが必要な子どもには有効な支援と言えるだろう。本当

 - 94 -

「ほっとほーむ」事業は、図表３－５7のとおり、③少しの支援があれば、問題を自立

的に解決可能な家庭から、⑦親が、対人関係や精神的問題を抱え養育が困難な家庭を対

象としていたが、最近は、⑧の子どもの養育に欠ける家庭（親子関係が崩壊、意識的に

何もしない親、積極的なネグレクト家庭）も対象としている。「ほっとほーむ事業」を

実施してもその家庭に改善が見られない場合、児童相談所による措置に移行する基準と

なっている事業である。 

 

① 開始時期 2002（平成14）年６月 

② 対象児童 生後３ヶ月～15歳（中学生） 

③ 要件 ア 子育てに対しての不安や孤立感を抱え、虐待のおそれやそのリスクを抱

えている場合 

      イ ひきこもりや児童の心身の発達に諸問題を抱えている場合 

      ウ 児童が児童養護施設等を退所後または里親委託終了後の家庭復帰のため、

自立に向けたアフターサービスが必要な場合 

 

以上に該当することにより一般の子育て支援サービスを利用することが困難で、かつ

区長が養育支援を必要と認めた家庭 

 

④ 料金 生活保護世帯               １日  300円 

      児童扶養手当、児童育成手当受給世帯    １日  300円 

      住民税非課税世帯             １日  300円 

      その他世帯                １日 1,000円 

 

⑤ 支援内容 ア 食事その他身の回りの世話 

        イ 家事支援 

        ウ 学習支援 

        エ その他、区長が必要と認めるもの 

 

⑥ 支援者：協力家庭（ボランティア） 

⑦ 支援場所：児童宅または協力家庭宅 

 

 

 

                         
7 図表３－５の事業についての概要は以下のとおり 

・子育てサロン…乳幼児とその親のひろば、グループ活動や自由遊びを通じて子育てなかまを作る。 

・ノーバディーズ・パーフェクト…子育て交流講座「完璧な親なんていない」 

・ホームサポート事業…小学生以下の子どもに対する一時保育、送迎サービス、病後時保育、産前産後家事支援など 

・ショートステイ事業…施設、在宅による子どもの一時預かり 

・MCG…育児不安や虐待など悩みを抱えた母親のグループ活動 

− 94 −
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３ 福岡県久留米市のドメスティックバイオレンス被害者へのワンストップサービス8 

 

（１）久留米市の取組みと本研究の視点 

福岡県久留米市は福岡県南西部に位置し、人口約30万人（世帯数約12万世帯）の市で

ある。久留米市ではドメスティックバイオレンス（以下、「DV」）被害者の支援におい

て特色のある取組みをしている。この取組みは、今後の「子どもの安心」のための支援

制度、ネットワーク構築に参考となる取組みである。 

 

（２）久留米市のDVに関する取組み9 

久留米市におけるDVに関する取組みは、福祉事務所に配属されている婦人相談員によ

る婦人保護事業の枠組みの中で、DV被害者を緊急保護し自立支援してきた歴史の延長に

ある。  

婦人保護事業の実績を踏まえ、女性政策の中でDVに焦点を当てて取組みを始めたのは

1995（平成７）年頃からとなる。DVについてはまだ明確な根拠法もなかったが、1998

（平成10）年に当時の市民23万人、９万世帯に向けて、DVと性暴力を啓発する広報チラ

シを全戸配布した。また独自に母子生活支援施設で緊急一時保護を開始するなどの取組

みを行ってきた。 

2000年代に入ると「久留米市男女共同参画行動計画基本計画」（2001（平成13）年策

定・性暴力防止に関する施策を明記）、「久留米市男女平等を進める条例」（2003（平

成15）年施行）を根拠に、2001（平成13）年５月にオープンした「久留米市男女平等推

進センター」による調査研究・啓発等の事業を展開した。また、同センター相談室によ

るDV被害者への問題解決に向けた支援、さらにDV被害者への支援活動を行う民間支援団

体（2002（平成14）年発足）との協働や多様な関係機関との連携などにより、被害者支

援システムの構築を進めてきた。 

    

（３）市役所におけるDV被害者へのワンストップサービス 

 ① DV被害者支援対応マニュアル作成と庁内関係部局との連携協力 

久留米市では「DV被害者支援対応マニュアル」を作成している。このマニュアルは

DV被害者からの相談を受ける窓口（①男女平等推進センター、②家庭子ども相談課、

③市民相談課）に2006（平成18）年から配備している。これにより組織的対応が確立

し、被害者支援システムの構築が進んだ。当マニュアルは、その後も新しい情報や施

策を組み込み毎年改定している。 

 

 

                         
8
「福岡県久留米市のドメスティックバイオレンス被害者へのワンストップサービス」については、2010（平成22）年

12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教授湯澤直美氏の意見聴取により情報を提供いただいた。 
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2010（平成22）年12月に福岡県久留米市男女平等推進センターに対し、書面等により調査を実施した。 
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に支援が必要な子どもは声を自ら上げられない場合も多いが、この事業は支援が必要な

子どもの自宅で行うことを中心としており、家庭に寄り添って支援を行っている。 

また、地域のボランティアを活用することで、地域の人的資源の活用に寄与している。

少子高齢化や核家族化の進行により、地域社会の見守り機能の低下が懸念される中で、

地域コミュニティーの維持、再構築に寄与する事業となっている。 

この事業の利用者、協力家庭（ボランティア）が増えつつある理由は、事業のはじめ

る際の職員の先見性や、協力家庭（ボランティア）を増やすために、「ホームサポート

事業」の登録家庭に協力を依頼する、民生委員児童委員協議会の協力を要請するなどそ

の後の職員の尽力があると思われる。足立区の「子どもの安心」のために、大きな役割

を担う事業となっている。 
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図表３－８ ワンストップ化のためのDV被害者相談共通シート 

 

資料：久留米市男女平等推進センター資料（一部筆者修正） 

 - 98 -

② ワンストップサービスのためのDV被害者相談共通シート（図表３－８） 

DV被害者が生活を再建するためには、国民健康保険証の交付申請、保育所入所の相

談、転校の相談等、行政サービスを求めて何箇所もの窓口を訪ねなければならない。

行く窓口で、氏名、生年月日、現住所、住民票所在地、家族状況などを聞かれ、その

たびにDV被害者は同じ話をしなければならない。このようなDV被害者の負担軽減、ま

た加害者やその家族との遭遇を避けるために、DV被害者相談共通シートは、2004（平

成16）年４月から開始した。速やかな対応により被害者の精神的負担を軽くすること、

被害者の安全確保、迅速な処理が可能となる。  

その後、相談共通シートは、市役所でDV被害者が行政サービスを求める際に、DVに

関する相談の証明としても使われるようになり、事務処理の簡素化にも活用されてい

る。 

実際にDVの被害者が具体的な行政サービスが必要になった場合には、相談共通シー

トを作成する。その場合必ず本人に何のために作成するか、目的と使い方を説明し、

最終的には本人による支援申請という形式をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 98 −



 - 99 -

図表３－８ ワンストップ化のためのDV被害者相談共通シート 

 

資料：久留米市男女平等推進センター資料（一部筆者修正） 

 - 98 -

② ワンストップサービスのためのDV被害者相談共通シート（図表３－８） 

DV被害者が生活を再建するためには、国民健康保険証の交付申請、保育所入所の相

談、転校の相談等、行政サービスを求めて何箇所もの窓口を訪ねなければならない。

行く窓口で、氏名、生年月日、現住所、住民票所在地、家族状況などを聞かれ、その

たびにDV被害者は同じ話をしなければならない。このようなDV被害者の負担軽減、ま

た加害者やその家族との遭遇を避けるために、DV被害者相談共通シートは、2004（平

成16）年４月から開始した。速やかな対応により被害者の精神的負担を軽くすること、

被害者の安全確保、迅速な処理が可能となる。  

その後、相談共通シートは、市役所でDV被害者が行政サービスを求める際に、DVに

関する相談の証明としても使われるようになり、事務処理の簡素化にも活用されてい

る。 

実際にDVの被害者が具体的な行政サービスが必要になった場合には、相談共通シー

トを作成する。その場合必ず本人に何のために作成するか、目的と使い方を説明し、

最終的には本人による支援申請という形式をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 99 −

番

号 
 ワンストップ化のためのＤＶ被害者相談共通シート ※必要事項のみ記入  

受付  年  月  日／初回受付部署           受付者      
氏     名 生 年 月 日 連絡先・ＴＥＬ 

  
年  月  日（   歳） 

 

住民票所在地                        （連絡先            ） 

居    所                        （連絡先            ） 

 
 
相 
談 
者 

勤務先／学校               （連絡先          ）職種／学年 

続柄 氏  名 生年月日 勤務先･学校  備     考 
相手  年 月 日 

 （   歳）
 
（職種         ）

 

  年 月 日 
（   歳）

  

  年 月 日 
（   歳）

  

 年 月 日 
（   歳）

  

 
 
家 
 
族 
 
構 
 
成 

  年 月 日 
（   歳）

  

これまでの 
相談機関 

警察署・家庭子ども相談課・市民相談課・男女平等推進センター・県保健福祉環境事務所 
その他（                                     ） 

              相談概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の事情により（私は久留米市民として住民登録はできませんが）、久留米市内

で住居を定めて生活していますので、支援をお願いします。 
                 氏名                印 

家族関係図 
 
 
 
 
   ◎     □  
 
 
 
 
 

証 
明 
欄 

    上記のとおり、相談を受けたことを証明します。 
       年  月  日  

所属長・印          
     （担当    ）

相談ニーズ 対   応 
□母子生活支援施設入所 □緊急一時保護 □市営住宅申込

□国保加入 □転・就園 □保育料 □就園奨励金申請 
□所得証明 □戸籍謄本発行 □住民票発行 □外国人登録

□転校・就学 □校費免除 □母子健康手帳発行  
□乳幼児医療証発行 □母子医療証発行 □予防接種  
□老人福祉施設入所 □障害者福祉制度利用  
□生活保護申請 □出生証明 □婚姻・離婚届の不受理届 

□印鑑登録 □住民基本台帳の閲覧、住民票等交付制限申請

□その他（            ） 
□その他（            ） 

家庭子ども相談課   月  日受付（担当   ）

市民課        月  日受付（担当   ）

児童保育課      月  日受付（担当   ）

健康保険課      月  日受付（担当   ）

医療・年金課     月  日受付（担当   ）

保険予防課      月  日受付（担当   ）

健康推進課      月  日受付（担当   ）

学務課        月  日受付（担当   ）

住宅課        月  日受付（担当   ）

保護課        月  日受付（担当   ）

           月  日受付（担当   ）
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図表３－９ 久留米市におけるDV被害者支援機関・団体窓口 

 

資料：久留米市男女平等推進センター資料（一部筆者修正） 
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③ ワンストップサービスの具体的な流れ 

DV被害者が相談共通シートを持って行政サービスの窓口一箇所を訪ねれば、そこ

に他の関係する部局の担当者が出向いて相談を受け、速やかに手続きを行う。一つ

の窓口で手続きが終わったら、次のサービスの担当者につなぐので、被害者が市役

所の中で歩き回る必要はなくなる。また、もし、市役所内で相談や対応をすること

が危険と判断される場合は、市役所の外に相談場所を設定することとしている。 

 

 （４）取組みの成果 

   事業を開始してから、以下のような成果があがってきている。 

 

  ① 民間支援団体との協力について 

現場の最前線で活動する民間支援団体は、被害者に必要な支援内容を把握できる

立場にある。また、利用可能な支援策を実際に活用し、発展させる役割を担ってい

る。市はそのような民間支援団体と支援の現場で連携しながら、現場で見えてくる

問題や課題を把握している。市役所内の関係各課が支援策を協議・検討する場に民

間支援団体が参加するシステムが構築されている。現場の課題が行政の支援策とし

て反映され、支援策が現場にフィードバックできる回路が定着しつつある。協働の

システムが円滑、有効に機能している。 

 

② 市役所内の支援体制について 

市役所内の関係部局・窓口において、安全への配慮と支援のあり方の研究が進み

つつあり、安全・迅速に利用できる支援が増えつつある（図表３－９）。また、必

要な支援手続きに際して、担当者個人の裁量に左右されることなく、機関としての

対応がなされており、スムーズな手続きが可能となっている。 
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４ 埼玉県教育支援事業10 

（１）教育支援事業 

埼玉県では「生活保護受給者チャレンジ事業」11のひとつとして、「教育支援事業」

を2010（平成22）年９月１日より始めた。この事業は、教育支援員が、生活保護受給世

帯の中学三年生とその親の相談に対応するとともに、高校進学に必要な基礎学力の向上

を図るため、県内大学との連携により学生ボランティアを活用した学習教室を開設し、

高校入学までの支援を実施している（図表３－10）。埼玉県では事業を民間団体に委託

して実施している。 

 

図表３－10 埼玉県教育支援事業イメージ図 

貧困の連鎖を防止
～教育支援員事業～

教員ＯＢ、社会福祉士等
【教育支援員２０人、学習教室運営責任者１０人】

教育支援員

保 護
世 帯

学習
教室

学習
教室

学習
教室

学習
教室

学習
教室

教育支援員の訪問
・中学３年生８００人の保護家庭を
訪問

・子どもと親に進学の重要性を理解
させ、学習教室への参加を促す

保 護
世 帯

○教育支援員を保護世帯に派遣し、子どもと親に対する高校進学意欲の喚起
○高校進学に向けた学びの場「学習教室」を県内大学と連携して提供

中学３年生２００人 学習教室へ参加

保 護
世 帯

保 護
世 帯

保 護
世 帯

埼玉大学、立教大学、大東文化大学、立正大学、埼玉県立大学
《学生ボランティア２００人がマンツーマンで対応》

資料：埼玉県社会福祉課資料 

 

（２）生活保護世帯の子どもの高校進学率 

埼玉県の調査によると、2010（平成22）年春の生活保護世帯の子どもの全日制高校進

学率は67.8％、県全体の進学率93.5％（2009（平成21）年春）と比べ25ポイント以上低

                         
10
2010（平成22）年11月に埼玉県社会福祉課保護担当に対し、書面等により調査を実施した。 

11
「生活保護受給者チャレンジ事業」については、埼玉県ホームページ

http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2010&mm=8&seq=166 
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（５）取組みを進める上で留意すべきこと 

久留米市ではこの取組みの中で、DV被害者が求めている市町村の主な役割は、緊急時

に対応ができる安全な場所の提供と、その後の生活再建に向けての支援策の整備であり、

その二つが支援の中心と考えている。そのためには、縦割りとなっている個別の支援を

横につないで、利用しやすくすることが必要であり、ネットワークシステムの構築が必

要であると考える。そのときに留意することとして、以下の点がある。 

・過程や対応した結果の情報が漏れないように、被害者の安全確保のための情報管理を徹底

する。 

・どの部局においても窓口対応において二次被害が起こらないように、DV被害者の状況に関

する理解と認識の徹底を図る。 

・民間支援団体と対等な関係で、信頼に基づく協働関係を構築する。 

・被害者を孤立させないための情報提供及び被害者支援プログラムの開発を行う。 

 

（６）「子どもの安心」に関連して 

久留米市のDV被害者に対して、相談共通シートを持ってサービス窓口一箇所に出向け

ば、そこに他の窓口や関係する担当者が出向いて相談を受け、速やかに手続きを行なっ

ている。そのことで、被害者が役所の窓口でこれまでの状況を何度も話すことがなくな

り、二次被害を防いでいる。さらに、民間支援団体とのネットワークにより、現場の課

題が行政の支援策として反映され、支援策が現場にフィードバックできる回路が定着し

つつある。 

「子どもの安心」に関しても、行政機関の対応は、生活保護、国民健康保険、就学援

助、児童扶養手当、児童福祉、母子保健など多数の部署に及ぶため同様の取組みをする

ことは検討に値する。 
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第３節 NPO法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」の取組み 

 

本節では、児童養護施設など社会的養護を経験した当事者が設立したNPO法人「日向ぼ

っこ」の活動について紹介する。 

 

１ NPO法人「日向ぼっこ」15について 

  特定非営利活動法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」16（以下「日向

ぼっこ」）は、2006（平成18）年の３月から、理事長となる渡井さゆり氏を中心に児童

養護施設で生活をしていた４人が勉強会を重ね、2007（平成19）年４月に社会的養護を

経験した人が気軽に集まれるサロンを開設した。社会的養護を経験した人の孤立防止や

エンパワーメントやその当事者の声を集め行政や社会に発信していく取組みを行ってい

る。以下は沿革となっている（図表３－12）。 

 

図表３－12 「日向ぼっこ」沿革 

年 月 内  容 

2006年３月 結成、月二～四回のペースで勉強会を重ねる。 

2007年４月 社会的養護を経験した人が気軽に集まれる場所「日向ぼっこサロン」を東京都新宿区

中落合に開設 

2008年４月 SBI子ども希望財団の寄付により職員体制開始 

2008年７月 特定非営利活動法人として認可を受ける。 

2008年８月 東京都から「地域生活・自立支援事業17」受託開始 

2009年４月 「日向ぼっこサロン」を東京都文京区湯島に移転 

2010年４月 国のモデル事業だった「地域生活・自立支援事業」が一般事業化し、「退所児童等ア

フターケア事業18」となる。引き続き東京都より当事業を受託 

2010年８月 開館時間を変更、個別の相談に対応できる曜日を設ける。 

資料：『日向ぼっこホームページ』19より筆者作成 

 

 

                         
15
「日向ぼっこ」の活動については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取に

より情報を提供いただいた。 
16
2011（平成23）年１月20日に特定非営利活動法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」理事長渡井さゆり

氏に対し、ヒアリング調査を実施した。 
17
地域生活・自立支援事業…国のモデル事業、施設を退所した者等については、就職はしたものの仕事が続かない場合

や、住居等生活の基盤が確保できなくなる場合があり、こういった者に対して、社会的に自立した地域生活を継続的に

営むことができるようきめ細かな支援を実施する。概要は厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0227-7a_0136.pdf 
18
国のモデル事業だった「地域生活・自立支援事業」が一般事業化して「退所児童等アフターケア事業」となった。 

19
「日向ぼっこ」ホームページ http://hinatabokko2006.main.jp/ 
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くなっている12。 

 

（３）「子どもの安心」に関連して 

生活保護世帯の高校進学率が低いことは、第１章第１節２（３）「教育格差」の統計

資料で示したが、世帯の年収と子どもの学力の相関関係も要因のひとつとして考えられ

る13。学習支援については、子どもが健全に成育する環境を整えることと合わせて、継

続的に支援をすることが必要である。特に、進学を希望する生活保護世帯の中学生に学

習支援をすることは、「子どもの安心」のために必要な取組みであると考えられる。 

 

（４）他自治体等の取組み状況 

このような取組みは全国の自治体等でも実施されている（図表３－11）。 

 

 図表３－11 生活保護世帯の子どもに対する学習支援 

自治体等 取 組 み 内 容 

大阪府 2009（平成21）年11月から、生活保護世帯の中学三年生を公民館に

集めて、週に二回学習会を開いている。精神的な支援ができるよ

う、カウンセラーの資格を持つ元教員を学習支援員に採用してい

る。 

北海道釧路市 中学三年生の勉強会を開催するにあたり、NPOと協力して取り組んで

いる。 

東京都 2008（平成20）年度から、生活保護家庭の子どもが塾に通う費用を

補助する制度をスタートしている。 

熊本県 2009（平成21）年度から生活保護世帯で、大学や専門学校に進む若

者向けの生活費貸し付けを始めている。 

NPO法人「ブレーンヒュー

マニティー」（兵庫県西宮

市） 

2010（平成22）年春から、生活保護世帯の小学生から高校生までを

対象に塾や予備校で使える年間25万円～50万円のクーポンを出す支

援を始めている。財源は街頭で集めた募金となっている。 

資料：2010（平成22）年10月12日付朝日新聞ホームページasahi.com14より筆者作成   

                         
12
「埼玉県の生活保護世帯の子どもの高校進学率等のデータ」については、2010（平成22）年9月12日「朝日新聞ホー

ムページ asahi.com」 http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY201009110351.html 
13
「世帯収入と正答率の関係」については、第１章第１節２『「子どもの貧困」に関係すると考えられる状況』参照 

14
2010（平成22）年10月12日付「朝日新聞ホームページ asahi.com」 

 http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK201010110006.html 
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っこ」の活動について紹介する。 

 

１ NPO法人「日向ぼっこ」15について 

  特定非営利活動法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」16（以下「日向

ぼっこ」）は、2006（平成18）年の３月から、理事長となる渡井さゆり氏を中心に児童
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図表３－12 「日向ぼっこ」沿革 

年 月 内  容 

2006年３月 結成、月二～四回のペースで勉強会を重ねる。 

2007年４月 社会的養護を経験した人が気軽に集まれる場所「日向ぼっこサロン」を東京都新宿区

中落合に開設 

2008年４月 SBI子ども希望財団の寄付により職員体制開始 

2008年７月 特定非営利活動法人として認可を受ける。 

2008年８月 東京都から「地域生活・自立支援事業17」受託開始 

2009年４月 「日向ぼっこサロン」を東京都文京区湯島に移転 

2010年４月 国のモデル事業だった「地域生活・自立支援事業」が一般事業化し、「退所児童等ア

フターケア事業18」となる。引き続き東京都より当事業を受託 

2010年８月 開館時間を変更、個別の相談に対応できる曜日を設ける。 

資料：『日向ぼっこホームページ』19より筆者作成 

 

 

                         
15
「日向ぼっこ」の活動については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取に

より情報を提供いただいた。 
16
2011（平成23）年１月20日に特定非営利活動法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」理事長渡井さゆり

氏に対し、ヒアリング調査を実施した。 
17
地域生活・自立支援事業…国のモデル事業、施設を退所した者等については、就職はしたものの仕事が続かない場合

や、住居等生活の基盤が確保できなくなる場合があり、こういった者に対して、社会的に自立した地域生活を継続的に

営むことができるようきめ細かな支援を実施する。概要は厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0227-7a_0136.pdf 
18
国のモデル事業だった「地域生活・自立支援事業」が一般事業化して「退所児童等アフターケア事業」となった。 

19
「日向ぼっこ」ホームページ http://hinatabokko2006.main.jp/ 
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くなっている12。 

 

（３）「子どもの安心」に関連して 

生活保護世帯の高校進学率が低いことは、第１章第１節２（３）「教育格差」の統計

資料で示したが、世帯の年収と子どもの学力の相関関係も要因のひとつとして考えられ

る13。学習支援については、子どもが健全に成育する環境を整えることと合わせて、継

続的に支援をすることが必要である。特に、進学を希望する生活保護世帯の中学生に学

習支援をすることは、「子どもの安心」のために必要な取組みであると考えられる。 

 

（４）他自治体等の取組み状況 

このような取組みは全国の自治体等でも実施されている（図表３－11）。 

 

 図表３－11 生活保護世帯の子どもに対する学習支援 

自治体等 取 組 み 内 容 

大阪府 2009（平成21）年11月から、生活保護世帯の中学三年生を公民館に

集めて、週に二回学習会を開いている。精神的な支援ができるよ

う、カウンセラーの資格を持つ元教員を学習支援員に採用してい

る。 

北海道釧路市 中学三年生の勉強会を開催するにあたり、NPOと協力して取り組んで

いる。 

東京都 2008（平成20）年度から、生活保護家庭の子どもが塾に通う費用を

補助する制度をスタートしている。 

熊本県 2009（平成21）年度から生活保護世帯で、大学や専門学校に進む若

者向けの生活費貸し付けを始めている。 

NPO法人「ブレーンヒュー

マニティー」（兵庫県西宮

市） 

2010（平成22）年春から、生活保護世帯の小学生から高校生までを

対象に塾や予備校で使える年間25万円～50万円のクーポンを出す支

援を始めている。財源は街頭で集めた募金となっている。 

資料：2010（平成22）年10月12日付朝日新聞ホームページasahi.com14より筆者作成   

                         
12
「埼玉県の生活保護世帯の子どもの高校進学率等のデータ」については、2010（平成22）年9月12日「朝日新聞ホー

ムページ asahi.com」 http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY201009110351.html 
13
「世帯収入と正答率の関係」については、第１章第１節２『「子どもの貧困」に関係すると考えられる状況』参照 

14
2010（平成22）年10月12日付「朝日新聞ホームページ asahi.com」 

 http://www.asahi.com/national/update/1011/OSK201010110006.html 
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（３）社会的養護措置の検証 

  社会的養護の措置に関して検証がほとんどされていないことも問題となる21。 

  

４ 当事者の意見を踏まえた支援制度に向けて 

  「日向ぼっこ」では、「育ち育てのナショナルミニマム」22について勉強会で議論を

進めている。児童養護施設など社会的養護を経験した子どもを含め、すべての子どもが

成長していく上で、最低限必要なことは何かを知る必要があると考え、これを社会的養

護の当事者の視点で考えハンドドブックにして、社会や行政機関等に対して当事者の声

を広げていくことを検討している。社会的養護の問題点やそのあり方は、その当事者で

ないとわからない部分が多い。社会的養護に関することが社会的に認知され、当事者の

視点が支援制度に反映されるように活動を行っている。 

 

５ 「子どもの安心」に関連して 

  児童養護施設等を退所し、児童福祉法が適用されなくなった子ども、若者がどのよう

な支援を望んでいるかは、これまでの支援制度では実態を把握できていなかったと思わ

れる。支援を実施するにあたって、その支援が本当に当事者のための支援であるかとい

う検証は必要なことであろう。支援を必要とする当事者の視点を、支援制度に反映させ

ていく仕組みをどのように構築するかが課題となる。 

                         
21
東京都が児童養護施設出身者の生活状況についての追跡調査を始めている。（2011（平成23）年１月27日付 日本経

済新聞） 
22
「日向ぼっこ」では、「子どもが成長していくなかで、最低限必要なことは何か」を社会的養護の当事者の目で考え、

勉強会で議論を重ねている。 
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２ 「日向ぼっこ」の活動内容 

（１）居場所・相談事業 

児童養護施設等退所後の（児童福祉法の適用外となった）子ども、若者が家族のよう

にくつろぎ、気軽に立ち寄ることができる居場所の運営を行っている。2009（平成21）

年度は303日開館、延べ2,038名が集まった。東京都の「退所児童等アフターケア事業」

にも指定されており、必要に応じ就業支援、生活保護の申請への同行、資格探しなどの

相談を行っている。 

自身も社会的養護の当事者である理事長の渡井氏が、児童養護施設退所後、血縁、地

縁による支援が少ない社会的養護を経験した人が、気軽に集まることができ、相談でき

る居場所の必要性を感じたことからスタートさせた。社会的養護の当事者が対応するこ

とで「ひとりではない」と感じてもらえることを目的として活動をしている。 

 

（２）当事者の声、集約、啓発事業 

児童養護施設で生活している子どもがどのような状況、思いで生活しているか、どの

ような支援が必要かなどは、社会的にも認知が進んでおらず、また当事者の活動が進ん

でいなかった。「日向ぼっこ」では、そのような社会的養護の当事者の声を集め、勉強

会を開催し情報を発信している。行政機関等の意見聴取、雑誌、テレビ等のメディア、

他のNPO等が主催するシンポジウム等で多くの講演を行っている20。 

 

３ 児童養護施設退所後の支援のあり方 

（１）児童養護施設入所中の問題 

児童養護施設等の社会的養護で育った当事者が児童養護施設を退所後、社会に適合す

るためには、児童養護施設入所中に「自己肯定」や「自己愛」の気持ちを育んでいるか

が重要となる。現在、社会的養護の中心となる児童養護施設は、集団生活が中心で、入

所した子どもが愛情やつながりを育むことが難しい状況となっている。また個々の児童

養護施設の環境やその職員の対応が、施設によって大きな違いがあることも問題となる。 

 

（２）チャレンジのための支援 

血縁、地縁による支援が少ない社会的養護の当事者は、家を借りる際の保証人の確保

にも苦労している状況である。また住み込みで就労するケースも多く、仕事を失うと住

居までも失ってしまう。生活保護を申請する選択もあるが、生活保護を利用する前の支

援制度が必要である。具体的には、支援が必要な当事者の気持ちに寄り添い、進学や就

労など将来のビジョンを相談できる制度などがあげられる。また、社会的養護の支援に

関わる行政機関などに社会的養護に対する理解が進むことも必要である。 

                         
20
2011（平成23）年１月18日に、「子どもの貧困を考える民主党議員の会」勉強会で『「生かされてしまった命」にし

ないように～社会的養護の課題～』と題して講演を行った。この資料については、『資料編６』参照 
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2011（平成23）年１月18日に、「子どもの貧困を考える民主党議員の会」勉強会で『「生かされてしまった命」にし
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（３）2010（平成22）年保守党を中心とした連立政権への政権交代の影響 

子ども貧困法が2010（平成22）年に成立し、この法律は政権交代に関わらずその時

の政権に対しても有効であるとされているが、政権交代後の連立政権も「子どもの貧

困」に対して積極的な施策を行うかは判断ができない。2008（平成20）年以降の経済

危機により、EU諸国は次々と緊縮財政を打ち出した。イギリスも例外ではなく、歳出

縮減、付加価値税の増税などが行われている。こうした状況で、「子どもの貧困」に

対する政策が今後、積極的に行われるかは疑問であると指摘されている。事実、後述

する「チャイルド・トラスト・ファンド」という制度は新政権成立後廃止となってい

る。 

 

３ イギリスの施策 

イギリスの施策の特徴は、生まれてから社会に出るまでの総合的な支援、子どもがい

る世帯への経済的支援などが中心となっている。 

 

（１）チャイルド・トラスト・ファンド（以下CTF）（新政権で廃止） 

2005（平成17）年４月に開始された、子どもを対象とした税制優遇貯蓄スキームであ

る。金融機関に資金を預託し、さまざまな金融商品で投資できる枠組みとなっている。 

CTFの口座には、国から二回の補助金が支給される。口座開設時に、CTFの対象となる

子どもの育児責任者に250ポンド28のバウチャー（教育だけに使える商品券）が送付さ

れる。低所得世帯の子どもには250ポンドが上乗せされる。二回目の補助金は子どもの

７歳の誕生日に支給される。低所得世帯の子どもには二回目の補助金も金額が上乗せさ

れる。補助金以外にも、CTFの口座には子どもの親族、知人、および本人が、年間で合

計1,200ポンドまで現金を拠出することができる。 

CTF口座の資金は、子どもが18歳になるまで引き出すことができないが、引き出す際

の資金の使途については特に制限は設けられていない。この制度は、すべての子どもが

18歳時点で金融資産を有している、子どもの金融教育に有効であるなどの利点があった

が、2010（平成22）年の政権交代によりに廃止となった。 

 

（２）シュア・スタート（Sure Start） 

 ① 概要 

1999（平成11）年から始まった施策で、すべての子どもが最善のスタートが切れる

ように早期教育、保育、保健、家庭支援のサービスを統合しワンストップで行うこと

を目指したものである。その政策提案書には、政府と地方自治体が目指すべき五つの

                         
28
2011（平成23）年３月23日現在、１ポンドは約132円で取引されている。 
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第４節 イギリスの取組み 

 

本節では、イギリスの「子どもの安心」にかかる取組みを紹介する。 

 

１ イギリスの取組みを紹介する理由 

イギリスでは2010（平成22）年３月25日に子ども貧困法23（Child Poverty Act）が制

定された。この法律は、子ども（法律には16歳未満と記載）の貧困を解決し、貧困率の

削減目標と計画を定め、その達成のために政府に対して、貧困根絶戦略の立案・実施を

義務づける内容となっている。「子どもの貧困」を特定した法律は先進国でも初めてで

ある。この法律制定以前にも、イギリスでは1997（平成9）年以降の労働党政権の取組

みにより、子どもの貧困率の改善に成功している。この法律を含めたイギリスの取組み

は、今後の日本における取組みの参考になると思われる。 

なお、本節の記載内容は、2010（平成22）年11月13日に「なくそう！ 子どもの貧

困」全国ネットワーク24が主催した『子どもの貧困解決元年2010 国際シンポジウム「イ

ギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』25の内容を

参考とした26。 

 

２ イギリスの「子どもの貧困」の状況と政府の取組み状況 

（１）1980、1990年代の子どもの貧困の急速な増加 

この年代に、急速に子どもの貧困が増加した。その背景は当時政権を担っていた保守

党が進めた新自由主義的な政策が排他的な競争を促したこと、また、地域コミュニティ

の崩壊が進んだことなどの原因が考えられる。 

 

（２）トニー・ブレア労働党政権 

1997（平成9）年に労働党のトニー・ブレア首相が政権を担うと、「子ども」に関す

る施策を次々に打ち出した。1999（平成11）年には、2020（平成32）年までに子ども

の貧困を根絶すると宣言した。イギリスのシンクタンクIPPR27の報告によると、貧困状

態にある子どもの数は1997（平成9）年の340万人から2007（平成19）年の290万人と減

少している。このように労働党の施策は効果があったと言えるが、2005（平成17）年

以降は、貧困状態にある子どもの数の減少が鈍化してきている。 

                         
23
正式名称は「子どもの貧困の根絶に関する目標及び子どもの貧困に関する規定を定める法律」 

24
「なくそう！ 子どもの貧困」全国ネットワークホームページ http://end-childpoverty.jp/ 

25
「なくそう！ 子どもの貧困」全国ネットワークが主催した『子どもの貧困解決元年2010 国際シンポジウム「イギリ

スに学ぶ子どもの貧困解決-日本の子どもの貧困解決スタートへ-」』は、2010（平成22）年11月13日に立教大学池袋キ

ャンパス８号館で開催された。 
26
『子どもの貧困解決元年2010 国際シンポジウム報告書』「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編、2011年 

27
イギリス公共政策研究所 
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（３）2010（平成22）年保守党を中心とした連立政権への政権交代の影響 
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28
2011（平成23）年３月23日現在、１ポンドは約132円で取引されている。 
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27
イギリス公共政策研究所 
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③ 方針 

児童・学校・家庭省が政府の担当機関である。以下の方針に基づき胎児期間から14

歳（障害のある子どもについては16歳まで）の子どもとその家族が対象となる。 

 

ア 親や子どもの協働 

すべての家庭が、子どもと親にとってよりよい効果をもたらす一連のサービスに

アクセスし、その必要性を認識し向上心を伸ばす。 

イ すべての人のためのサービス 

すべての人のためのサービスであるが、すべての人のために同じサービスを提供

するものではない。異なる家庭、異なる地域、同じ家庭でも時が異なると、各家庭

の必要とするものが異なる。シュア・スタートはこうした様々な要望を認め、対応

を行う。 

ウ サービスの提供の柔軟性 

すべてのサービスにアクセスしやすいように事業計画を作成する。たとえば、事

業計画を作成する際、開始時間、開催場所、交通手段、その他の子どもの世話につ

いて考慮する必要がある。政府の行うべきことは、サービスを求めている家庭が一

本の電話で必要とする保健サービスと家庭支援サービスを受けられるようにするこ

とである。 

エ 早期に開始する 

児童と親に対するサービスは、妊娠中の訪問から始めるようにする。これは、妊

娠中の健康についてアドバイスするだけでなく、親になるための準備、出産後の職

場復帰（あるいは、仕事再開）、児童ケアについてのアドバイス、利用可能なサー

ビスの支援なども含まれる。 

オ サービスの利用 

   サービスが無料であるかに関わりなく、親が利用しやすいサービスにする。 

カ コミュニティー単位で実施し、専門化がコーディネートする 

子どもと家庭に対するすべての専門家がその専門知識を共有し、地域住民にサー

ビスの優先順位を聞くこととする。これは相談を通じて行うことができ、日々親の

声に耳を傾けることが重要である。 

キ 成果を出すこと 

子どもと親に対するすべてのサービスは、成果を出すことを目的の中心とする。

政府はこの目的を認識し、親が利用しやすいように資金を確保する必要がある。 
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成果、①子どもと家族の健康に関する状況を改善すること、②犯罪率を削減すること、

③子どもの貧困を削減すること、④親が教育を受けるか就労することができるように

すること、⑤一人親が就労するための職業訓練を受ける機会を支援することがあげら

れている。胎児期間から、14歳まで（障害のある子どもについては16歳まで）がこの

事業の対象となっている。 

 

② 目的 

子どもが健康で学校に就学でき、身体的、知的、社会発達を促すために、まもなく

親となるカップルや親、養育者とともに、子どもの貧困と社会的排除について取り組

むものである。 

 

ア 早期教育 

貧困、低所得、社会的階級、親の教育水準などは、子どもの人生のチャンスに早

い時期から大きな影響を及ぼす。義務教育が始まってからの学校教育における成果

を向上させるためには、就学前からの支援が重要となる。質の高い就学前教育を受

けることは、その後の子どもの発達（社会性、情緒、認知力、学習能力等）に大き

な影響を与えることになる。 

イ 保育 

すべての子どもが、保育サービスを利用できる可能性を高め、その身体的情緒的

発達を改善し、親に対しては、就労の意欲を生かせるよう支援することが重要であ

る。政府としては、親が子どもに十分な保育サービスが受けさせることができるよ

うに経済支援を行い、特に恵まれない地域でのサービスを発展させることとしてい

る。 

ウ 健康 

シュア・スタートは、最も恵まれない子どもとその家族が保健サービスにアクセ

スしやすくすることによって、子どもの健康と健康格差を縮小することに寄与する。

政府の保健戦略は、予防とニーズの早期発見を基盤としている。多くのシュア・ス

タートのサービスは、保育サービスや早期教育といったものが多く、第一に健康に

焦点を当てたものではないが、児童と家族の健康と福祉に大きな影響を与えるもの

である。 

エ 家庭支援 

強く安定した家庭生活をもたらすために、家庭を支援することを目的としている。

政府は、子どもの人生をよりよいものとするために、その核となる親や養育者を支

援する。このサービスには、家族の結びつき、親同士の関係、親子関係を強化し維

持、発展させるため親の役割を支援する。 
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支援のための申請を公共職業安定所に持ち込むと、申請者は、パーソナル・アドバ

イザーから助成金をどのように利用すべきかアドバイスを受けることができる。例え

ば、興味のある仕事に就けるように、行動計画を立てること、適切な仕事を探し応募

すること、必要に応じて職業訓練の機会や認定された児童ケアサービスを見つけるこ

と、求職中にかかる費用の支援と就労することによって認められる給付金の説明、仕

事を就いた後の助言などが受けられる。 

    

（６）タックスクレジット 

児童養育のための税額控除であり、16歳未満の子どもまたは全日教育を受けている20

歳以下の者がいる中低所得世帯を対象とした、給付つき税額控除となっている。課税対

象所得の控除ではなく、税額自体を控除し低所得者世帯には給付がなされる。 

 

４ 政府以外が担う取組み 

（１）民間組織の役割 

「エンド・チャイルド・ポバティー」30というキャンペーンに象徴されるように150以

上の団体が、三つの目標をかかげてキャンペーンを続けている。 

 

 ・児童貧困の実態と原因、その影響を人々に知らしめること 

 ・民間、公共、ボランティア組織を一つにして活動すること 

 ・1999年の子どもの貧困根絶についてトニー・ブレアの誓約を達成すること 

   

このような活動が世論に影響を与え、社会的合意形成の力になっている。 

 

（２）実態調査と分析 

このようなイギリスの戦略的な政策は、問題の調査と分析、検証に支えられている。

例えば、シュア・スタートを実行するにあたっては、ロンドン大学のエドワード・メ

ルフィッシュ教授の、児童貧困の戦略と早期支援の重要性に関する調査・分析などが

裏づけとなっている。調査・分析・検証を行うことで、生じている問題が客観化され、

共通の土台で議論が可能となる。社会的合意の形成も図りやすくなると考えられる。 

 

 

 

                         
30
150以上の団体を集約して作られた連立組織であり、①児童貧困の実態と原因、その影響を人々に知らしめること、

②民間、公共、ボランティア組織を一つにして活動を行うこと、③1999年の子どもの貧困根絶についてのトニー・ブレ

アの制約を達成することを目標にかかげてキャンペーンを続けている。 
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④ 拠点となる場所 

チルドレンズセンターは、各地域において、家族を対象に包括的に統合したサービ

スと情報を提供し、多種多様な専門家のアドバイスを求めることができる、シュア・

スタートの拠点となる場所である。地方自治体が、このチルドレンズセンターにおけ

るサービス提供の戦略的責任を与えられている。また、地方自治体は、親、民間セク

ター、ボランタリーセクター、初期医療トラスト、公共職業安定所など核となる関係

者と協議しながら、地域コミュニティのニーズに合うようにセンターの設置場所の検

討や事業の実施に関する計画を行っている。 

このセンターでは、特に妊娠中から５歳未満の子どもとその家族に対し、早期教育、

家庭支援、保育サービスおよび就労支援等を統合したサービスを提供するが、各地域

のニーズによって提供するサービスは異なっている。 

 

（３）義務教育での支援 

５歳～16歳までの取組みである。学校の機能を拡充することにより、子どもを取り巻

く問題の改善に取り組んでいる。例えば、親の力を活用した支援、学校を親の学びの場、

集いの場にすることなどがあげられる。 

 

（４）若者を社会につなげる支援（コネクションズ） 

13歳～19歳（障がい・学習障がいがある場合は25歳まで）のすべての若者を対象とす

る包括的・総合的支援である。パーソナル・アドバイザー29などの支援により、若者の

仕事、住宅、健康、飲酒・薬物の問題や社会給付に対する支援を行い、若者を社会につ

なげる役割を果たす。地方自治体等が提供するサービスである。 

 

（５）就業支援 

① 若者向けニューディール 

公共職業安定所により就労支援が提供される。四つの選択肢の職業・教育支援があ

る。協力企業での就労、フルタイムでの教育・訓練、ボランティア団体や公的環境保

全事業での就労と訓練、自営業の開業助成である。さらに四ヶ月の追加就労支援も提

供される。 

 

② 一人親のためのニューディール 

一人親で16歳以下の子どもを持ち、働けないか、週16時間以下しか働けない者を対

象に、この政策により就労に向けて準備にかかる費用（就労に向けての職業訓練費、

交通費、児童ケア費用）を助成する。 

                         
29
求職者手当受給者について、就職活動を一貫してサポート（手当受給者は面談を受ける等の義務を負う）する。国か

ら専門職の資格が与えられる。 
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持するために必要とされる費用から算出される世帯所得の額を基準にするものではな

い。 

 

 ④ 貧困の継続に関する目標 

四年度中三年度にわたって全世帯の等価純世帯所得の中央値を60％未満の世帯に暮

らす子どもの割合を担当大臣が2015（平成27）年度までに定める割合より少なくする

ことである。この基準はこの法律で初めて取り入れられた基準である。貧困状態が長

く続いた子どもほど、貧困状態から抜け出せる可能性が低くなることが指摘されてい

る。 

 

（３）この法律の特徴 

① 法制化 

「子どもの貧困」に焦点を当てた法律を先進国では初めて制定し、その達成のために

政府に対して、貧困根絶戦略の立案・実施を義務づけた。また、地方自治体の取組み

も義務化した。 

② 政権を越えた取組み 

法制化することで、政権交代があっても、「子どもの貧困」をなくすための取組み

が継続することができる。 

③ 数値化 

具体的な数値を法律に入れることにより「ものさし」ができ、政策の効果が測定す

ることが可能となった。 

 

（４）問題点 

① 基準について 

この法律では四つの目標が数値として示されているが、どのような状況が貧困状態

かは、ひとつの基準では示せないものであり、経済状況の変化や価値観の違いにより

変わるものである。そのため貧困をとらえる基準については、定期的な見直しや研究

を進めていくことが必要である。 

② 政権の取組みについて 

法律として明文化されても、施策を担う政権の熱意がなければ、対策は後退してし

まう。経済危機後、保守党を中心とする連立政権は歳出削減策を打ち出しているが、

この影響が子どもの貧困対策へ及ぶ可能性も考えられる。 
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５ 子ども貧困法（Child Poverty Act）31 

（１）概要32 

① 子どもの貧困根絶に関する目標（第１～７条） 

② 子どもの貧困委員会の設置（第８条） 

③ 大臣の子ども貧困根絶戦略の策定・実施・報告の義務など（第９～18条） 

④ 地方自治体の義務など（第19条～25条） 

⑤ 雑則など（第26条～32条） 

 

（２）４つの子ども貧困削減目標 

① 相対的低所得に対する目標 

相対的低所得世帯（当該世帯の等価純世帯所得が全世帯の等価純世帯所得の中央値

の60％未満である世帯）に暮らす子どもの割合を10％未満にする。貧困をとらえる指

標として等価純世帯所得（世帯人数を考慮に入れた所得控除後の所得）の中央値の

60％未満を採用しているが、これはEUの相対的基準であり、他のEU諸国と比較できる

という利点がある。 

OECDの基準や日本でも厚生労働省が発表した基準は50％未満となっており、EU諸国

はより厳しい基準を採用している。 

 

② 低所得と物質的剥奪33の複合に関する目標 

低所得（当該世帯の等価純世帯所得が全世帯の等価純世帯の中央値の70％未満）で

あり、かつ物質的剥奪を受けている世帯に暮らす子どもの割合を５％未満にすること

である。これは、所得だけを指標に貧困をとらえるのではなく、貧困把握に生活実態

を加味したものである。物質的剥奪については、担当大臣が施行規則で定めることと

されているが、他の子どもが通常持つ経験や機会を欠く状態が基準となると考えられ

る。 

 

 ③ 絶対的低所得に関する目標 

2010（平成22）年度における全世帯の等価純世帯の中央値の60％未満の所得（物価

変動を加味して補正）しかない世帯に暮らす子どもを５％未満にすることである。

「絶対的低所得」とは、2010（平成22）年度の全世帯の等価純世帯所得の60％の額を

基準にして各年度の貧困削減状況を見るという意味であり、最低限度の生活水準を維

                         
31
「イギリスの子ども貧困法に学ぶ」『教育』７月号 中嶋哲彦 国土社 2010年 

32
「子ども貧困法」全条文については、中嶋哲彦『「なくそう！ 子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決

元年2010 国際シンポジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決-日本の子どもの貧困解決スタートへ-」」配布資料に

掲載「なくそう！ 子どもの貧困」全国ネットワークホームページ http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 
33
物質的剥奪…基本的な学校行事に参加できないなど、他の子どもが当然持つ経験や機会を欠く状態 
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第１節 支援が必要な子どもの「気づき」1 

 

本節の「気づき」の政策提言では、支援が必要な子どもにとって十分ではなく、ここで

示した以外の「気づき」についても検証、検討をすることが必要となる。本節では、本研

究で紹介した神奈川県内外の自治体やNPOの取組み等から得られた「気づき」の政策提言

を中心に示した。 

 

１ 「子どもの安心」における統計調査の必要性 

まず、国による全国規模の「子どもの安心」における統計調査を実施することが考え

られる2。日本における「子どもの貧困」の状況を客観化するとともに、その存在を正確

に認識し議論のスタート台とする。社会が、支援が必要な子どもに「気づく」ためには、

客観的なデータを示して社会の関心を高めることが必要である。厚生労働省は2009（平

成21）年10月20日に、初めて相対的貧困率を公表した3が、このことは重要な第一歩であ

る。必要な調査は、イギリスで行われている「相対的剥奪」の調査など、所得以外から

子どもの貧困をとらえる調査などが考えられる。 

また、「子どもの安心」をめぐる問題については地域ごとに特徴があると考えられ、

必要な支援も地域によって変わってくる。地域別の特徴について調査・分析し、地域に

合った支援を考えていく必要があるだろう。 

イギリスでは政策形成に当たって調査・分析・検証を行っている。このことで、改善

すべき問題が客観化され共通の土台で議論が可能となり、社会的合意の形成も図りやす

くなると考えられる。 

   

２ 支援が必要な子どもの情報のデータベース化 

母親の妊娠時、子どもの出生、そして成長段階に応じて「子どもの安心」という観点

で情報を集約することを検討したい。現在、横須賀市では、母子健康手帳交付時のアン

ケート、面接時に得られた情報等をデータベース化している。さらに出生・転出入への

対応に漏れがないよう、住民基本台帳とリンクさせることを検討している。このような

データベースに親の所得情報をリンクさせることも検討に値するだろう4。親の所得だけ

で資産など他の状況を考慮せず、その子どもや家庭が、支援が必要か判断することは難

しいと思われるが、支援が必要な子どもに「気づく」ための一つの基準になると思われ

る。総合的なデータベースを構築することで、一人でも多くの支援が必要な子どもに

                         
1
「気づき」に関する年齢別一覧表については、『資料編７』参照 

2
「統計調査の必要性」については、2010（平成22）年12月６日国立社会保障・人口問題研究所阿部彩氏の意見聴取の

内容を参考とした。 
3
「厚生労働省が発表した相対的貧困率」については、第１章第１節１『本研究をめぐる現状』参照 

4
「データベースに親の所得情報をリンクさせること」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常

勤講師山野良一氏の意見聴取の内容を参考とした。 
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第４章 今後の施策へ向けた提言                     

  

第２章、第３章で紹介した、各機関の取組み状況を参考に、「子どもの安心」の実現の

ための政策提言を、本研究の視点である、１、支援が必要な子どもの「気づき」、２、支

援制度、３、支援制度、関係機関のネットワークの三つに分けて示した。 

「子どもの安心」をめぐる問題は多様、複雑化しており、本章で示した政策提言だけで

は改善していくことは難しいと考えられる。また、本章で取り上げる政策提言を実行する

には、法令等の改正、財源や人員の確保、また、社会的合意の形成などの必要があるが、

「子どもの安心」の実現のために必要と考えられることを示したものである。 

 

図表４－１ この研究の視点、イメージ図 
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援が必要な子どもは「養育支援訪問事業」8などにつなげることが必要となるだろう。 

 

③ ６ヶ月健診・１歳半健診・３歳健診 

６ヶ月健診、１歳半健診、３歳健診は市町村の母子保健（保健師）の担当部署によ

って行われるものである。保健師などによる子どもの発達状況の確認、医師や歯科医

師などによる子どもの健康状態の確認などが主な内容となっているが、「支援が必要

な子ども」であるかという観点を持つことも必要であろう。乳幼児健診における育児

支援の視点は「健やか親子21」9にも触れられており、多くの自治体で実施されている

と思われる。その中で例えば「こんにちは赤ちゃん事業」で会えなかった家庭につい

ては、この健診を受けているかを確認し、受けていない場合は家庭訪問をするなどし

て状況を把握した上で、虐待が疑われるなど支援が必要な場合には要保護児童対策地

域協議会や児童相談所と連携し、適切な支援につなげることが必要であろう。健診を

医療機関に委託している自治体もあるが、その際は「子どもの安心」という観点を含

めて、健診を委託することが必要だろう。 

 

④ 保育所・幼稚園 

保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保護す

ることを目的とする児童福祉施設（児童福祉法第39条）とされている。幼稚園は学校

教育法に位置づけられた教育機関とされているが、学校教育法第22条には「保育の機

能」についても規定されている。「子どもの安心」という観点からは法令に規定され

た、子どもの保育機能が確実に保障されることが重要である。保育所や幼稚園に通う

乳幼児については、保育士等が日常的に接していることから、支援が必要な子どもか

どうかの把握が可能である。保育所・幼稚園は支援が必要な子どもの「気づき」や重

篤化を防ぐことができる有効な社会資源である。 

保育所では１日11時間保育を基本としているが、保護者の就労時間、通勤時間等の

関係から、11時間を超えて延長保育を行っている保育所がほとんどである。このため、

保育士の勤務体制はシフト勤務となっており、延長保育を利用する場合、朝送りの際

の保育士と、夕方迎えの際の保育士は違う。夕方の迎えの際に、昼間の様子を見てい

た保育士が交代していても、子どもがその日どんな様子だったのかを、親に話せるこ

とが必要である。この点については、保育所保育指針に「長時間にわたる保育」の

「家庭との連携」として位置づけられており10、保育所で行われている送迎の際に、

                         
8
「養育支援訪問事業」については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 

9
「健やか親子21」については、 http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/ 

10
保育所の役割については、「保育所保育指針」（厚生労働省告示第141号）２「保育の役割」に記載されている。厚

生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf 
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「気づく」可能性がある。このような仕組みを構築するには、自治体ごとに地域性、規

模、出生数が一律でないため、その方法は地域の実情を踏まえて考えていく必要がある。 

問題点として、各種の個人情報を目的外利用する際の法的制約があるのはもちろんだ

が、所得など個人情報に関わる事項を目的外利用することへの心理的な抵抗感は依然強

い。実現するためには、慎重に議論を積み重ねた上での社会的合意の形成が必要となる

だろう。 

 

３ 主な子どもの発達段階における「気づき」 

 

（１）出生前～乳幼児期 

  アメリカなどにおける貧困研究によると、０歳から２歳時点の貧困が、子どもの健康

やIQなどのその時点での成長に対する影響が一番大きく、また子どもが成人してからの

学歴達成度などを見ても、この時期の貧困がほかの子ども期の貧困よりも大きく影響し

ているという結果が出ている5。子どもの発達段階における「気づき」では、出生前～乳

幼児期は最も重要な時期と考えられる。 

① 母子健康手帳6交付時の調査 

この手帳を交付する際に、保健師による面接やアンケート調査を行い、育児支援者

や相談者の存在、母親の子ども時代の家庭環境、妊娠が分かったときの気持ちなどを

把握することは、「子どもの安心」のために必要である。 

現在母子健康手帳交付時のアンケートは、神奈川県内では約７割の市町村で行われ

ている。具体的な聴取内容は、妊娠時の体調、飲酒・喫煙の有無、既往歴など健康面、

妊娠したときの気持ち、子育てのイメージ、悩みなどの心理面、相談・支援をしてく

れる家族の状況などを聞く内容が多かった。「子どもの安心」という観点では、妊婦

の心理面、支援者の状況が重要となる。この回答を子どもが生まれた後に「支援が必

要となるか」という観点で検討することで、今後の支援につなげていくことが可能と

なるだろう。 

 

② こんにちは赤ちゃん事業7 

生後四ヶ月までに全戸訪問を原則としているので、支援が必要な子どもに「気づ

く」ことが可能な制度である。しかし、訪問を拒否された家庭や不在の家庭について

は、支援が必要か判断するために、母子健康手帳交付時のアンケートや出生連絡票な

どの情報を参考にして状況を把握することが必要となる。その後は再訪問を行い、支

                         
5
『子ども貧困－日本の不公平を考える』阿部彩、2008年岩波新書 

6母子保健法第16条に基づき、市町村から妊娠の届出をした妊婦に交付される手帳である。妊産婦と乳幼児が健康診査

や保健指導を受けたときは、そのつど必要な事項の記載を受けることが定められている。 
7
「こんにちは赤ちゃん事業」については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 
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保育所の役割については、「保育所保育指針」（厚生労働省告示第141号）２「保育の役割」に記載されている。厚

生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04a.pdf 
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「気づく」可能性がある。このような仕組みを構築するには、自治体ごとに地域性、規
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5
『子ども貧困－日本の不公平を考える』阿部彩、2008年岩波新書 

6母子保健法第16条に基づき、市町村から妊娠の届出をした妊婦に交付される手帳である。妊産婦と乳幼児が健康診査

や保健指導を受けたときは、そのつど必要な事項の記載を受けることが定められている。 
7
「こんにちは赤ちゃん事業」については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 
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⑥ 「消えた子ども」14 

2010（平成22）年６月から７月にかけて起こった大阪市西区のマンションで幼児２

児が放置されて死亡した事件15 で問題となったのが、「消えた子ども」の問題である。

「消えた子ども」とは、住民票を移さずに転居を繰り返すなどしたため、行政機関が

安否や所在を確認できなくなった乳幼児のことを通称している。毎日新聞の調査では、

乳幼児健診等に来なかったため自治体職員が家庭訪問するなどした結果、住民登録地

に住んでいなかった子どもの数は、74都市のうち、35都市で述べ355人いることが判

明した16。こうした子どもは、これまでの住民登録があることを前提とした行政の支

援の考え方では、実態が把握できなかった子どもたちであり、児童虐待等のリスクに

さらされていることが懸念される。 

このような子どもは、民生委員・児童委員及び主任児童委員や地域住民により「気

づく」ことが考えられるが、すべてを把握することが難しいため、何らかの対応を考

える必要がある。 

 

（２）高校中退者17 

『ドキュメント高校中退－いま、貧困がうまれる場所』（青砥恭、筑摩新書2009年）

では、文部科学省が発表する高校中退率の問題点を指摘している。文部科学省発表の高

校中退率の算出方法は「ある年度の学校の全体の中退者÷年度当初の学校全体の生徒の

在籍数」で計算されており、1998（平成10）年度から2009（平成21）年度まで２％台の

となっている（図表４－２）。その年度当初の在籍数とは一年から三年までの三学年の

生徒数の総計を指す。この計算方法では、あくまでその年度の学校全体の中退率を出す

ものであり、現実をとらえきれていないと青砥は指摘している。より正確に中退率を算

出しようとすれば、ある年度に入学した一学年の三年間での中退者を調べ、それを一学

年の数で割るべきであると指摘している。このような統計はないが、青砥が文部科学省

生涯学習政策局の学校基本調査などから独自に計算したところによると、高校中退率は

2002（平成14）年から2005（平成17）年までに５％から８％で推移しており、文部科学

省発表の数字とは約三倍の開きがある。これまで高校中退が社会問題として考えられて

こなかったのは、文部科学省が発表してきた高校中退率が、実態より低く出てきていた

のが理由であると指摘している18。このような高校中退者と中学卒で社会に出る子ども

                         
14
「消えた子ども」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取の内容

を参考とした。 
15
大阪市西区のマンションで二児の母親が育児放棄（ネグレクト）により栄養状態が悪化していた長女（３歳）と長男

（１歳）を自宅に閉じ込めて外出、食事を与えず放置し餓死させたとされる事件。 
16
2010（平成22）年９月21日付毎日新聞 東京23区、道府県庁所在地、政令市に対してアンケートを実施した。 

17
「高校中退者」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取の内容を

参考とした。 
18
『ドキュメント高校中退－いま、貧困がうまれる場所』青砥恭、筑摩新書2009年 
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ちょっとした愚痴を聞いてもらうことだけでも、親にとっては大切なことである11。

保育所は「子どもの安心」という観点で、子どもやその子どもの育ちへの認識を親と

共有するように努めており、児童虐待の防止につながる役割を担っている。 

幼稚園は本来、教育機関であり、集団生活を通じた子どもの学びを基本としている

ため、「子どもの安心」の観点から福祉的な機能を持つことは、直ちには難しいと考

えられる。この点については、現在、国が検討している「子ども・子育て新システ

ム」12の「幼稚園・保育所を一体化しこども園（仮称）とする」議論の中で検討され

ることを期待したい。  

また以下についても、将来的な課題とはなるが、「幼稚園・保育所を一体化しこど

も園（仮称）とする」議論の中で検討されることを期待したい。 

現在、日本の保育所、幼稚園は合わせて約３万６千箇所あるが、これらを本研究の

目的で述べた「子どもフェア・スタート」の拠点として利用できる環境を整えること

を検討したい。イギリスのシュア・スタートの支援拠点は、チルドレンズセンターと

いう日本の「子育て支援拠点」に類似する施設を整備している13が、日本では約３万

６千箇所以上ある保育所・幼稚園を活用することで、コストをかけずに整備が可能と

なると考えられる。具体的には、すべての家庭（子ども）が親の就労形態に関わらず、

最寄りの保育所・幼稚園（こども園（仮称））で、必要なときに子どもを預ける、ま

た支援を受けられる体制とする。保育所・幼稚園（こども園（仮称））は、子どもや

家庭の状況を定期的に確認し、支援が必要と「気づいた」ときは支援制度につなぎ、

専門的な措置が必要であれば、児童相談所などに対応を依頼する。そうすることで

「子どもの安心」にかかる初期の要望に対応できるワンストップサービスの拠点とし

ての位置づけが可能となるだろう。 

 

⑤ 子育て支援拠点事業 

  地域における子育て相談や親子の交流、子育てサークル活動等を実施する子育て支

援拠点では、利用する家庭（子ども）については、支援が必要かどうかの判断が可能

となる。問題点としては、支援が必要な子ども（家庭）が自ら子育て支援拠点に足を

運ぶことができない場合や、子育て支援施設の存在を知らない可能性が大きいことが

ある。 

 

 

                         
11
「保育所における保育士と親の関わり」については、2010（平成22）年12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教授

湯澤直美氏の意見聴取の内容を参考とした。 
12
「子ども・子育て新システム」については、内閣府ホームページ「少子化対策」

http://www8.cao.go.jp/shoushi/index.html 
13
イギリスの「シュア・スタート」については、第３章第４節３『イギリスの施策』参照 
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「消えた子ども」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取の内容
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大阪市西区のマンションで二児の母親が育児放棄（ネグレクト）により栄養状態が悪化していた長女（３歳）と長男
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16
2010（平成22）年９月21日付毎日新聞 東京23区、道府県庁所在地、政令市に対してアンケートを実施した。 

17
「高校中退者」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見聴取の内容を

参考とした。 
18
『ドキュメント高校中退－いま、貧困がうまれる場所』青砥恭、筑摩新書2009年 
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「保育所における保育士と親の関わり」については、2010（平成22）年12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教授

湯澤直美氏の意見聴取の内容を参考とした。 
12
「子ども・子育て新システム」については、内閣府ホームページ「少子化対策」

http://www8.cao.go.jp/shoushi/index.html 
13
イギリスの「シュア・スタート」については、第３章第４節３『イギリスの施策』参照 
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格取得の支援や、就業支援などを組み合わせた支援が必要となる20。 

第３章３節で紹介したNPO法人「日向ぼっこ」は、児童養護施設等の退所者が気軽に

集まれる場所として「日向ぼっこサロン」を開設している。厚生労働省はこの取組みを

「退所者等アフターケア事業」として一般事業化し支援を行っており、今後このような

場所を全国に12ヶ所設置することを予定している。 

 

４ 人による気づき 

 

（１）民生委員・児童委員及び主任児童委員21 

地域住民の立場に立った相談者・支援者として地域で活動する、民生委員・児童委員

及び主任児童委員（以下民生委員）は地域の事情に精通しており、地域での活動から支

援が必要な子どもに「気づく」可能性は高いと考えられる。そこで民生委員が、支援が

必要な子どもに「気づいた」時に、支援を実施する行政機関等につなげることができる

体制が必要となってくる。民生委員も参加している各市町村の要保護児童対策地域協議

会へつなぐことで適切な支援につながる可能性が高いと考えられる。 

2010（平成22）年12月に神奈川県所管（政令市、中核市を除く29市町村）の民生委員

が改選されたが、定員に140人満たない状況で、３年前の不足人員90人に比べ増加して

いる。また、民生委員の平均年齢は62.3歳（2010年12月１日時点）と、なり手が高齢化

している22。民生委員は子どもの見守りだけでなく、昨年来、大きな問題となった「消

えた高齢者」の問題などでも大きな役割を担ってきたが、地域社会の見守り機能の低下

が指摘される中で、民生委員が担当地域の家庭の状況を把握することは難しくなってき

ている。このような状況から、なり手が不足していると考えられるが、「子どもの安

心」にとって民生委員の役割は重要である。町田市23では、行政が民生委員の活動と連

携を図るなど民生委員の活動を支援している。なり手を確保するためには、民生委員が

活動しやすい環境を整備するなどの対応が必要となってくるだろう。 

 

（２）保健師24 

乳幼児健診や予防接種等で日常的に子どもと接する機会の多い保健師は、支援が必要

な子どもに「気づく」可能性は高いと考えられる。支援が必要な子どもに「気づいた」

時に、適切な支援を実施する行政機関等につなげることができる体制が重要となってく

                         
20
「自立援助ホームの問題点と支援」については、2011（平成23）年１月20日、NPO法人「日向ぼっこ」理事長渡井さ

ゆり氏への意見聴取の内容を参考とした。 
21
「民生委員・児童委員及び主任児童委員」については、『資料編８』参照 

22
2010（平成22）年12月21日付 東京新聞 

23
町田市の取組みについては、第３章第２節１『町田市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 

24
保健師については、第２章第３節１『横須賀市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 
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を合わせると、実質的には最終学歴が中学卒となる子どもが約一割いることになる。 

これまでの行政の支援制度では把握ができなかった子どもである。このような中学卒

で社会に出て行く子どもや高校中退者は、家庭に複雑な問題があり背景には貧困の問題

があるケースも多いと懸念され、このような子どもに「気づき」、支援することが必要

となる。このような子どもは、経済力や生活する力が未熟なまま若くして親になる可能

性もある。貧困の世代間連鎖という観点から見ても、支援が必要な子どもである。 

 

図表４－２ 文部科学省「平成21年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」から高等学校による中途退学者の推移 

 

資料：内閣府『平成22年度版子ども・若者白書』19 

 

（３）児童福祉法が適用外となった20歳以下の子ども、若者 

児童養護施設等を退所し、児童福祉法が適用外となった20歳以下の子ども、若者につ

いても、高校中退者同様、実態を把握する必要がある。このような子ども、若者に対し

ては、働きながら自立の準備をするための、自立援助ホームによる支援があるが、寮費

自体が負担になっているケースも指摘された。寮費の負担軽減だけでなく、高校卒業資

                         
19
『平成22年度版子ども・若者白書』については、内閣府ホームページ

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h22gaiyoupdf/index_pdf.html 
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格取得の支援や、就業支援などを組み合わせた支援が必要となる20。 
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第２節 支援制度 

 

本節で示した支援制度についての政策提言では、支援が必要な子どもにとって十分では

なく、本節で示した以外の支援制度についても検証、検討をすることが必要となる。本節

では、本研究で紹介した神奈川県内外の自治体やNPOの取組み等から得られた「支援制

度」の政策提言を中心に示した。 

 

１ 統計調査をもとにした支援制度 

本章第１節の「気づき」の政策提言でも、統計調査の必要性について指摘したが、統

計調査の結果を支援制度に生かすという視点も重要となる。これまでの行政の支援制度

形成の過程は、実証的なデータを元に制度が作られてこなかったという懸念がある。

「子どもの安心」をめぐる問題は多様、複雑化しており、ニーズを捉えた上での支援が

必要となる。今後必要な統計調査として、所得以外で貧困を捉える指標としての相対的

剥奪の大規模調査、貧困の連鎖という点で重要な10代女性の妊娠率の継続的な調査、当

事者のニーズにそった支援を行うために生活保護世帯の基礎データを多角的に検証する

実態調査28が指摘された29。 

 

２ 当事者の声を反映させた支援制度30 

「子どもの安心」をめぐる問題は「ボイスレス」とも言われるが、当事者である子ど

もが声をあげられないことに大きな特徴がある。実効性のある支援制度とするためには、

子どもが本当に求めている支援を把握する必要があるが、日本には欧米諸国で一般的に

行われている「子ども自身に答えてもらう調査」が少ない。非政府組織（NGO）セー

ブ・ザ・ジャパン（東京、千代田区）が「子どもの貧困について子ども自身の声が地方

自治の現場に届いていない」という危機感から、2011（平成23）年１月までに大阪など

近畿地区の小中学生100人に貧困についての聞き取り調査を実施し、５月までに報告書

をまとめる予定としており31注目に値する活動である。また、東京都が児童養護施設出

身者の生活状況についての追跡調査を始めている32。第３章第３節で紹介したNPO法人

「日向ぼっこ」では、児童養護施設退所者等社会的養護の当事者が、当事者の視点で社

                         
28
「生活保護世帯の世帯構造と個人指標」『社会福祉学』50巻１号 湯澤直美、藤原千沙、2009年 

 「生活保護の受給期間：廃止世帯からみた考察」『社会政策』１（４） 藤原千沙、湯澤直美、石田浩、2010年 

 「生活保護の受給期間における母子世帯の収入構造」『女性労働研究』55号 湯澤直美、藤原千沙、2010年 
29
「相対的剥奪の大規模調査」、「10代女性の妊娠率の継続的調査」の必要性については、2010（平成22）年12月６日

国立社会保障・人口問題研究所阿部彩氏から、「生活保護世帯の実態調査」の必要性については、2010（平成22）年12

月７日立教大学コミュニティ福祉学部教授湯澤直美氏の意見聴取から指摘があった。 
30
「当事者である子どもへの調査の必要性」については、2010（平成22）年12月６日国立社会保障・人口問題研究所阿

部彩氏の意見聴取の内容を参考とした。 
31
2010（平成22）年12月24日付 日本経済新聞夕刊 

32
2011（平成23）年１月27日付 日本経済新聞 
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る。 

 

（３）母子自立支援員25 

母子家庭の各種相談に対して必要な情報提供や指導等を行うための母子自立支援員は、

支援が必要な子どもに「気づく」可能性が高い。適切な支援につなげるためには社会資

源やその他の施策の活用、他の機関との連携など、高度な知識と経験が必要となる。 

  

５ 社会における自己責任論を超えた支援が必要な子どもの「発見力・共感力26」 

支援が必要な子どもに「気づく」ためには、社会が、支援が必要な子どもがいること

を認識しなければ「気づけない」。例えば、給食費を払えない子どもに、その背景に何

があるかを見ずに、「親がだらしないから払わない」という自己責任論が語られること

がある。また、離婚により母子家庭になった親に、離婚に至った状況を考えず、離婚は

自分で決めたことだから支援は必要ないという自己責任論が語られることがある。ホー

ムレスに対する自己責任論もそうだが、日本の社会にはこのような自己責任論が多く語

られる状況がある。 

「ボイスレス」とも言われるが、本当に支援が必要な子どもは自ら声をあげられない。

本当に支援が必要な子どもに「気づく」ためには、社会が自己責任論を超えて、発見す

る目や力を養うことができるかが大きなポイントとなる。社会全体が、支援が必要な子

どもに対する「発見力・共感力」を身につけていくことが必要である27。 

                         
25
「母子相談支援員」については、第２章第１節１『都道府県で行われている施策』参照 

26
「子どもの貧困300万人 問われる社会の共感力」『週間エコノミスト』毎日新聞社、2010年３月９日号 

27
自己責任論を超えた支援が必要な子どもの「発見力・共感力」については、2010（平成22）年12月７日、立教大学コ

ミュニティ福祉学部教授湯澤直美氏の意見聴取の内容を参考とした。  
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情報が届くための効果的な広報について検討する必要がある。 

 

５ 里親 

  里親のなり手が不足していることは、第２章第３節で述べた39。 

アメリカでは、政府の方針で児童養護施設をなくす方向で政策が進んでいるため、里

親の確保が重要となっている。アメリカの場合は、里親は地域の名誉職的な扱いとなっ

ている。日本で言えば、民生委員・児童委員及び主任児童委員を引き受ける感覚で里親

になるという家庭が多い。また日本と比べると、住宅も広く、男性の長時間労働のよう

な慣行もなく、就業している親が比較的早く帰ってきて子どもの養育や家事に従事をす

るなど、労働環境、生活観、風土の違いもある。日本では、少子高齢化、単身世帯や核

家族世帯の増加、住宅事情などにより、今後、里親になる家庭が増えることは難しい状

況にある40。 

「児童養護施設では交代勤務で職員が入れ替わるが、里親家庭は同じ人が成長を見守

れる。小さいときに特定の相手と絆を持てたかどうかが人生を左右する」という里親経

験者の話や41、特に乳幼児期の子どもにとっては、児童養護施設でなく里親のもとで育

てられることが子どものためによいという指摘42もある。今後も里親の重要性は増して

いくと考えられる。里親の理解を進めた上で、どのようにしてなり手を確保するかが重

要となる。 

 

６ 生活保護世帯の子どもへの学習支援43 

生活保護世帯の子どもへの学習支援は全国に広がっていることを紹介したが44、「子

どもの安心」の実現のためには、どのような視点が必要かを考えたい。 

生活保護世帯の子どもの学習支援は、学習会の実施と塾等の学費の支援に分けられる。

塾代等の支援も必要であるが、学習会による学習支援は単なる学力向上とは違った意味

でも効果がある。生活保護世帯の子ども向けの学習会は、ひとつの場所に集まり学習を

行う環境を整え、勉強だけでなく子ども同士や職員が、勉強や遊びを通じてコミュニケ

ーションを取り、学校終業後の居場所を確保することができる。また、大学生のボラン

ティアを活用している例が多いが、年齢が近い学生が教えることで、身近なロールモデ

ル、つまり小中高校生がこういう大人になりたいと思えることは効果が大きいと考えら

                         
39
「里親」については、第２章第１節３『神奈川県中央児童相談所ヒアリング』参照 

40
アメリカの里親をめぐる状況、日本との比較については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山

野良一氏の意見聴取でアメリカでのケースワーカー経験から得られた感想を引用した。 
41
2011（平成23）年１月28日付 日本経済新聞 

42
「里親の重要性」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の見聴取で指摘が

あった。 
43
「生活保護世帯の学習支援」については、2010（平成22）年10月22日千葉明徳短期大学非常勤講師山野良一氏の意見

聴取の内容を参考とした。 
44
「生活保護世帯の子どもの学習支援」については、第３章第２節４『埼玉県教育支援事業』参照 
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会的養護の問題点、あり方などを発信している33。当事者の視点を支援制度形成の過程

に反映させる仕組みづくりを検討する必要がある。 

 

３ 子どもの貧困に対する法制化の必要性34 

イギリスでは2010（平成22）年３月25日に子ども貧困法（Child Poverty Act）が制

定された35。「子どもの貧困」を特定した法律は先進国で初めてである。 

日本では、2010（平成22）年４月１日に、「子ども・若者育成支援推進法」36が施行

された。この法律は、総合的な視点から子どもや若者の育成支援にアプローチするもの

となっている。内閣府の政策統括官のもとにワーキングチームが設置され、子ども・若

者育成支援施策の策定作業が進んでいる。この法律に基づく大綱である「子ども若者ビ

ジョン」37には「子どもの貧困」という視点は入っているが、「子どもの貧困」を解決

し、貧困率の削減目標と計画を定めたものではない。 

日本の現状を考えると、子どもの貧困を解決し、貧困率の削減目標と計画を定めた法

律制定については検討に値する。イギリスでは法制化することで、政権交代があっても

数値目標を達成する義務が受け継がれ、継続的な対策が可能となっている。制定する法

律は実効性があることが必要となるが、二次的な効果として、法律を制定することで

「子どもの安心」に対する社会意識を醸成していく効果も期待できるだろう。 

 

４ 母子家庭等への就業支援38 

第１章第１節ではOECDのひとり親世帯の貧困率、就労状況別の貧困率を示したが、日

本における母子家庭は、就労をしても貧困から抜け出せない状況である。正規雇用での

就労が少ないことが主な原因と考えられる。現状でも母子家庭等に対する就労支援を行

ってはいるが、ハローワークや母子家庭の相談機関とつながっていない母親には十分に

情報が伝わっていないこと、訓練を受けるには子どもの保育の問題があるなどの理由で、

利用が進んでいないなどの実態がある。その中で、国の安心こども基金で行われている

高等技能訓練促進等事業の看護師、保育士などを養成するコースでは、訓練の全期間に

訓練費が支給されることもあり、利用率が上がっている。安心こども基金は時限措置で

あるので基金終了後の取扱いは未定ではあるが、就職先が明確などの理由がある制度は

利用が進んでいる。制度を使いやすくすることや、就労を希望する母子家庭等に必要な

                         
33
「日向ぼっこの取組み」については、第３章第３節２『日向ぼっこの活動状況』参照 

34
「子どもの貧困に関する法制化の必要性」については、2010（平成22）年12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教

授湯澤直美氏の意見聴取の内容を参考とした。 
35
「イギリスの子ども貧困法」については、第３章第４節５『子ども貧困法（Child Poverty Act）』参照 

36
「子ども・若者育成支援推進法」については、内閣府青少年育成ホームページ

http://www8.cao.go.jp/youth/index.html 
37
「子ども若者ビジョン」については、内閣府青少年育成ホームページ http://www8.cao.go.jp/youth/index.html 

38
母子家庭等への就業支援については、2010（平成22）年12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教授湯澤直美氏の意

見聴取の内容を参考とした。 
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「日向ぼっこの取組み」については、第３章第３節２『日向ぼっこの活動状況』参照 
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「子どもの貧困に関する法制化の必要性」については、2010（平成22）年12月７日立教大学コミュニティ福祉学部教
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８ 社会につなげる「第二のセーフティ・ネット」の整備48  

  ここまでは個々の事業や制度について述べてきたが、「子どもの安心」の実現のため

には、支援が必要な子どもたちに「気づき」、支援制度につなげて、最終的には恒常的

な就業につなげ、安定的な生活を送ることが重要である。イギリスは「コネクション」

といって若者を社会につなげるという視点での政策を行っている。また「若者向けニュ

ーディール」では、公共職業安定所が18歳～24歳に絞って支援を行っている49。 

  日本では、内閣府が2010（平成22）年７月にまとめた「若者の意識に関する調査」50

によると、いわゆる「ひきこもり」の子ども、若者は約70万人と推定されている。ひき

こもりは、不登校など「子どもの頃のこと」が原因となるケースも多い。そのような子

どもや若者への支援は、自立を支援する「地域若者サポートステーション」51が現在全

国に約100箇所あり、就労支援などの相談に応じている。また、国のモデル事業として

生活に困窮した人の就労や住まい探しなどをマンツーマンで支援する「パーソナル・サ

ポート（個別支援）サービス」52
、

53が2010（平成22）年12月から横浜市内を拠点に始ま

った。パーソナル・サポーターと呼ばれる専門の相談員が生活再建を包括的、継続的に

支えていく仕組みとなっている。 

「子ども」を年齢で区切らない総合的な支援体制を構築し、乳幼児期の子どもには、

親を含めた生活支援、学齢期の子どもには生活支援に加え、学習・進学支援を行い、卒

業後は恒常的な就業につなげ、社会につなげるという視点が必要となる。 

「子どもの安心」の実現ために、今後の支援の考え方として、生活保護、子ども手当、

児童扶養手当など既存の制度を「第一のセーフティ・ネット」と考えると、第一のセー

フティ・ネットをさらに充実したうえで、当事者に寄り添って支援制度の活用や、自立

を考える「パーソナル・サポート・サービス」のような「第二のセーフティ・ネット」

を整備し、かつ制度を超えた横断的な取組みを進めることが必要となるだろう。 

                         
48
「第二のセーフティ・ネット」の必要性については、2010（平成22）年12月６日国立社会保障・人口問題研究所阿部

彩氏の意見聴取の内容を参考とした。 
49
「イギリスの政策」については、第３章第４節３『イギリスの施策』参照 

50
「若者の意識に関する調査」については、内閣府青少年育成ホームページ青少年に関する調査等 

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf_index.html 
51
「地域若者サポートステーション」については、厚生労働省ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/01/03.html 
52
パーソナル・サポート・サービス…元派遣村村長の湯浅誠氏が提案した。生活困窮を抱える複雑な問題には１人ひと

りに応じたサポートが必要として、公共サービスの申請窓口やハローワークなどにパーソナル・サポーターが専門の支

援者として付き添う。2010（平成22）年度は横浜市、京都市、北九州市など全国５自治体でモデル事業が実施され、

2011（平成23）年度は15自治体が加わる。 
53
「パーソナル・サポート・サービス事業推進の経緯」については、首相官邸ホームページ緊急雇用対策本部推進チー

ムの活動状況 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/ 
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れる。 

その他の対策として、東京都板橋区では首都大学東京との官学連携により、「高校進

学支援プログラム」や「ひきこもり改善支援」などの自立支援プログラムを独自に作成

している。「高校進学支援プログラム」では、生活保護受給世帯の子どもが中学３年生

になったときに進学相談を行うなどの取組みを行っている45。子どもがいる生活保護世

帯のケースワーカーはその子どもが中学生になった時に、進学や進路について学校の担

任やスクールソーシャルワーカーを交えて話し合いを行うことも必要だろう。 

進学を希望する子どもについては、学習だけでなく、学習の動機付けなど意欲の面や、

学習する場をつくる生活環境整備の面などから、総合的な支援をすることが必要となる。 

 

７ 「子どもの安心」にかかる母子保健による支援 

    

（１）児童福祉と母子保健をつなぐ 

神奈川県中央児童相談所の取組み46を見ると、児童福祉と母子保健をつなぐという意

味でも保健師の役割は大きいと考えられる。また児童相談所での経験は、今後の保健師

の活動にも効果が大きいと考えられる。    

（２）経済力や生活力が未熟なまま10代で妊娠した場合の支援 

経済力や生活力が未熟なまま10代で妊娠したケースは、児童虐待を予防するという観

点からも支援をするべき対象となる。横須賀市47のように妊娠中の母性をはぐくむ過程

から育児支援家庭訪問事業等を活用し、保健師が助産師とともに支援する方法は効果が

あると考えられる。 

（３）その他の役割 

母子保健の分野での子どもとの出会いは、母親が妊娠をする時点となる。この時点か

ら関わることができるのは母子保健（保健師）の大きな利点である。「子どもの安心」

にかかる問題の早期発見、早期対応、未然予防に大きく寄与できる。また、母親の妊娠

期からの関わりによる問題の早期発見は、その後の成長段階において問題の重篤化、複

雑化を防ぐ効果も期待できる。また保健師は、母子保健の通常業務である、予防接種、

乳幼児健診、「こんにちは赤ちゃん事業」などで、直接子どもと関わる機会も多い。今

後は、児童福祉の分野との人事交流を活発化するなど、「子どもの安心」という観点で

保健師の役割をどのように考えていくかが重要となる。 

 

 

                         
45
『生活保護自立支援プログラムの構築－官民連携による個別支援プログラムのPlan・Do・See－』東京都板橋区・首

都大学東京共編 著者代表岡部卓、2007年ぎょうせい 
46
神奈川県中央児童相談所の保健師の役割については、第２章第１節３『神奈川県中央児童相談所ヒアリング』参照 

47
横須賀市の保健師の取組みについては、第２章第３節１『横須賀市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 
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８ 社会につなげる「第二のセーフティ・ネット」の整備48  

  ここまでは個々の事業や制度について述べてきたが、「子どもの安心」の実現のため
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「第二のセーフティ・ネット」の必要性については、2010（平成22）年12月６日国立社会保障・人口問題研究所阿部

彩氏の意見聴取の内容を参考とした。 
49
「イギリスの政策」については、第３章第４節３『イギリスの施策』参照 

50
「若者の意識に関する調査」については、内閣府青少年育成ホームページ青少年に関する調査等 

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf_index.html 
51
「地域若者サポートステーション」については、厚生労働省ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/01/03.html 
52
パーソナル・サポート・サービス…元派遣村村長の湯浅誠氏が提案した。生活困窮を抱える複雑な問題には１人ひと

りに応じたサポートが必要として、公共サービスの申請窓口やハローワークなどにパーソナル・サポーターが専門の支

援者として付き添う。2010（平成22）年度は横浜市、京都市、北九州市など全国５自治体でモデル事業が実施され、

2011（平成23）年度は15自治体が加わる。 
53
「パーソナル・サポート・サービス事業推進の経緯」については、首相官邸ホームページ緊急雇用対策本部推進チー

ムの活動状況 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinkyukoyou/suisinteam/ 
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れる。 
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45
『生活保護自立支援プログラムの構築－官民連携による個別支援プログラムのPlan・Do・See－』東京都板橋区・首

都大学東京共編 著者代表岡部卓、2007年ぎょうせい 
46
神奈川県中央児童相談所の保健師の役割については、第２章第１節３『神奈川県中央児童相談所ヒアリング』参照 

47
横須賀市の保健師の取組みについては、第２章第３節１『横須賀市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 
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とが、「子どもの安心」の実現のためには必要と考えられる。この二つの会議につい

て以下で考える。 

 

【代表者会議】 

市町村調査によると開催は年１～２回程度であるが、各機関の代表者が集まる会

議であるので、日程調整が困難との回答が多数あった。会議という位置づけである

が情報提供だけで終わってしまう場合や、各機関に児童虐待等子どもの問題に対す

る意識の差があり、会議のテーマを設定することが難しいなどの回答もあった。 

しかし、各機関の代表者が集まり「子どもの安心」について共通認識を持つ機会

は、当該市町村の「子どもの安心」に関する取組みを考えていくうえで重要である。

具体的な進め方としては、「子どもの安心」に関する先進的な取組みを紹介、当該

市町村で起きている問題を踏まえた問題提起、活動計画や実績の報告等が考えられ

る。 

関係機関の代表者が問題意識を共有し、会議で確認された課題をそれぞれの機関

に持ち帰り、取組みを積極化することで実務者会議や個別ケース会議の活性化につ

なげることができる。 

 

【実務者会議】 

市町村調査によると、市町村ごとの規模の大小はあるにしても、開催回数には大

きな違いがあった。また、どこまで関係機関を集めるべきかわからないという意見

もあった。実務者会議にどのような役割を求めるのか、各市町村が模索をしている

状況であると思われる。 

実務者会議の基本的な役割は、新規相談事例の紹介と、事例の進行管理が中心と

なると考えられる。新規事例については、対処方針を早期に決め、重篤な状況に陥

ることを防ぐこと、進行中の事例については、検証、今後の対処方針の確認がある。

年々増加傾向にある要保護児童の進行管理は、多くの市町村が課題としているとこ

ろである。 

その他の役割として関係機関の啓発や研修の場としても有効である。他市町村の

先行事例などを紹介し、各市町村でも応用できないかなどを検討することも考えら

れる。県の児童相談所や保健福祉事務所の専門的なノウハウを研修の題材とするこ

とも考えられる。 

     

② 要保護児童対策地域協議会の規模 

「子どもの安心」をめぐる問題が多様、複雑化する中で、要保護児童対策地域協議

会が適正に機能する規模については検討すべき問題である。 

町田市は、人口約42万人で比較的大規模な市ではあるが、地域ネットワーク会議
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第３節 支援制度、関係機関のネットワーク 

 

本節で提言する「ネットワーク」の政策提言では、支援が必要な子どもにとって十分で

はなく、本節で示した以外の「ネットワーク」についても検証、検討をすることが必要と

なる。本節では、本研究で紹介した神奈川県内外の自治体やNPOの取組み等から得られた

「ネットワーク」の政策提言を中心に示した。 

 

１ 要保護児童対策地域協議会54 

 

（１）要保護児童対策地域協議会の運営 

支援が必要な子どもに対する支援制度の枠組みは、親の経済的要因であれば生活保護

制度や生活福祉資金の貸付制度、母子保健であれば市町村や保健福祉事務所の保健師と

の関わり、児童虐待であれば児童相談所等が中心となる。支援が必要な子どもに関わる

機関にとって、それぞれ支援が必要な子どもに「気づき」、支援をすることは可能であ

るが、多様で複雑な問題を抱えている子どもの問題を総合的に改善しようと考えたとき

に、これまでの縦割りの行政制度では対応が難しい状況であった。「子どもの安心」に

関わる機関が「子どもの安心」の実現のために連携しながら、本来の役割を果たすこと

が必要になってくる。さらに各地域に、児童福祉、母子保健、医療、教育、警察、司法、

民生委員・児童委員及び主任児童委員、NPOなどが連携して、支援が必要な子どもに｢気

づく｣ことや、支援をする組織が必要である。このような枠組みを組織して、支援を実

施していくにはコストも時間もかかる。このような枠組みを持ってスタートした要保護

児童対策地域協議会を活用することが効率的である。要保護児童対策地域協議会は「子

どもの安心」に関して、キーステーションとなる可能性をもった機関である。神奈川県

内の市町村は、2006年（平成18）年度末までに要保護児童対策地域協議会をすべて設置

済みである。しかし実施した神奈川県内市町村調査（以下市町村調査）55からは、会議

の開催は重ねてきているが課題も存在することがわかった。市町村調査で示された課題、

本研究で紹介した自治体等の取組み状況などから、要保護児童対策地域協議会の運営に

ついて考えていきたい。 

 

（２）要保護児童対策地域協議会の運営の方向性  

① 各種会議の活性化 

市町村調査では、代表者会議、実務者会議の二つの会議について、関係機関の意識

に差があるのでテーマの設定が難しい、事務局からの情報提供で終わってしまうなど、

会議の役割の位置づけが難しいという回答が多かった。これらの会議を活性化するこ

                         
54
要保護児童対策地域協議会については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 

55
神奈川県内市町村調査については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 
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の関わり、児童虐待であれば児童相談所等が中心となる。支援が必要な子どもに関わる

機関にとって、それぞれ支援が必要な子どもに「気づき」、支援をすることは可能であ

るが、多様で複雑な問題を抱えている子どもの問題を総合的に改善しようと考えたとき

に、これまでの縦割りの行政制度では対応が難しい状況であった。「子どもの安心」に

関わる機関が「子どもの安心」の実現のために連携しながら、本来の役割を果たすこと

が必要になってくる。さらに各地域に、児童福祉、母子保健、医療、教育、警察、司法、
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児童対策地域協議会を活用することが効率的である。要保護児童対策地域協議会は「子

どもの安心」に関して、キーステーションとなる可能性をもった機関である。神奈川県

内の市町村は、2006年（平成18）年度末までに要保護児童対策地域協議会をすべて設置

済みである。しかし実施した神奈川県内市町村調査（以下市町村調査）55からは、会議
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本研究で紹介した自治体等の取組み状況などから、要保護児童対策地域協議会の運営に
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（２）要保護児童対策地域協議会の運営の方向性  

① 各種会議の活性化 

市町村調査では、代表者会議、実務者会議の二つの会議について、関係機関の意識

に差があるのでテーマの設定が難しい、事務局からの情報提供で終わってしまうなど、

会議の役割の位置づけが難しいという回答が多かった。これらの会議を活性化するこ

                         
54
要保護児童対策地域協議会については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 

55
神奈川県内市町村調査については、第２章第１節２『市町村の取組み状況』参照 
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民生委員である場合も多い。町田市では、民生委員の「気づき」を要保護児童対策地

域協議会等で活用している。行政機関では把握できない情報も得られ、町田市におけ

る「子どもの安心」に寄与している。地域で活動する民生委員が要保護児童対策地域

協議会で果たす役割は大きいと思われる。しかし、民生委員の役割は子どもへの支援

だけでなく、高齢者の見守りなどに多様化しているため、多くを委ねることは難しい。 

行政機関が、地域で活動する民生委員が活動しやすいように環境整備を行うことが

必要となってくるだろう。また、第３章第３節で紹介した「日向ぼっこ」58のような、

独自のノウハウを持ったNPO等との連携も必要となるだろう。 

 

⑤ 児童虐待対応以外の取組み 

市町村調査では、ひきこもり、不登校などの児童虐待以外の「子どもの安心」をめ

ぐる問題への有効な対応方法としては、関連部局が連携して対応できる仕組みを作る

ことが必要という回答が多数あった。子どもの生命にすぐに関与するとは考えにくい

ひきこもり、非行、不登校の子どもの問題でも、その背景である家庭に何らかの複雑

な問題を抱えている場合も多く、根底ではその原因が複合的に関わっている可能性が

高いことから、この視点は重要となる。そのような子どもを支援していくために、多

くの機関が子どもを中心に連携して支援していく仕組みが必要であり、要保護児童対

策地域協議会を活用することが有効である。担当者が顔の見える関係を構築すること

や、異動などにより担当者が変わっても組織としての役割が継続できる取組みが求め

られる。 

 

⑥ 県の役割 

要保護児童対策地域協議会には、三層構造の各種会議に神奈川県所管の児童相談所

や保健福祉事務所から職員が出席し、それぞれの立場から専門職としての助言を行っ

ている。要保護児童対策地域協議会がさらに機能していくためには、今後も、児童相

談所や保健福祉事務所が持っている専門性を生かし、積極的に運営を支援していくこ

とが必要となるだろう。 

また、広域自治体の利点を生かし、先進的な取組みをしている自治体の情報提供を

行うことなども考えられる。 

 

⑦ 児童相談所との役割分担 

2004（平成16）年の児童福祉法改正では、児童相談に関する体制の充実として、

「児童相談に関し、市町村が担う役割を法律上明確にするとともに、児童相談所の役

割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化するこ

                         
58
「日向ぼっこ」については、第３章第３節『NPO法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」の取組み』参
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（実務者会議に該当する）を町田市が合併する前の町村の区切りである５地域を基本

として、民生委員児童委員協議会の地区割りに合わせて９地域、13会議に分けている。

各地域の保育園、幼稚園、小学校、学童クラブ、中学校などが参加機関に入っており、

教育現場から支援が必要な子どもを支援につなげられる体制になっている。開催数も

年４～６回と活発な議論が行われている。このように、要保護児童対策地域協議会を

地域の状況に応じて分割することができれば、きめ細かい支援が可能となると考えら

れる。 

    

③ 学校現場との連携 

市町村調査からは、児童福祉と教育機関が連携すべきとの意見が多数あった。学習

支援に加え生活支援の重要性が増す中で、現在の学校現場が抱える課題は多い。学校

現場で支援が必要な子どもに「気づいた」際は、早急に要保護児童対策地域協議会、

児童相談所などへつなぐことが期待される。また、不登校や非行の兆しがあれば、そ

の兆しの段階で対応し支援を検討することが必要である。 

2010（平成22）年に東京都江戸川区で発生した、児童虐待が疑われる小学校１年生

の子どもが亡くなった事件では、学校と市区町村、児童相談所等の関係機関の連携が

十分に機能しなかったことが問題点の一つとして指摘された。それを受けて厚生労働

省は、平成22年３月24日の雇児発0324第1号「学校及び保育所から市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供について」56によって学校や保育所と市町村又は児童相談

所の連携について提起した。 

またこのような問題に対応するためには、スクールソーシャルワーカー57の役割も

必要となるだろう。学校現場にスクールソーシャルワーカーを配置することで、学校

現場の負担を軽減し、学校現場で気づいた福祉的なニーズを要保護児童対策地域協議

会や児童相談所等の関係機関につなぐことが可能となる。また、スクールソーシャル

ワーカー自身が要保護児童対策地域協議会に参加し、関係機関と連携することで学校

と地域がつながり、学校での「気づき」が支援につながることが期待される。しかし、

現在スクールソーシャルワーカーの配置は限られており、配置を拡大していくことが

課題となる。 

 

④ 公的機関以外との連携 

市町村調査では、民生委員・児童委員及び主任児童委員（以下民生委員）などの公

的機関以外との関わりは個人情報保護の観点から難しいとの回答があった。第４章１

節「気づき」の政策提言でも述べたが、地域で支援が必要な子どもに「気づく」のは、

                         
56
平成22年３月24日雇児発0324第1号「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」は、

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv40/index.html 
57
「スクールソーシャルワーカー」については、第２章第１節１『都道府県で行われている施策』参照 
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民生委員である場合も多い。町田市では、民生委員の「気づき」を要保護児童対策地

域協議会等で活用している。行政機関では把握できない情報も得られ、町田市におけ

る「子どもの安心」に寄与している。地域で活動する民生委員が要保護児童対策地域

協議会で果たす役割は大きいと思われる。しかし、民生委員の役割は子どもへの支援

だけでなく、高齢者の見守りなどに多様化しているため、多くを委ねることは難しい。 

行政機関が、地域で活動する民生委員が活動しやすいように環境整備を行うことが

必要となってくるだろう。また、第３章第３節で紹介した「日向ぼっこ」58のような、

独自のノウハウを持ったNPO等との連携も必要となるだろう。 

 

⑤ 児童虐待対応以外の取組み 

市町村調査では、ひきこもり、不登校などの児童虐待以外の「子どもの安心」をめ

ぐる問題への有効な対応方法としては、関連部局が連携して対応できる仕組みを作る

ことが必要という回答が多数あった。子どもの生命にすぐに関与するとは考えにくい

ひきこもり、非行、不登校の子どもの問題でも、その背景である家庭に何らかの複雑

な問題を抱えている場合も多く、根底ではその原因が複合的に関わっている可能性が

高いことから、この視点は重要となる。そのような子どもを支援していくために、多

くの機関が子どもを中心に連携して支援していく仕組みが必要であり、要保護児童対

策地域協議会を活用することが有効である。担当者が顔の見える関係を構築すること

や、異動などにより担当者が変わっても組織としての役割が継続できる取組みが求め

られる。 

 

⑥ 県の役割 

要保護児童対策地域協議会には、三層構造の各種会議に神奈川県所管の児童相談所

や保健福祉事務所から職員が出席し、それぞれの立場から専門職としての助言を行っ

ている。要保護児童対策地域協議会がさらに機能していくためには、今後も、児童相

談所や保健福祉事務所が持っている専門性を生かし、積極的に運営を支援していくこ

とが必要となるだろう。 

また、広域自治体の利点を生かし、先進的な取組みをしている自治体の情報提供を

行うことなども考えられる。 

 

⑦ 児童相談所との役割分担 

2004（平成16）年の児童福祉法改正では、児童相談に関する体制の充実として、

「児童相談に関し、市町村が担う役割を法律上明確にするとともに、児童相談所の役

割を要保護性の高い困難な事例への対応や市町村に対する後方支援に重点化するこ

                         
58
「日向ぼっこ」については、第３章第３節『NPO法人社会的養護の当事者参加推進団体「日向ぼっこ」の取組み』参
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（実務者会議に該当する）を町田市が合併する前の町村の区切りである５地域を基本

として、民生委員児童委員協議会の地区割りに合わせて９地域、13会議に分けている。

各地域の保育園、幼稚園、小学校、学童クラブ、中学校などが参加機関に入っており、

教育現場から支援が必要な子どもを支援につなげられる体制になっている。開催数も

年４～６回と活発な議論が行われている。このように、要保護児童対策地域協議会を

地域の状況に応じて分割することができれば、きめ細かい支援が可能となると考えら

れる。 

    

③ 学校現場との連携 

市町村調査からは、児童福祉と教育機関が連携すべきとの意見が多数あった。学習

支援に加え生活支援の重要性が増す中で、現在の学校現場が抱える課題は多い。学校

現場で支援が必要な子どもに「気づいた」際は、早急に要保護児童対策地域協議会、

児童相談所などへつなぐことが期待される。また、不登校や非行の兆しがあれば、そ

の兆しの段階で対応し支援を検討することが必要である。 

2010（平成22）年に東京都江戸川区で発生した、児童虐待が疑われる小学校１年生

の子どもが亡くなった事件では、学校と市区町村、児童相談所等の関係機関の連携が

十分に機能しなかったことが問題点の一つとして指摘された。それを受けて厚生労働

省は、平成22年３月24日の雇児発0324第1号「学校及び保育所から市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供について」56によって学校や保育所と市町村又は児童相談

所の連携について提起した。 

またこのような問題に対応するためには、スクールソーシャルワーカー57の役割も

必要となるだろう。学校現場にスクールソーシャルワーカーを配置することで、学校

現場の負担を軽減し、学校現場で気づいた福祉的なニーズを要保護児童対策地域協議

会や児童相談所等の関係機関につなぐことが可能となる。また、スクールソーシャル

ワーカー自身が要保護児童対策地域協議会に参加し、関係機関と連携することで学校

と地域がつながり、学校での「気づき」が支援につながることが期待される。しかし、

現在スクールソーシャルワーカーの配置は限られており、配置を拡大していくことが

課題となる。 

 

④ 公的機関以外との連携 

市町村調査では、民生委員・児童委員及び主任児童委員（以下民生委員）などの公

的機関以外との関わりは個人情報保護の観点から難しいとの回答があった。第４章１

節「気づき」の政策提言でも述べたが、地域で支援が必要な子どもに「気づく」のは、

                         
56
平成22年３月24日雇児発0324第1号「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」は、

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv40/index.html 
57
「スクールソーシャルワーカー」については、第２章第１節１『都道府県で行われている施策』参照 
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福岡県久留米市のDV被害者に対する取組み60におけるワンストップサービスでは、行

政が被害者に寄り添って対応し、何度も行政窓口で辛い体験を話さなければならないと

いう二次被害を防ぐ対応を紹介した。また、横須賀市の「はぐくみかん」というハード

面からのワンストップサービスについても紹介した61。「子どもの安心」をめぐる問題

に対しても、対応する行政機関が多岐にわたる。ワンストップサービスを実施し、行政

機関内にネットワークを構築することは、支援が必要な子どもにとって必要である。 

   

４ 地域社会の見守り機能 

昨年来大きな問題となった「消えた高齢者」に関しても、「地域社会の見守り機能」

の重要性は指摘されていた。地域社会の見守り機能は、「子どもの安心」においても大

きな役割を担う可能性がある。 

2010（平成22）年６月から７月にかけて起こった、大阪市西区のマンションで幼児二

児が放置されて死亡した事件があったマンションでは、二度とこのような事件が起こら

ないように、住民同士の交流を始めようという動きがあり、この事件をきっかけに地域

社会の見守り機能の再構築の動きが出てきている状況である。住民同士の交流は   

地域社会の見守り機能の重要な要素の一つである。このような地域社会の見守り機能は、

支援が必要な子どもに「気づき」、支援制度につなげることができる。行政が実施する

既存の支援制度では改善できなかった「子どもの安心」めぐる問題を改善できる可能性

を持っている。 

東京都足立区「ほっとほーむ事業」62の特徴は、支援を行う協力家庭が地域のボラン

ティアということである。地域の人的資源の活用し、地域社会見守り機能の維持、再構

築へ寄与する事業となっている。 

足立区「ほっとほーむ事業」の担当者は、協力家庭（ボランティア）の依頼をする際、

「地域には、人の役にたちたい、困っている人のためにできることをしたいと思ってい

る人が多い」と語っていた。そのような地域社会の潜在意識を掘り起こし、「子どもの

安心」の実現のために活用していくことが必要となるだろう。 

 

                         
60
福岡県久留米市のDV被害者への取組みについては、第３章第２節３『福岡県久留米市のドメスティックバイオレンス

被害者へのワンストップサービス』参照 
61
横須賀市の「はぐくみかん」については、第２章第３節１『横須賀市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 

62
足立区の「ほっとほーむ事業」については、第３章第２節２『足立区のこども家庭支援センターの「ほっとほーむ事

業」』参照 
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と」としている。市町村は、重篤ではなく長期的な見守りが必要なケース、または支

援が必要になる前の予防、支援が必要な子どもの「気づき」、初期対応などが役割と

なり、児童相談所は子どもの生命に関わる重篤なケースへの対応、一時保護や臨検な

ど職権介入が伴い専門的な支援が必要となるケースへの対応が役割となると考えられ

る。 

その中で、要保護児童対策地域協議会で対応するケースは、参加する機関の多くが

関わり連携して対応することで、支援が必要な子どもに有効な支援を実施できるケー

スを中心に担っていくことが考えられる。 

 

⑧ 地域での役割 

神奈川県市町村調査でも回答があったが、「子どもの安心」をめぐる問題が多様、

複雑化する中では、行政だけでなく、民間団体、地域社会が連携した支援の取組みが

求められている。要保護児童対策地域協議会は、地域の民生委員・児童委員及び主任

児童委員やNPOが参加できる仕組みができている。個人情報の管理には十分注意した

うえで、要保護児童対策地域協議会をキーステーションに民間団体や地域住民など、

様々な関係機関が連携することで、「子ども」という観点で、総合的に関わることの

できる組織として発展していくことが必要となるだろう。 

 

２ 民間企業との協力 

  地域で活動する民間企業とのネットワークの構築も重要であると考えられる。営利を

目的とする民間企業との協力は難しい面もあるが、「子どもの安心」のためには協力を

得て社会資源として活用しながら進めていくことが必要である。厚生労働省は2010（平

成22）年８月26日の全国児童相談所所長会議59で、マンションやアパートなどを管理す

る不動産業界や、コンビニエンスストア業界にも協力を要請すると報告し、その後、関

係省を通じて文書を出した。居住情報が直接集まる不動産業界や支援が必要な親子が立

ち寄ることが想定されるコンビニエンスストア業界とネットワークを構築することは、

児童虐待の発見など「子どもの安心」の実現のために必要なことである。 

 

３ 「子どもの安心」におけるワンストップサービスの必要性 

  行政におけるワンストップサービスの必要性は、行政機関の対応が縦割りと言われる

中で、様々な場面で提起される課題である。行政機関がワンストップでサービスを実施

することは行政機関のネットワークという観点からも重要となる。 

 

                         
59
2010（平成22）年８月26日の全国児童相談所長会議資料については、厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kaigi/100826.html 
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福岡県久留米市のDV被害者に対する取組み60におけるワンストップサービスでは、行
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安心」の実現のために活用していくことが必要となるだろう。 

 

                         
60
福岡県久留米市のDV被害者への取組みについては、第３章第２節３『福岡県久留米市のドメスティックバイオレンス

被害者へのワンストップサービス』参照 
61
横須賀市の「はぐくみかん」については、第２章第３節１『横須賀市の「子どもの安心」にかかる取組み』参照 

62
足立区の「ほっとほーむ事業」については、第３章第２節２『足立区のこども家庭支援センターの「ほっとほーむ事

業」』参照 
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2010（平成22）年８月26日の全国児童相談所長会議資料については、厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kaigi/100826.html 
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お  わ  り  に                               

 

2010（平成22）年12月に群馬県の児童相談所にランドセルの寄付があった件を皮切りに、

漫画「タイガーマスク」の主人公「伊達直人」名乗るなどして、児童相談所、児童養護施

設、行政機関等に対する寄付行為が全国的に広がりを見せ、一種のブームと言える状況と

なった。このような善意の広がりは、欧米諸国と違い、寄付行為があまり根付いていない

日本にとって、寄付文化が定着することが期待される動きになっている。折しも、2011

（平成23）年度税制改正では、NPOなどへ寄付をする個人に対する税額控除制度の導入が

議論されたところである。 

「タイガーマスク運動」は全国的にも大きなブームとなり、善意の輪は広がりつつある。

このブームがブームで終わらないこと、また、本報告書で紹介してきた「子どもの安心」

の実現について考える契機となることを期待したい。NPO法人「日向ぼっこ」理事長の渡

井氏も「タイガーマスク運動」により、児童養護施設等で生活をする子どもが取り上げら

れたことは、自分達の活動にとっても大きなチャンスであると語った。 

「子どもの安心」の実現のためには、社会が、支援が必要な子どもの存在に「気づき」、

支援制度へつなげること、そして現在ある支援制度を充実させたうえ、支援制度間を超え

た横断的な取組みを進めることが必要である。 

そして最終的な目標は、「子どもの安心」が実現し、すべての子どもが公平なスタート

を切れる「神奈川子ども・フェアスタート」が実現することである。 

本報告書がそのための議論の題材となれば幸いである。 
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２ 神奈川県内市町村調査調書 

 

「子どもの安心のための政策研究」調書 

 

市町村名 所属名 担当者名 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の１～１３ついて教えてください。 

※ 各質問の回答について既存資料がある場合は、その資料を添付していただければ結

構です。 

 

１ 母子健康手帳を配布する際、その家庭状況や生活状況等を聞くアンケート調査等を実

施していますか。 

 

   □ はい（２へお進みください）  □ いいえ（３へお進みください） 

    

２ 【１で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】１のアンケートの聴取項目について

教えてださい。 

 

 

 

 

 

３ こんにちは赤ちゃん（母子訪問）事業を実施していますか。 

 

   □ はい（４へお進みください）  □ いいえ（６へお進みください） 

 

４ 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】この事業で訪問家庭に対して子育て

支援拠点の場所など提供する情報を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

５ 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】訪問した家庭の状況が、生活状況が

厳しいと思われる、子育てへの悩みを抱えている、児童虐待が疑われるなど、子ども

の育ちに何らかの支援が必要と思われる家庭や、訪問したものの会うことが出来なか

った家庭について、再訪問、民生委員児童委員に把握を依頼する、他機関と連携して

フォローにあたるなど事後に行っている取組みがあれば具体的に教えてください。 
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１ 神奈川県で行われている事業「子どもの年齢別等体系図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨  学  金 

乳 児 期 幼 児 期 小学生 高校生 中学生 青年期 
支援が必要な子どもの親等への支援 

子どもの年齢での区分が適当でない支援等 
政策の対象 

 生 活 保 護 制 度 

 
小中学校は「教育扶助」、高校は「高等学校等就学費」、妊婦加算、母子加算、児童養育加算など 

【再掲】教育支援資金（教育支援費・就学支度費） 

私立高等学校等生徒学費補助金 

就業支援プログラム、進学・進路支援プログラム 

不登校・引きこもり支援プログラム など 

子
ど
も
の
貧
困
へ
の
対
応 

子
ど
も
の
学
び
へ
の
支
援 

【再掲】高等学校等就学支援金 

子 ど も の 健 全 育 成 プ ロ グ ラ ム 策 定 推 進 モ デ ル 事 業 

生  活  福  祉  資  金  貸  付  金 

【再掲】私立高等学校等生徒

学費補助金 

スクールソーシャルワーカーによる支援 

スクールカウンセラーによる支援 

スクールライフサポーター 
による支援 

NPO 等との連携による不登校児童・生徒支援事業 

県立高校不登校生徒等単

位認定プログラム作成 

不 登 校・い じ め 等 対 策 

私立高等学校等教育改革推進費

補助金（不登校生徒対策） 

教育支援資金（教育支援費・就学支度費） 

高等学校等就学支援金 

国公立高等学校実質無償化 

【再掲】国公立高等学校実質無償化 

私 立 学 校 生 徒 学 費 緊 急 支 援 補 助 金 

【再掲】私 立 学 校 生 徒 学 費 緊 急 支 援 補 助 金
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ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支
援 

乳 児 期 幼 児 期 小学生 高校生 中学生 青年期 支援が必要な子どもの親等への支援、 

子どもの年齢での区分が適当でない支援等 
政策の対象 

就
業
支
援
の
充
実 

  【再掲】医 療 保 険 制 度（ひとり親家庭等医療費助成事業費補助） 

母  子  寡  婦  福  祉  資  金 

母  子  自  立  支  援  委  員  に  よ  る  支  援  

財団法人神奈川県母子寡婦福祉連絡

協議会への補助 

児   童   扶   養   手   当 

  【再掲】生 活 保 護 母 子 加 算 

自立援助ホーム

への補助 

認定保育施設母子・父子家庭等児童の保育料減免加算 

・離職者等委託訓練事業（母子家

庭の母等対象） 
・職業訓練手当支給（母子家庭の

母等対象） 
・企業コラボ型訓練事業 
・母子家庭等就業支援事業 
・ひとり親家庭就業支援事業（安

心こども基金） 
・高等技能訓練促進等事業（安心

こども基金） 

・【再掲】離職者等委託訓練事業（母

子家庭の母等対象） 
・【再掲】職業訓練手当支給（母子

家庭の母等対象） 
・【再掲】母子家庭等就業支援事業

・【再掲】ひとり親家庭就業支援事

業（安心こども基金） 
・【再掲】高等技能訓練促進等事業

（安心こども基金） 
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乳 児 期 幼 児 期 小学生 高校生 中学生 青年期 支援が必要な子どもの親等への支援 

子どもの年齢での区分が適当でない支援等 
政策の対象 

そ
の
他
の
支
援 

児童養護施設、児童自立支援施設、母

子生活支援施設等への措置・運営補助

児   童   相   談   所  

里    親   委   託  

【再掲】 
自立援助ホーム

への補助 

身元保証人確保対策事業  

メ ン タ ル フ レ ン ド 

被 虐 待 児 個 別 支 援 事 業  

要保護児童対策地域協議会への支援

民生委員・児童委員 
及び主任児童委員 

被虐待児等の家庭的・個別ケアを地域

で行う地域小規模児童養護施設への

支援 

一 時 保 護 児 童 教 育 推 進 事 業  

虐 待 防 止 対 策 推 進 事 業  
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２ 神奈川県内市町村調査調書 

 

「子どもの安心のための政策研究」調書 

 

市町村名 所属名 担当者名 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の１～１３ついて教えてください。 

※ 各質問の回答について既存資料がある場合は、その資料を添付していただければ結

構です。 

 

１ 母子健康手帳を配布する際、その家庭状況や生活状況等を聞くアンケート調査等を実

施していますか。 

 

   □ はい（２へお進みください）  □ いいえ（３へお進みください） 

    

２ 【１で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】１のアンケートの聴取項目について

教えてださい。 

 

 

 

 

 

３ こんにちは赤ちゃん（母子訪問）事業を実施していますか。 

 

   □ はい（４へお進みください）  □ いいえ（６へお進みください） 

 

４ 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】この事業で訪問家庭に対して子育て

支援拠点の場所など提供する情報を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

５ 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】訪問した家庭の状況が、生活状況が

厳しいと思われる、子育てへの悩みを抱えている、児童虐待が疑われるなど、子ども

の育ちに何らかの支援が必要と思われる家庭や、訪問したものの会うことが出来なか

った家庭について、再訪問、民生委員児童委員に把握を依頼する、他機関と連携して

フォローにあたるなど事後に行っている取組みがあれば具体的に教えてください。 
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１１【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会（子ども

を守る地域ネットワーク）の運営上の課題等があれば、具体的に教えてください。 

 

 

 

 

 

１２この研究では、子ども本人の能力や努力では解決することができない貧困や格差の連

鎖のほか、児童虐待、不登校・いじめ、ひきこもり等、支援が必要な子どもの「気づ

き」、支援が必要な子どものための支援制度、支援制度間のネットワークという視点

で研究を進めていますが、この視点から、県を介さず国の補助等（国が提示したモデ

ル事業等）で実施している取り組みがあれば教えてください。 

（１）気づき 

 

 

 

 

 

 

（２）支援制度 

 

 

 

 

 

 

（３）ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

１３ １２と同様の視点から、貴市町村で独自に行っている取り組みがあれば教えてくだ

さい。 

（１）気付き（例 独自の児童虐待通報制度、母子家庭への家庭訪問など） 
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６ 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）を設置していますか。 

   

  □ はい（８へお進みください）  □ いいえ（１２へお進みください） 

 

７ 【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】設置年月について教えてください。 

    

平成（    ）年（    ）月 

   

８ 【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】協議会の構成及び人員について教え

てください。 

 

  構成部局等  

         

   

人員   （        ）人 

 

９【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】平成２１年度に各種会議の開催数等に

ついて教えてください 

    

   ①代表者会議（     ）回 

   ②実務者会議（     ）回 

   ③個別ケース検討会議（     ）回  

④個別ケース検討の対象となった子ども（家庭）（     ）人 

 

１０【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会（子ども

を守る地域ネットワーク）では児童虐待への対応を中心に取り組んでいますが、その

他、非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応状況と、こうした子

どもを支援していく上で、地域において必要な取組みと課題について教えてください。 
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１１【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会（子ども

を守る地域ネットワーク）の運営上の課題等があれば、具体的に教えてください。 

 

 

 

 

 

１２この研究では、子ども本人の能力や努力では解決することができない貧困や格差の連

鎖のほか、児童虐待、不登校・いじめ、ひきこもり等、支援が必要な子どもの「気づ

き」、支援が必要な子どものための支援制度、支援制度間のネットワークという視点

で研究を進めていますが、この視点から、県を介さず国の補助等（国が提示したモデ

ル事業等）で実施している取り組みがあれば教えてください。 

（１）気づき 

 

 

 

 

 

 

（２）支援制度 

 

 

 

 

 

 

（３）ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

１３ １２と同様の視点から、貴市町村で独自に行っている取り組みがあれば教えてくだ

さい。 

（１）気付き（例 独自の児童虐待通報制度、母子家庭への家庭訪問など） 
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６ 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）を設置していますか。 

   

  □ はい（８へお進みください）  □ いいえ（１２へお進みください） 

 

７ 【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】設置年月について教えてください。 

    

平成（    ）年（    ）月 

   

８ 【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】協議会の構成及び人員について教え

てください。 

 

  構成部局等  

         

   

人員   （        ）人 

 

９【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】平成２１年度に各種会議の開催数等に

ついて教えてください 

    

   ①代表者会議（     ）回 

   ②実務者会議（     ）回 

   ③個別ケース検討会議（     ）回  

④個別ケース検討の対象となった子ども（家庭）（     ）人 

 

１０【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会（子ども

を守る地域ネットワーク）では児童虐待への対応を中心に取り組んでいますが、その

他、非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応状況と、こうした子

どもを支援していく上で、地域において必要な取組みと課題について教えてください。 
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３ 神奈川県内市町村調査結果（自由記述設問） 

 

【設問５】 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】訪問した家庭の状況が、生

活状況が厳しいと思われる、子育てへの悩みを抱えている、児童虐待が疑われるなど、

子どもの育ちに何らかの支援が必要と思われる家庭や、訪問したものの会うことができ

なかった家庭について、再訪問、民生委員児童委員に把握を依頼する、他機関と連携し

てフォローにあたるなど事後に行っている取組みがあれば具体的に教えてください。 

[A自治体] 

・訪問結果により、報告が必要な場合は、福祉保健センター職員まで、「すみやかに」連絡するよう

訪問員に依頼している。 

・引継ぎケースの報告や訪問員同士の情報交換・スキルアップの場として、月一回「定期連絡会」を

開催している。連絡会時、訪問員は、訪問の記録として、全訪問件数分の「活動報告書」を提出す

る。また二回訪問し、会えない場合は周囲の状況など把握できる内容を連絡会時に報告するという

ルールを決めている。 

・福祉保健センターに引き継がれた場合は、保健師やケースワーカー等の職員が対応している。 

［B自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問員より報告書を提出、支援が必要と思われる家庭については、地区担当保

健師または、訪問指導員による乳幼児訪問等でフォローしていく。会うことができなかった家庭に

ついては、三か月児健診にて状況把握していく。 

 ［C自治体］ 

・支援が必要と思われる家庭は地区担当保健師の事後ケースとして訪問等で関わっている。 

・連絡がつかず、立ち寄り訪問しても不在の場合は四か月児健診にて現状確認を行う。 

 ［D自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問は、保健師・委嘱助産師・こんにちは赤ちゃん訪問専任助産師のみで実施

している。妊娠アンケート、出生連絡票、相談状況から子どものリスクを判定し、リスクに応じて、

訪問する担当を変えるなどの対策を行っている。 

 ［E自治体］ 

・職員がこんにちは赤ちゃん事業を担っているため、支援が必要と考えられる世帯、あるいは訪問し

ても会うことができなかった世帯については、民生委員・児童委員及び主任児童委員や児童虐待担

当部署と連携して再訪問や、要保護児童対策地域協議会へのエントリーなどを行っている。 

［F自治体］ 

・要支援家庭は専門的ニーズがある場合は、他職種と同行訪問あるいは医療機関等につなげる。必要

に応じて、こども相談担当課と連携し、養育支援家庭訪問事業などのサービスにつなげている。 

・会えなかった家庭は電話のほか、文書等で連絡をとり再訪問を実施する。必要に応じてこども相談

担当課と連携しフォローを行っている。 
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（２）支援制度（例 母子家庭への支援、独自の奨学金制度や市（町、村）立小中学校で

の独自の取り組み等教育分野の支援、制度の狭間にある子どもの育ちへの支援など） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ネットワーク（例 自治体内の部局を超えた連携、ＮＰＯとの連携、県機関・教育

機関・関係機関との連携、民生委員児童委員との連携による課題解決に向けた取り組

みなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました。 

 

 

※ 養育支援訪問事業については、追加調査を実施した。 
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３ 神奈川県内市町村調査結果（自由記述設問） 

 

【設問５】 【３で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】訪問した家庭の状況が、生

活状況が厳しいと思われる、子育てへの悩みを抱えている、児童虐待が疑われるなど、

子どもの育ちに何らかの支援が必要と思われる家庭や、訪問したものの会うことができ

なかった家庭について、再訪問、民生委員児童委員に把握を依頼する、他機関と連携し

てフォローにあたるなど事後に行っている取組みがあれば具体的に教えてください。 

[A自治体] 

・訪問結果により、報告が必要な場合は、福祉保健センター職員まで、「すみやかに」連絡するよう

訪問員に依頼している。 

・引継ぎケースの報告や訪問員同士の情報交換・スキルアップの場として、月一回「定期連絡会」を

開催している。連絡会時、訪問員は、訪問の記録として、全訪問件数分の「活動報告書」を提出す

る。また二回訪問し、会えない場合は周囲の状況など把握できる内容を連絡会時に報告するという

ルールを決めている。 

・福祉保健センターに引き継がれた場合は、保健師やケースワーカー等の職員が対応している。 

［B自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問員より報告書を提出、支援が必要と思われる家庭については、地区担当保

健師または、訪問指導員による乳幼児訪問等でフォローしていく。会うことができなかった家庭に

ついては、三か月児健診にて状況把握していく。 

 ［C自治体］ 

・支援が必要と思われる家庭は地区担当保健師の事後ケースとして訪問等で関わっている。 

・連絡がつかず、立ち寄り訪問しても不在の場合は四か月児健診にて現状確認を行う。 

 ［D自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問は、保健師・委嘱助産師・こんにちは赤ちゃん訪問専任助産師のみで実施

している。妊娠アンケート、出生連絡票、相談状況から子どものリスクを判定し、リスクに応じて、

訪問する担当を変えるなどの対策を行っている。 

 ［E自治体］ 

・職員がこんにちは赤ちゃん事業を担っているため、支援が必要と考えられる世帯、あるいは訪問し

ても会うことができなかった世帯については、民生委員・児童委員及び主任児童委員や児童虐待担

当部署と連携して再訪問や、要保護児童対策地域協議会へのエントリーなどを行っている。 

［F自治体］ 

・要支援家庭は専門的ニーズがある場合は、他職種と同行訪問あるいは医療機関等につなげる。必要

に応じて、こども相談担当課と連携し、養育支援家庭訪問事業などのサービスにつなげている。 

・会えなかった家庭は電話のほか、文書等で連絡をとり再訪問を実施する。必要に応じてこども相談

担当課と連携しフォローを行っている。 
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（２）支援制度（例 母子家庭への支援、独自の奨学金制度や市（町、村）立小中学校で

の独自の取り組み等教育分野の支援、制度の狭間にある子どもの育ちへの支援など） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ネットワーク（例 自治体内の部局を超えた連携、ＮＰＯとの連携、県機関・教育

機関・関係機関との連携、民生委員児童委員との連携による課題解決に向けた取り組

みなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しいところご協力いただきありがとうございました。 

 

 

※ 養育支援訪問事業については、追加調査を実施した。 
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［N自治体］ 

・ケースによって対応は様々、再訪問、保健師の電話連絡等による継続支援、他関連機関と連携して

フォロー、健診時注意して対応するなど 

［O自治体］ 

・母子保健に関する悩みや相談のある場合は（授乳についての悩みや体重の増えなど一般的な育児不

安）、母子保健での継続支援（再訪問や電話相談）でフォロー（対応者は看護師・保健師・助産師

等の専門職） 

・訪問時、母のEPDSが高い、メンタル不安定である、児童虐待が疑われる等で養育面に課題やリスク

のある場合は「養育支援訪問事業」でフォロー（対応者は看護師・保健師・助産師・理学療法士等

の専門職、または家事や育児を支援するヘルパー、あるいはその両方） 

・会えなかった場合や訪問拒否のケース等の場合は、事前に電話で訪問約束をしてから訪問している

事もあり、会えなかった、という状況はあまりないが、訪問自体に拒否がある場合、「情報提供」

の目的で今後の母子保健サービスの日程等を持って玄関先への突然訪問に伺う、その後の２ヶ月や

４ヶ月での育児相談や健診への参加状況を把握し、母子の状態について必ず確認するようにしてい

る。また、出生届け時に地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員を紹介し、了解が得られたケ

ースに関しては、主任児童委員等が訪問し、地域の子育て情報等を提供している。 

［P自治体］ 

・保健師・助産師の個別の訪問や、４ヶ月児健診（集団）でフォローする。 

［Q自治体］ 

・福祉担当課の子育て支援担当と連携を図り、福祉担当課を中心に関係機関や民生委員・児童委員及

び主任児童委員と連携を図り支援している。 

［R自治体］ 

・継続して訪問し必要時に児童相談員につなげる。 

・赤ちゃん健康相談、健診につなげる。 

・子育て支援センターにつなげる。 

［S自治体］ 

・会えるまで訪問、支援が必要な家庭には、児童相談員、子育て支援センター、家庭児童相談室と連

携してフォローしている。 

［T自治体］ 

・再訪問、民生委員・児童委員及び主任児童委員に把握を依頼する。 

・県の保健福祉事務所の家庭児童相談員や児童相談所と連携しながら対応する。 

［U自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問は母子保健推進員が実施しているため、訪問の状況を保健師が報告を受け、

自治体実施の健診で状況を確認、必要に応じ保健師による家庭訪問を実施する。場合によっては、

社会福祉士も同行する。各担当地区の母子保健推進員に、日々生活している中で見守りを依頼する。

また、所属している機関があれば連携して情報を共有するとともにフォローにあたる。 
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［G自治体］ 

・会えない場合は二回まで訪問を実施している。要支援家庭や継続した支援が必要と思われる家庭、

不在や訪問希望のない家庭については月一回児童虐待担当課とのケース検討会を実施し、報告・

検討している。 

［H自治体］ 

・保健師がほとんどであるが、何度か訪問しても不在の場合、表札等で本人宅と明確にわかる場合、

訪問を行いたい旨のメモなどをポストなどへ投函する。 

・どうしても訪問できなかった場合、四ヶ月児健康診査の結果によりその後の支援方法を検討する。 

・必要なフォローの内容によって、各関係機関と連携支援している。 

［I自治体］ 

・子ども相談員、ケースワーカー、課長、係長、保健師出席により、受理援助方針会議に提示（緊急

な場合はこの限りではない） 

［J自治体］ 

・保健師による継続訪問の実施 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員の見守り支援 

・子育て支援センター、幼稚園・保育園との情報共有、連携による支援 

・児童相談所へつなぐ、相談継続 

・就学時には教育委員会への引継ぎ、保護者には教育相談やことばの教室等の社会資源の情報提供を

行っている。 

［K自治体］ 

・生活支援が必要な場合は、保育、家庭担当課による家庭児童相談室を実施している。必要により生

活保護担当課に報告 

・子育ての悩みについては、母子保健担当地区担当保健師の継続訪問 

・児童虐待疑いがある場合は、家庭児童相談室、保育園、児童相談所、医療機関、民生委員・児童委

員及び主任児童委員などによる継続的な見守り支援 

・会えなかった家庭は、四ヶ月児健診での確認、健診未受診家庭は再訪 

［L自治体］ 

・地区担当保健師が事後のフォロー体制について検討するため、再訪問したり、他機関からの情報収

集等を行ったり、リスクマネジメントを行う。妊娠届出時からリスク要因は把握できる場合もある

ため、新生児訪問のアプローチ方法なども事前に検討している場合もある。母子保健担当だけでな

く、必要時に児童相談センター等との合同カンファレンスにより、支援方針を確認し、他機関から

の協力を要請することもある。 

［M自治体］ 

・地区担当保健師が継続訪問を行う。児童虐待事例については子育て支援担当課子ども家庭相談室の

相談員等関係者と連携をとる。 
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［N自治体］ 

・ケースによって対応は様々、再訪問、保健師の電話連絡等による継続支援、他関連機関と連携して

フォロー、健診時注意して対応するなど 

［O自治体］ 

・母子保健に関する悩みや相談のある場合は（授乳についての悩みや体重の増えなど一般的な育児不

安）、母子保健での継続支援（再訪問や電話相談）でフォロー（対応者は看護師・保健師・助産師

等の専門職） 

・訪問時、母のEPDSが高い、メンタル不安定である、児童虐待が疑われる等で養育面に課題やリスク

のある場合は「養育支援訪問事業」でフォロー（対応者は看護師・保健師・助産師・理学療法士等

の専門職、または家事や育児を支援するヘルパー、あるいはその両方） 

・会えなかった場合や訪問拒否のケース等の場合は、事前に電話で訪問約束をしてから訪問している

事もあり、会えなかった、という状況はあまりないが、訪問自体に拒否がある場合、「情報提供」

の目的で今後の母子保健サービスの日程等を持って玄関先への突然訪問に伺う、その後の２ヶ月や

４ヶ月での育児相談や健診への参加状況を把握し、母子の状態について必ず確認するようにしてい

る。また、出生届け時に地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員を紹介し、了解が得られたケ

ースに関しては、主任児童委員等が訪問し、地域の子育て情報等を提供している。 

［P自治体］ 

・保健師・助産師の個別の訪問や、４ヶ月児健診（集団）でフォローする。 

［Q自治体］ 

・福祉担当課の子育て支援担当と連携を図り、福祉担当課を中心に関係機関や民生委員・児童委員及

び主任児童委員と連携を図り支援している。 

［R自治体］ 

・継続して訪問し必要時に児童相談員につなげる。 

・赤ちゃん健康相談、健診につなげる。 

・子育て支援センターにつなげる。 

［S自治体］ 

・会えるまで訪問、支援が必要な家庭には、児童相談員、子育て支援センター、家庭児童相談室と連

携してフォローしている。 

［T自治体］ 

・再訪問、民生委員・児童委員及び主任児童委員に把握を依頼する。 

・県の保健福祉事務所の家庭児童相談員や児童相談所と連携しながら対応する。 

［U自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん訪問は母子保健推進員が実施しているため、訪問の状況を保健師が報告を受け、

自治体実施の健診で状況を確認、必要に応じ保健師による家庭訪問を実施する。場合によっては、

社会福祉士も同行する。各担当地区の母子保健推進員に、日々生活している中で見守りを依頼する。

また、所属している機関があれば連携して情報を共有するとともにフォローにあたる。 

 - 148 -

［G自治体］ 

・会えない場合は二回まで訪問を実施している。要支援家庭や継続した支援が必要と思われる家庭、

不在や訪問希望のない家庭については月一回児童虐待担当課とのケース検討会を実施し、報告・

検討している。 

［H自治体］ 

・保健師がほとんどであるが、何度か訪問しても不在の場合、表札等で本人宅と明確にわかる場合、

訪問を行いたい旨のメモなどをポストなどへ投函する。 

・どうしても訪問できなかった場合、四ヶ月児健康診査の結果によりその後の支援方法を検討する。 

・必要なフォローの内容によって、各関係機関と連携支援している。 

［I自治体］ 

・子ども相談員、ケースワーカー、課長、係長、保健師出席により、受理援助方針会議に提示（緊急

な場合はこの限りではない） 

［J自治体］ 

・保健師による継続訪問の実施 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員の見守り支援 

・子育て支援センター、幼稚園・保育園との情報共有、連携による支援 

・児童相談所へつなぐ、相談継続 

・就学時には教育委員会への引継ぎ、保護者には教育相談やことばの教室等の社会資源の情報提供を

行っている。 

［K自治体］ 

・生活支援が必要な場合は、保育、家庭担当課による家庭児童相談室を実施している。必要により生

活保護担当課に報告 

・子育ての悩みについては、母子保健担当地区担当保健師の継続訪問 

・児童虐待疑いがある場合は、家庭児童相談室、保育園、児童相談所、医療機関、民生委員・児童委

員及び主任児童委員などによる継続的な見守り支援 

・会えなかった家庭は、四ヶ月児健診での確認、健診未受診家庭は再訪 

［L自治体］ 

・地区担当保健師が事後のフォロー体制について検討するため、再訪問したり、他機関からの情報収

集等を行ったり、リスクマネジメントを行う。妊娠届出時からリスク要因は把握できる場合もある

ため、新生児訪問のアプローチ方法なども事前に検討している場合もある。母子保健担当だけでな

く、必要時に児童相談センター等との合同カンファレンスにより、支援方針を確認し、他機関から

の協力を要請することもある。 

［M自治体］ 

・地区担当保健師が継続訪問を行う。児童虐待事例については子育て支援担当課子ども家庭相談室の

相談員等関係者と連携をとる。 
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［D自治体］ 

・児童虐待以外の子どもについても必要に応じ個別ケース検討会を開催している。非行や不登校、ひ

きこもりなどは、警察、保健所、児童相談所、こども青少年支援担当課、教育委員会と、それぞれ

対応しており支援の線引きは難しい。就学前の要保護児童については、体制は整っていると思うが、

学校から卒業、18歳以上と児童福祉法が適用外の場合等、基幹的な役割を果たした児童相談所から

手が離れ、一貫して手厚く関わる機関がなくなり対応が難しくなる。様々な家庭の問題に一貫して

関わることのできる地域の機関があると良い。 

［E自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会は、基本的に支援を必要とする子ども（世帯）の経過を追い、生命の危

機など深刻な状況に陥った子どもについては児童相談所と連携して措置入所などの対応を図ってい

る。それゆえ、「支援があれば負の連鎖から脱却できる可能性がある」程度の世帯に対する支援が

少なくなりやすい。（そういった世帯への支援制度も少ない） 

［F自治体］ 

・課題を抱える子どもへの対応については、保護者の承諾を得て教育センター及び学校と連携して対

応している。不登校等の要因にネグレクトなど児童虐待が疑われる場合は、要保護児童対策地域協

議会のケースとして、関係機関による援助活動チームで支援するなどの対応を行っている。長期に

わたる不適切な養育環境が要因となっている場合もあり、このような家庭の早期発見を民生委員・

児童委員及び主任児童委員等に依頼しているが、状況を見定めるため発見から連絡に時間がかかる

場合がある。 

［G自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会では、非行・不登校・ひきこもりなどは対応していない。（こども青少

年相談担当課の青少年相談や学校教育相談センター、各学校のスクールカウンセラー等が対応して

いる） 

・児童相談所や学校等、関係機関でのより綿密な連携 

［Z自治体］ 

・学校との連携 

［H自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどを抱える子どもの家庭は、様々な問題を抱えている。このため、要

保護児童対策地域協議会の関係機関が連携し問題に対応している。 

［I自治体］ 

・各関係機関との連携をとる必要がある。そのために、各機関の子どもへの支援に対する共通認識を

持つ必要がある。各機関への意識付けをいかにしていくかが課題と思われる。 

［J自治体］ 

・教育部局が設置している教育相談室で、小・中学生を対象に不登校、ひきこもりの対応をしている。 
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［V自治体］ 

・継続訪問、電話催促 

［W自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん事業は出生連絡票や出生届から把握し、助産師が電話連絡してから家庭訪問し

ている。その後支援が必要と思われる家庭には、保健師につなぎ継続訪問してフォローしている。

連絡がつかない場合は訪問してメモを残すなどし、訪問が無理な場合は育児相談等、保健センター

に来てもらい面接している。 

［X自治体］ 

・支援が必要と思われる家庭には、保健師が継続して家庭訪問を行い、乳幼児健診で育児状況を確認

している。虐待が疑われる家庭は、民生委員・児童委員及び主任児童委員に見守りを依頼すること

や保健師と同行訪問することもある。 

・単純な不在者については、会えるまで再訪問をしている。里帰り先に長期滞在している場合などは、

４ヶ月児健診での確認となる。 

 ［Y自治体］ 

・訪問は保健師が必ず実施している。 

・支援が必要な家庭は、乳幼児健診（定期外も積極的に声をかける）や、育児支援事業等へ誘い、親

子の状況を確認しながら継続的に関わっていく。 

 

【設問１０】【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会

（子どもを守る地域ネットワーク）では児童虐待への対応を中心に取り組んでいますが、

その他、非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応状況と、こうした

子どもを支援していく上で、地域において必要な取組みと課題について教えてください。 

［A自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会において、児童虐待事例への対応が中心となっており、非行、不登校、

ひきこもり等に対しての取組みは特段には行えていない状況にある。ただ、被虐待児童の中には、

非行、不登校等の課題を抱えた子も多く、それらの問題は複合的であり、協議会の取組みも児童虐

待事例を中心としつつも、非行、不登校等の課題を抱える事例も対象としながら、地域の関係機関

連携の強化等を進めていくことが必要と考える。 

［B自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会においては、児童虐待への対応が中心とならざるを得ず、その他、非行、

不登校、ひきこもり等の課題を抱える子どもへの対応は十分に至らないのが現状であるが、児童虐

待の問題と複合している場合もあるため、総合的な視点で見ていく必要がある。 

［C自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどを担当する課や関係機関との連携や協力体制の構築が重要となる。 
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［D自治体］ 

・児童虐待以外の子どもについても必要に応じ個別ケース検討会を開催している。非行や不登校、ひ

きこもりなどは、警察、保健所、児童相談所、こども青少年支援担当課、教育委員会と、それぞれ

対応しており支援の線引きは難しい。就学前の要保護児童については、体制は整っていると思うが、

学校から卒業、18歳以上と児童福祉法が適用外の場合等、基幹的な役割を果たした児童相談所から

手が離れ、一貫して手厚く関わる機関がなくなり対応が難しくなる。様々な家庭の問題に一貫して

関わることのできる地域の機関があると良い。 

［E自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会は、基本的に支援を必要とする子ども（世帯）の経過を追い、生命の危

機など深刻な状況に陥った子どもについては児童相談所と連携して措置入所などの対応を図ってい

る。それゆえ、「支援があれば負の連鎖から脱却できる可能性がある」程度の世帯に対する支援が

少なくなりやすい。（そういった世帯への支援制度も少ない） 

［F自治体］ 

・課題を抱える子どもへの対応については、保護者の承諾を得て教育センター及び学校と連携して対

応している。不登校等の要因にネグレクトなど児童虐待が疑われる場合は、要保護児童対策地域協

議会のケースとして、関係機関による援助活動チームで支援するなどの対応を行っている。長期に

わたる不適切な養育環境が要因となっている場合もあり、このような家庭の早期発見を民生委員・

児童委員及び主任児童委員等に依頼しているが、状況を見定めるため発見から連絡に時間がかかる

場合がある。 

［G自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会では、非行・不登校・ひきこもりなどは対応していない。（こども青少

年相談担当課の青少年相談や学校教育相談センター、各学校のスクールカウンセラー等が対応して

いる） 

・児童相談所や学校等、関係機関でのより綿密な連携 

［Z自治体］ 

・学校との連携 

［H自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどを抱える子どもの家庭は、様々な問題を抱えている。このため、要

保護児童対策地域協議会の関係機関が連携し問題に対応している。 

［I自治体］ 

・各関係機関との連携をとる必要がある。そのために、各機関の子どもへの支援に対する共通認識を

持つ必要がある。各機関への意識付けをいかにしていくかが課題と思われる。 

［J自治体］ 

・教育部局が設置している教育相談室で、小・中学生を対象に不登校、ひきこもりの対応をしている。 
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［V自治体］ 

・継続訪問、電話催促 

［W自治体］ 

・こんにちは赤ちゃん事業は出生連絡票や出生届から把握し、助産師が電話連絡してから家庭訪問し

ている。その後支援が必要と思われる家庭には、保健師につなぎ継続訪問してフォローしている。

連絡がつかない場合は訪問してメモを残すなどし、訪問が無理な場合は育児相談等、保健センター

に来てもらい面接している。 

［X自治体］ 

・支援が必要と思われる家庭には、保健師が継続して家庭訪問を行い、乳幼児健診で育児状況を確認

している。虐待が疑われる家庭は、民生委員・児童委員及び主任児童委員に見守りを依頼すること

や保健師と同行訪問することもある。 

・単純な不在者については、会えるまで再訪問をしている。里帰り先に長期滞在している場合などは、

４ヶ月児健診での確認となる。 

 ［Y自治体］ 

・訪問は保健師が必ず実施している。 

・支援が必要な家庭は、乳幼児健診（定期外も積極的に声をかける）や、育児支援事業等へ誘い、親

子の状況を確認しながら継続的に関わっていく。 

 

【設問１０】【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会

（子どもを守る地域ネットワーク）では児童虐待への対応を中心に取り組んでいますが、

その他、非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応状況と、こうした

子どもを支援していく上で、地域において必要な取組みと課題について教えてください。 

［A自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会において、児童虐待事例への対応が中心となっており、非行、不登校、

ひきこもり等に対しての取組みは特段には行えていない状況にある。ただ、被虐待児童の中には、

非行、不登校等の課題を抱えた子も多く、それらの問題は複合的であり、協議会の取組みも児童虐

待事例を中心としつつも、非行、不登校等の課題を抱える事例も対象としながら、地域の関係機関

連携の強化等を進めていくことが必要と考える。 

［B自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会においては、児童虐待への対応が中心とならざるを得ず、その他、非行、

不登校、ひきこもり等の課題を抱える子どもへの対応は十分に至らないのが現状であるが、児童虐

待の問題と複合している場合もあるため、総合的な視点で見ていく必要がある。 

［C自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどを担当する課や関係機関との連携や協力体制の構築が重要となる。 
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交換、また保護司など司法関係の機関との連携や情報交換が必要となっている。現時点では、広義

の虐待要保護ケースとして扱って行く事で、要保護児童対策地域協議会の中で情報交換できるよう

にし、対応しているケースも多い。 

［ε自治体］ 

  ・個別検討会議の他、実務者ミーティング、個別ケースミーティングを随時開催し、育児不安、ハイ

リスクの事例の検討会も実施している。最も重要と感じていることは、関係機関の情報の共有化と

関係者同士顔がわかる人間関係を作り上げることであり課題であると考える。 

［P自治体］ 

・各機関との連携を取り合い、定期的な訪問や保護者との面談などを役割としているが、実際は手が

足りない状態である。担当者が専門職ではなく、他の事業と兼任であることも解消したい。 

［Q自治体］ 

・福祉担当課としては、非行・不登校・ひきこもりには対応ができていない現状である。 

・不登校、引きこもりについては、学校からの報告のみならず教育支援室への相談等も併せて、臨床

心理士等専門的見地からの指導助言を受けながら粘り強く取り組み、過去10年間で減少傾向にある。 

・必要な取組みと課題は、民生委員・児童委員及び主任児童委員と学校との連携をより実効あるもの

にしていくための連絡体制構築とそれを支える相互の良好な関係づくりについて、これまで以上に

早急にかつ慎重に取り組む必要がある。 

［ζ自治体］ 

・地域においての見守り、情報収集等 

［R自治体］ 

・学校と連携して情報交換や対応の役割分担を行っている。中学生の不登校については、面接等を行

い適応指導教室へつなげるよう支援している。   

・必要な取組みとしては、各学校で対応できるよう小学校にもスクールカウンセラーを配置する。ま

た、子どもが気軽に立ち寄れる無料のフリースペース（居場所）の設置が必要である。 

［S自治体］ 

・情報の共有の主となる関係機関の役割分担をして対応しているが、多くの場合が経済的に苦しい家

庭で、経済状況が変われば好転する可能性が見込まれるケースがあるが、親の能力に問題があるケ

ースが多く思うように進展しない。 

［T自治体］ 

・ネットワークケース会議を開催 

・家庭訪問を実施 

［U自治体］ 

・現在、児童虐待のみ対応、不登校や非行に関しては事例発生時に警察や教育機関、児童相談所と連

携している。しかし非行については、刑法上の問題と児童福祉分野で対応できる問題とが異なるた

め支援者間での連携が取りにくい。 
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［α自治体］ 

・児童虐待へ対応が中心 

［β自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会では、児童虐待への対応に取り組んでおり、小・中学生の不登校、ひき

こもりについては、青少年教育相談センターにて取り組んでいる。 

［K自治体］ 

・青少年相談室…青少年の問題行動に悩む保護者や学校から相談を受け、本人や保護者に対し、専門

相談員による指導助言やカウンセリングを行い、問題解決への援助をしている。また、不登校児童

を対象とした教育支援教室も実施している。 

・学校教育相談員…児童生徒の悩みや不安を気軽に相談できる話し相手や、保護者の相談相手として

各学校に配置している。今後は、青少年相談室、学校相談員、地域や学校等との連携を強化するた

めの仕組みづくりが必要であると考える。 

 ［L自治体］ 

  ・教育相談、青少年相談にて対応、特に非行は、児童相談所へつながる場合が多い。 

 ［M自治体］ 

  ・非行、不登校などの青少年の問題に関して、青少年相談センターが中心となって児童生徒・保護者

に対して心理的なサポート、支援を行っている。学校や外部機関とも連携している。また保護者に

問題がある場合(誤った養育姿勢、精神的な疾患が疑われる)は協働での対応としているが、家庭環

境が影響する子どもの不登校(家族を含めた引きこもり)、非行等に対する支援の有効な手立てがな

い。その他として、外国籍(母語が日本語ではない)児童生徒の編入が増えている中、言語面での支

援が課題となっている。 

 ［γ自治体］ 

  ・教育研究所と連携して対応、地域で一番よく子どもと接する機会の多い学校、保育園、幼稚園など

の機関が虐待についての理解・知識を持ち対応できるよう、これらの職員を対象とした研修等を実

施し、定期的な情報交換等によるネットワークを強化していく。 

 ［N自治体］ 

  ・児童相談所、各学校、子ども担当課、地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員、保健医療福祉

センター、子育て支援センターなどと連携し対応しているが、様々なケースの対応があり難しい。 

［δ自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどについては、青少年担当課を事務局とする青少年指導員や補導員が

地域で活躍している。また、地域の人々の見守りを受けて、小学校施設を利用したふれあいプラザ

事業をすべての小学校で実施している。今後も、こうした事業を推進するとともに、早期発見、早

期解決に向け、地域の住民の協力が必要不可欠である。 

［O自治体］ 

・虐待に限らず、要支援児童の視点で、非行・不登校・引きこもり等の課題を抱えている児童に対す

る検討や連携のしくみが必要である。その点で、地域の中では学校や警察との連携や、定期的情報
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交換、また保護司など司法関係の機関との連携や情報交換が必要となっている。現時点では、広義

の虐待要保護ケースとして扱って行く事で、要保護児童対策地域協議会の中で情報交換できるよう

にし、対応しているケースも多い。 

［ε自治体］ 

  ・個別検討会議の他、実務者ミーティング、個別ケースミーティングを随時開催し、育児不安、ハイ

リスクの事例の検討会も実施している。最も重要と感じていることは、関係機関の情報の共有化と

関係者同士顔がわかる人間関係を作り上げることであり課題であると考える。 

［P自治体］ 

・各機関との連携を取り合い、定期的な訪問や保護者との面談などを役割としているが、実際は手が

足りない状態である。担当者が専門職ではなく、他の事業と兼任であることも解消したい。 

［Q自治体］ 

・福祉担当課としては、非行・不登校・ひきこもりには対応ができていない現状である。 

・不登校、引きこもりについては、学校からの報告のみならず教育支援室への相談等も併せて、臨床

心理士等専門的見地からの指導助言を受けながら粘り強く取り組み、過去10年間で減少傾向にある。 

・必要な取組みと課題は、民生委員・児童委員及び主任児童委員と学校との連携をより実効あるもの

にしていくための連絡体制構築とそれを支える相互の良好な関係づくりについて、これまで以上に

早急にかつ慎重に取り組む必要がある。 

［ζ自治体］ 

・地域においての見守り、情報収集等 

［R自治体］ 

・学校と連携して情報交換や対応の役割分担を行っている。中学生の不登校については、面接等を行

い適応指導教室へつなげるよう支援している。   

・必要な取組みとしては、各学校で対応できるよう小学校にもスクールカウンセラーを配置する。ま

た、子どもが気軽に立ち寄れる無料のフリースペース（居場所）の設置が必要である。 

［S自治体］ 

・情報の共有の主となる関係機関の役割分担をして対応しているが、多くの場合が経済的に苦しい家

庭で、経済状況が変われば好転する可能性が見込まれるケースがあるが、親の能力に問題があるケ

ースが多く思うように進展しない。 

［T自治体］ 

・ネットワークケース会議を開催 

・家庭訪問を実施 

［U自治体］ 

・現在、児童虐待のみ対応、不登校や非行に関しては事例発生時に警察や教育機関、児童相談所と連

携している。しかし非行については、刑法上の問題と児童福祉分野で対応できる問題とが異なるた

め支援者間での連携が取りにくい。 
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［α自治体］ 

・児童虐待へ対応が中心 

［β自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会では、児童虐待への対応に取り組んでおり、小・中学生の不登校、ひき

こもりについては、青少年教育相談センターにて取り組んでいる。 

［K自治体］ 

・青少年相談室…青少年の問題行動に悩む保護者や学校から相談を受け、本人や保護者に対し、専門

相談員による指導助言やカウンセリングを行い、問題解決への援助をしている。また、不登校児童

を対象とした教育支援教室も実施している。 

・学校教育相談員…児童生徒の悩みや不安を気軽に相談できる話し相手や、保護者の相談相手として

各学校に配置している。今後は、青少年相談室、学校相談員、地域や学校等との連携を強化するた

めの仕組みづくりが必要であると考える。 

 ［L自治体］ 

  ・教育相談、青少年相談にて対応、特に非行は、児童相談所へつながる場合が多い。 

 ［M自治体］ 

  ・非行、不登校などの青少年の問題に関して、青少年相談センターが中心となって児童生徒・保護者

に対して心理的なサポート、支援を行っている。学校や外部機関とも連携している。また保護者に

問題がある場合(誤った養育姿勢、精神的な疾患が疑われる)は協働での対応としているが、家庭環

境が影響する子どもの不登校(家族を含めた引きこもり)、非行等に対する支援の有効な手立てがな

い。その他として、外国籍(母語が日本語ではない)児童生徒の編入が増えている中、言語面での支

援が課題となっている。 

 ［γ自治体］ 

  ・教育研究所と連携して対応、地域で一番よく子どもと接する機会の多い学校、保育園、幼稚園など

の機関が虐待についての理解・知識を持ち対応できるよう、これらの職員を対象とした研修等を実

施し、定期的な情報交換等によるネットワークを強化していく。 

 ［N自治体］ 

  ・児童相談所、各学校、子ども担当課、地域の民生委員・児童委員及び主任児童委員、保健医療福祉

センター、子育て支援センターなどと連携し対応しているが、様々なケースの対応があり難しい。 

［δ自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどについては、青少年担当課を事務局とする青少年指導員や補導員が

地域で活躍している。また、地域の人々の見守りを受けて、小学校施設を利用したふれあいプラザ

事業をすべての小学校で実施している。今後も、こうした事業を推進するとともに、早期発見、早

期解決に向け、地域の住民の協力が必要不可欠である。 

［O自治体］ 

・虐待に限らず、要支援児童の視点で、非行・不登校・引きこもり等の課題を抱えている児童に対す

る検討や連携のしくみが必要である。その点で、地域の中では学校や警察との連携や、定期的情報
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［F自治体］ 

・要保護児童として複数の機関による連携した支援が必要なケースにもかかわらず、状況を把握した

機関で解決しようとして、要保護児童対策地域協議会の調整機関である担当課に情報が届かない場

合がある。 

［Z自治体］ 

・協議会を利用した地域での見守り体制について 

［H自治体］ 

・代表者会議を年二回実施しているが、行政からの情報提供が中心になっており、代表者会議の本来

の目的が達成されていない。 

［I自治体］ 

・相談実務会議を開催する際に、どこまで関係機関を集めればよいのか。また、これに伴う個人情報

のコントロールをいかにするのか。 

 ［β自治体］ 

・児童虐待相談とDV相談を職員１名と非常勤特別職３名で行っており、実務者会議については年二～

三回程度しか開催ができないこと 

 ［K自治体］ 

  ・検討する案件により、対象者年齢や家庭環境等が様々である為、その話題に関わりが少ない参加者

のモチベーション維持など協議会の運営方法について検討が必要である。 

 ［L自治体］ 

  ・代表者会議、実務者会議について、構成メンバーの意識に差異があるので内容に苦慮している。 

［M自治体］ 

  ・関係機関が多岐にわたるため、開催することが負担である。 

 ［γ自治体］ 

  ・日程調整が困難 

 ［δ自治体］ 

  ・三層構造の組織の中で、実務者会議及び個別ケース検討会議は、機能しているが、代表者会議は、

所掌事項に具体性がないためか、活動が消極的である。 

 ［O自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会のメンバーの中で、公的機関以外の機関の情報の管理が課題である。 

・協議会の中で公的機関以外がケースにアプローチする時の方法にも課題があり、どの機関にどの程

度まで支援を依頼できるかが課題になっている。（公的機関以外には、支援のための方法やアプロ

ーチの方法を学ぶ場や機会が少ないが、協議会できめ細やかな指導や研修の開催はできないため） 

・協議会のメンバーの中で関係各機関の役割分担の認識不足がある（話し合うことや情報共有する           

のみでなく、機関の役割として「支援に動く」ことの部分に認識の不足がある）。 

［ε自治体］ 

・個別検討会議の他、実務者ミーティング、個別ケースミーティングを随時開催し、育児不安、ハイ
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［η自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応について学校・教育委員会などの関係

機関、民生委員・児童委員及び主任児童委員との連携を密にし、情報を共有している。 

・課題については関係機関同士の認識の差 

［V自治体］ 

・地域全体で見守ることができる環境づくりが必要だが、家庭に介入することが難しい。 

［W自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどの問題については、教育委員会部局で所管している青少年相談室が

対応しており、相談、家庭訪問などをしているが、非常勤の職員のため民生委員・児童委員及び主

任児童委員など地域における見守りも必要と考えられる。 

［X自治体］ 

・虐待に限らず、関係機関での見守り・支援が必要なケースについては、その都度実務担当者会議等

で検討し、要保護のケースとして取り上げている。 

・地域においては、地域に密着している民生委員・児童委員及び主任児童委員と連携を図り、情報の

共有に努めている。 

 ［Y自治体］ 

  ・保健関係、福祉関係、教育関係など関係機関の連携と情報の共有化 

・地域で支え合える関係づくり 

 

【設問１１】【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会

（子どもを守る地域ネットワーク）の運営上の課題等があれば、具体的に教えてくださ

い。 

［A自治体］ 

・代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の各会議間の連携強化 

・より地域に根ざした、機関連携ネットワークの構築 

・個別ケース検討会議実施にあたっての専門性の向上 

［B自治体］ 

・児童相談所と役所組織との関係・役割分担が明確にできない面がある。（国が示している県と市町

村の関係のようにはいかない） 

［D自治体］ 

・多くの機関が関わるため、会議の日程調整に時間を要する。 

・出席者の役職と会議内容のレベルに差が生じることもあり、テーマの設定が難しい。 

［E自治体］ 

・メンバーが多いので、ケースの進行管理をする場合に関係ない機関が出てくる（たとえば、未就学

児の事案では、学校関係者が直接関係なくなってしまう）。事務局からの報告中心になりやすく、

議論になりにくい。 
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［F自治体］ 

・要保護児童として複数の機関による連携した支援が必要なケースにもかかわらず、状況を把握した

機関で解決しようとして、要保護児童対策地域協議会の調整機関である担当課に情報が届かない場

合がある。 

［Z自治体］ 

・協議会を利用した地域での見守り体制について 

［H自治体］ 

・代表者会議を年二回実施しているが、行政からの情報提供が中心になっており、代表者会議の本来

の目的が達成されていない。 

［I自治体］ 

・相談実務会議を開催する際に、どこまで関係機関を集めればよいのか。また、これに伴う個人情報

のコントロールをいかにするのか。 

 ［β自治体］ 

・児童虐待相談とDV相談を職員１名と非常勤特別職３名で行っており、実務者会議については年二～

三回程度しか開催ができないこと 

 ［K自治体］ 

  ・検討する案件により、対象者年齢や家庭環境等が様々である為、その話題に関わりが少ない参加者

のモチベーション維持など協議会の運営方法について検討が必要である。 

 ［L自治体］ 

  ・代表者会議、実務者会議について、構成メンバーの意識に差異があるので内容に苦慮している。 

［M自治体］ 

  ・関係機関が多岐にわたるため、開催することが負担である。 

 ［γ自治体］ 

  ・日程調整が困難 

 ［δ自治体］ 

  ・三層構造の組織の中で、実務者会議及び個別ケース検討会議は、機能しているが、代表者会議は、

所掌事項に具体性がないためか、活動が消極的である。 

 ［O自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会のメンバーの中で、公的機関以外の機関の情報の管理が課題である。 

・協議会の中で公的機関以外がケースにアプローチする時の方法にも課題があり、どの機関にどの程

度まで支援を依頼できるかが課題になっている。（公的機関以外には、支援のための方法やアプロ

ーチの方法を学ぶ場や機会が少ないが、協議会できめ細やかな指導や研修の開催はできないため） 

・協議会のメンバーの中で関係各機関の役割分担の認識不足がある（話し合うことや情報共有する           

のみでなく、機関の役割として「支援に動く」ことの部分に認識の不足がある）。 

［ε自治体］ 

・個別検討会議の他、実務者ミーティング、個別ケースミーティングを随時開催し、育児不安、ハイ
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［η自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなど課題を抱える子どもへの対応について学校・教育委員会などの関係

機関、民生委員・児童委員及び主任児童委員との連携を密にし、情報を共有している。 

・課題については関係機関同士の認識の差 

［V自治体］ 

・地域全体で見守ることができる環境づくりが必要だが、家庭に介入することが難しい。 

［W自治体］ 

・非行、不登校、ひきこもりなどの問題については、教育委員会部局で所管している青少年相談室が

対応しており、相談、家庭訪問などをしているが、非常勤の職員のため民生委員・児童委員及び主

任児童委員など地域における見守りも必要と考えられる。 

［X自治体］ 

・虐待に限らず、関係機関での見守り・支援が必要なケースについては、その都度実務担当者会議等

で検討し、要保護のケースとして取り上げている。 

・地域においては、地域に密着している民生委員・児童委員及び主任児童委員と連携を図り、情報の

共有に努めている。 

 ［Y自治体］ 

  ・保健関係、福祉関係、教育関係など関係機関の連携と情報の共有化 

・地域で支え合える関係づくり 

 

【設問１１】【６で「はい」と回答いただいた場合のみ回答】要保護児童対策地域協議会

（子どもを守る地域ネットワーク）の運営上の課題等があれば、具体的に教えてくださ

い。 

［A自治体］ 

・代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の各会議間の連携強化 

・より地域に根ざした、機関連携ネットワークの構築 

・個別ケース検討会議実施にあたっての専門性の向上 

［B自治体］ 

・児童相談所と役所組織との関係・役割分担が明確にできない面がある。（国が示している県と市町

村の関係のようにはいかない） 

［D自治体］ 

・多くの機関が関わるため、会議の日程調整に時間を要する。 

・出席者の役職と会議内容のレベルに差が生じることもあり、テーマの設定が難しい。 

［E自治体］ 

・メンバーが多いので、ケースの進行管理をする場合に関係ない機関が出てくる（たとえば、未就学

児の事案では、学校関係者が直接関係なくなってしまう）。事務局からの報告中心になりやすく、

議論になりにくい。 
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う視点で研究を進めていますが、この視点から、県を介さず国の補助等（国が提示した

モデル事業等）で実施している取り組みがあれば教えてください。１２と同様の視点か

ら、貴市町村で独自に行っている取り組みがあれば教えてください。 

＜気づき＞ 

［A自治体］ 

・子ども虐待ホットライン、24時間365日対応の児童虐待通報受付電話 

［D自治体］ 

・ふれあい相談員配置事業…小学校に週二日程度相談員を配置し、児童とのふれあいを通して子ども   

たちの情緒の安定を図るとともに、いじめ等の問題行動を早期発見し、早期対応できるようにする。 

［E自治体］ 

・福祉総合相談窓口が設置されており、支援を必要とする子ども（世帯）への総合調整を行っている。

社会福祉協議会の単独事業としては、年末や就学時の慰問金給付制度があり、対象者の選定は地区

の民生委員・児童委員及び主任児童委員が担っていることから、「気づき」の一環となっている。 

  ・母子相談室や家庭児童相談室が設置されており、支援を要する子ども（世帯）の把握に努めている。 

 ［β自治体］ 

  ・学校計画訪問…教育経験のある学校教育指導員が小中学校へ毎月計画的に訪問し、休みがちな児

童・生徒や不登校になっている児童・生徒の状況を早期に把握し、相談センターと学校が連携して

対応していく。 

 ［K自治体］ 

  ・児童虐待予防教室を実施し、児童虐待につながるリスクのある保護者に対して、グループ形式にて、

自己変容をめざす事業を月に二回開催。母子分離して行う形式と母子合同にて参加してもらう形式

で実施している。  

 ［L自治体］ 

  ・児童虐待防止に関する研修について、児童に関わる機関の職員に対し、虐待を疑ったときの初期対

応の重要性をテーマに、直接施設に出向いての「出前講座」を実施している。 

 ［M自治体］ 

  ・児童虐待・不登校いじめなどの問題は、「本人の発達面での課題」が背景にあること多く子どもの

発達の特徴を早期に把握・理解し、適切な支援・対応を行うことがこれらの問題の未然防止に寄与

すると考えている。青少年相談センターでは支援教育スーパーバイザーを配置し、発達に関するア

セスメントを実施し、保護者・学校が適切な理解を深めるための取組みを行っている。また、自治

体内全小学校に「学校訪問相談員」(臨床心理士)を配置し、教職員とともに支援が必要な児童の

「気づき」と、支援の方向性について取り組んでいる。  

 ［δ自治体］ 

  ・青少年相談員(臨床心理士、心理発達検査業務経験者)を高校、保育園・幼稚園・学童保育クラブ等

に派遣して、学童期前後の年齢層に対する心理・発達に関する保護者・関係者の相談、育成支援の

コンサルティング等 
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リスクの事例の検討会も実施している。最も重要と感じていることは、関係機関の情報の共有化と

関係者同士顔がわかる人間関係を作り上げることであり、課題であると考える。 

［P自治体］ 

・各機関との連絡調整をとるのが難しく、それぞれの考え方の相違を会議の中でまとめあげていくこ

とは長期の時間を必要とする。ケースが増加する現在の状況の中では全体把握と見守りが不十分で

はないかと思う。 

［R自治体］ 

・各構成機関の担当者が変更になった時の意識、知識の温度差がある。対象となる子どもが増えた場

合の進行管理に費やす時間の一人当たりの配分が少なくなる。 

［S自治体］ 

・出席者の日程調整が困難 

 ［T自治体］ 

・要保護児童に対する情報は、各部局へ連絡する。内容によっては個別検討会を開催するか協議して

いる。 

 ［U自治体］ 

・実務者会議において、全ケースの進行管理をしているが、ケースに関係しない機関が会議そのもの

の意義を見出せない。研修等も行うが所属機関への伝達が行われていない。また異動によりその都

度、虐待に関する知識や通告等について最初から説明する状態 

［η自治体］ 

・代表者会議、実務者会議となると関係機関や関係団体、児童福祉施設の日程調整が難しい。また、

個別ケースは連携し行っているが、児童福祉関係の支援の基礎が現在の生命線であるのに対し、学

校は子どもの将来のことを踏まえての支援となるため、溝ができることがあり妥協点が難しい。 

［V自治体］ 

・関係各位の日程調整、また異動があると担当が変わるため内容がわからない状況で会議を進行させ

ねばならない。 

 ［W自治体］ 

・代表者会議の構成員は各団体の長であるが、ネットワークを十分機能させるには、同じ土俵の上で

参加者すべて平等の関係で協議し、かかわりの薄い分野においてもその役割を担う事が必要である。 

 ［Y自治体］ 

・個人情報に関わる問題を取り扱う場合の方法について、小規模行政では名前等を明らかにしなくて

も限定されやすい。 

・地域の課題として話し合う上での運営の仕方 

 

【設問１２、１３】この研究では、子ども本人の能力や努力では解決することができない

貧困や格差の連鎖のほか、児童虐待、不登校・いじめ、ひきこもり等、支援が必要な子

どもの気づき、支援が必要な子どものための支援制度、支援制度間のネットワークとい
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う視点で研究を進めていますが、この視点から、県を介さず国の補助等（国が提示した

モデル事業等）で実施している取り組みがあれば教えてください。１２と同様の視点か

ら、貴市町村で独自に行っている取り組みがあれば教えてください。 

＜気づき＞ 

［A自治体］ 

・子ども虐待ホットライン、24時間365日対応の児童虐待通報受付電話 

［D自治体］ 

・ふれあい相談員配置事業…小学校に週二日程度相談員を配置し、児童とのふれあいを通して子ども   

たちの情緒の安定を図るとともに、いじめ等の問題行動を早期発見し、早期対応できるようにする。 

［E自治体］ 

・福祉総合相談窓口が設置されており、支援を必要とする子ども（世帯）への総合調整を行っている。

社会福祉協議会の単独事業としては、年末や就学時の慰問金給付制度があり、対象者の選定は地区

の民生委員・児童委員及び主任児童委員が担っていることから、「気づき」の一環となっている。 

  ・母子相談室や家庭児童相談室が設置されており、支援を要する子ども（世帯）の把握に努めている。 

 ［β自治体］ 

  ・学校計画訪問…教育経験のある学校教育指導員が小中学校へ毎月計画的に訪問し、休みがちな児

童・生徒や不登校になっている児童・生徒の状況を早期に把握し、相談センターと学校が連携して

対応していく。 

 ［K自治体］ 

  ・児童虐待予防教室を実施し、児童虐待につながるリスクのある保護者に対して、グループ形式にて、

自己変容をめざす事業を月に二回開催。母子分離して行う形式と母子合同にて参加してもらう形式

で実施している。  

 ［L自治体］ 

  ・児童虐待防止に関する研修について、児童に関わる機関の職員に対し、虐待を疑ったときの初期対

応の重要性をテーマに、直接施設に出向いての「出前講座」を実施している。 

 ［M自治体］ 

  ・児童虐待・不登校いじめなどの問題は、「本人の発達面での課題」が背景にあること多く子どもの

発達の特徴を早期に把握・理解し、適切な支援・対応を行うことがこれらの問題の未然防止に寄与

すると考えている。青少年相談センターでは支援教育スーパーバイザーを配置し、発達に関するア

セスメントを実施し、保護者・学校が適切な理解を深めるための取組みを行っている。また、自治

体内全小学校に「学校訪問相談員」(臨床心理士)を配置し、教職員とともに支援が必要な児童の

「気づき」と、支援の方向性について取り組んでいる。  

 ［δ自治体］ 

  ・青少年相談員(臨床心理士、心理発達検査業務経験者)を高校、保育園・幼稚園・学童保育クラブ等

に派遣して、学童期前後の年齢層に対する心理・発達に関する保護者・関係者の相談、育成支援の

コンサルティング等 
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リスクの事例の検討会も実施している。最も重要と感じていることは、関係機関の情報の共有化と

関係者同士顔がわかる人間関係を作り上げることであり、課題であると考える。 

［P自治体］ 

・各機関との連絡調整をとるのが難しく、それぞれの考え方の相違を会議の中でまとめあげていくこ

とは長期の時間を必要とする。ケースが増加する現在の状況の中では全体把握と見守りが不十分で

はないかと思う。 

［R自治体］ 

・各構成機関の担当者が変更になった時の意識、知識の温度差がある。対象となる子どもが増えた場

合の進行管理に費やす時間の一人当たりの配分が少なくなる。 

［S自治体］ 

・出席者の日程調整が困難 

 ［T自治体］ 

・要保護児童に対する情報は、各部局へ連絡する。内容によっては個別検討会を開催するか協議して

いる。 

 ［U自治体］ 

・実務者会議において、全ケースの進行管理をしているが、ケースに関係しない機関が会議そのもの

の意義を見出せない。研修等も行うが所属機関への伝達が行われていない。また異動によりその都

度、虐待に関する知識や通告等について最初から説明する状態 

［η自治体］ 

・代表者会議、実務者会議となると関係機関や関係団体、児童福祉施設の日程調整が難しい。また、

個別ケースは連携し行っているが、児童福祉関係の支援の基礎が現在の生命線であるのに対し、学

校は子どもの将来のことを踏まえての支援となるため、溝ができることがあり妥協点が難しい。 

［V自治体］ 

・関係各位の日程調整、また異動があると担当が変わるため内容がわからない状況で会議を進行させ

ねばならない。 

 ［W自治体］ 

・代表者会議の構成員は各団体の長であるが、ネットワークを十分機能させるには、同じ土俵の上で

参加者すべて平等の関係で協議し、かかわりの薄い分野においてもその役割を担う事が必要である。 

 ［Y自治体］ 

・個人情報に関わる問題を取り扱う場合の方法について、小規模行政では名前等を明らかにしなくて

も限定されやすい。 

・地域の課題として話し合う上での運営の仕方 

 

【設問１２、１３】この研究では、子ども本人の能力や努力では解決することができない

貧困や格差の連鎖のほか、児童虐待、不登校・いじめ、ひきこもり等、支援が必要な子

どもの気づき、支援が必要な子どものための支援制度、支援制度間のネットワークとい
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・訪問相談員配置事業 中学校に週四日相談員を配置し、不登校・引きこもりや別室登校の状態の生

徒に対して、家庭訪問支援や学習支援等を行う。 

・交通事故により一家の生計中心者を亡くした小・中・高校生を養護するため、その保護者に奨学金

を支給する。 

・経済的な理由により就学困難な高校生に奨学金を支給する。 

［E自治体］ 

・高校就学のための奨学金制度がある。また、特別支援教育の対象として、障がいはないが家庭環境

に課題を抱える子ども加えている。社会福祉協議会の単独事業として、年末や就学時の慰問金給付

制度がある。 

［F自治体］ 

・ひとり親家庭等家賃助成事業 

・母子寡婦及び父子福祉資金貸付事業 

・母子自立支援員による相談事業 

・ひとり親家庭等児童の大学進学支度金 

・遺児卒業祝金贈呈事業 

・公営住宅入居抽選における母子・父子世帯優遇措置 

・母子寡婦福祉会に対する援助 

［G自治体］ 

・ひとり親家庭日常生活支援事業…一時的な家事・育児支援が必要な場合に支援員を派遣する 

［J自治体］ 

・就学支援制度 

［β自治体］ 

・登校支援相談員制度…不登校児童・生徒について、相談員が家庭を訪問し相談活動を行う。また、

集団行動への不適応などから別室登校している児童・生徒に対して、相談及び支援を行い、教室復

帰の手助けをする。 

・心の教室相談員制度…各小・中学校に心の教室相談員を配置し、児童、生徒の悩みの相談への対応

及び話し相手、保護者からの相談への対応、その他学校の教育活動の支援などを行う。 

・適応指導教室運営事業…小集団による適応指導により自立支援や人間関係改善を目指す「適応指導

ルーム」と個別活動や集団活動による集団適応や人間関係の改善を目指すとともに充実感を持って

学習できるような環境の「相談指導教室」を設置、運営している。 

・教育相談…臨床心理士等による面接相談等を行い、子どもやその保護者への支援を行っている。 

［K自治体］ 

・ひとり親家庭等家賃助成…20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭等で、貸家などを借り本

自治体に１年以上住んでいる人を対象に、月額１万円を限度として支給、ただし、生活保護を受け

ている世帯や家賃が月額24,000円以下の場合は対象とならない。 
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 ［O自治体］ 

  ・自治体内の児童館や子育て支援センターと定期的な情報交換や情報共有をすることで、子どもの見

守りを行っている。 

・各学校と児童館指導員、民生委員・児童委員及び主任児童委員と自治体との定期的な情報共有を行

ない、相談支援活動につなげている。 

［ε自治体］ 

・訪問相談指導員による家庭訪問など 

［Q自治体］ 

・教育委員会指導主事等が行っている就学相談 

・教育支援室訪問相談員等が行っている教育相談、訪問指導等 

・学校訪問相談 

［R自治体］ 

・自治体内の保育園、幼稚園へ定期的に巡回訪問 

［S自治体］ 

・児童虐待（相談）専用電話を設置し、夜間、休日は職員の携帯電話に転送される。 

［U自治体］ 

・児童扶養手当や保育園入所の申請手続き時に児童虐待や養育環境について窓口で留意している。心

配な家庭がある場合には、担当者より児童相談担当に連絡をする。 

［η自治体］ 

・乳児健診を未受診の家庭を訪問している。また、児童扶養手当担当や生活保護のケースワーカー等

と連携を取り、早期発見に努めている。乳幼児健診未受診や母子保健事業で要フォローと思われる

家庭を訪問し、養育環境等を把握するよう努めている。 

［X自治体］ 

・要保護相談員による相談、要保護宅へのケース訪問等 

・学校教育相談員が各小中学校を定期訪問し、学校から虐待・不登校・いじめ等の支援を要する児童

生徒の情報収集に努め、関連機関と連携して対応 

・家庭訪問相談員が、支援を要する児童や家庭を訪問するとともに、関連機関と連携して対応 

・相談専用電話(児童相談電話等)による相談の他、来所相談や出張相談等、相談者のニーズに応じた

形態で相談に対応 

［Y自治体］ 

・母子健康手帳交付からマタニティ教室、新生児訪問、乳幼児集団健康診査、育児教室と一連の流れ

の中で、子どもの成長について母子管理票を用いチェックしている。 

 

＜支援制度＞ 

［D自治体］ 

・児童扶養手当を受給している母子・父子世帯に対し上下水道基本料金の減免を行う。 
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・訪問相談員配置事業 中学校に週四日相談員を配置し、不登校・引きこもりや別室登校の状態の生

徒に対して、家庭訪問支援や学習支援等を行う。 

・交通事故により一家の生計中心者を亡くした小・中・高校生を養護するため、その保護者に奨学金

を支給する。 

・経済的な理由により就学困難な高校生に奨学金を支給する。 

［E自治体］ 

・高校就学のための奨学金制度がある。また、特別支援教育の対象として、障がいはないが家庭環境

に課題を抱える子ども加えている。社会福祉協議会の単独事業として、年末や就学時の慰問金給付

制度がある。 

［F自治体］ 

・ひとり親家庭等家賃助成事業 

・母子寡婦及び父子福祉資金貸付事業 

・母子自立支援員による相談事業 

・ひとり親家庭等児童の大学進学支度金 

・遺児卒業祝金贈呈事業 

・公営住宅入居抽選における母子・父子世帯優遇措置 

・母子寡婦福祉会に対する援助 

［G自治体］ 

・ひとり親家庭日常生活支援事業…一時的な家事・育児支援が必要な場合に支援員を派遣する 

［J自治体］ 

・就学支援制度 

［β自治体］ 

・登校支援相談員制度…不登校児童・生徒について、相談員が家庭を訪問し相談活動を行う。また、

集団行動への不適応などから別室登校している児童・生徒に対して、相談及び支援を行い、教室復

帰の手助けをする。 

・心の教室相談員制度…各小・中学校に心の教室相談員を配置し、児童、生徒の悩みの相談への対応

及び話し相手、保護者からの相談への対応、その他学校の教育活動の支援などを行う。 

・適応指導教室運営事業…小集団による適応指導により自立支援や人間関係改善を目指す「適応指導

ルーム」と個別活動や集団活動による集団適応や人間関係の改善を目指すとともに充実感を持って

学習できるような環境の「相談指導教室」を設置、運営している。 

・教育相談…臨床心理士等による面接相談等を行い、子どもやその保護者への支援を行っている。 

［K自治体］ 

・ひとり親家庭等家賃助成…20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭等で、貸家などを借り本

自治体に１年以上住んでいる人を対象に、月額１万円を限度として支給、ただし、生活保護を受け

ている世帯や家賃が月額24,000円以下の場合は対象とならない。 
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 ［O自治体］ 

  ・自治体内の児童館や子育て支援センターと定期的な情報交換や情報共有をすることで、子どもの見

守りを行っている。 

・各学校と児童館指導員、民生委員・児童委員及び主任児童委員と自治体との定期的な情報共有を行

ない、相談支援活動につなげている。 

［ε自治体］ 

・訪問相談指導員による家庭訪問など 

［Q自治体］ 

・教育委員会指導主事等が行っている就学相談 

・教育支援室訪問相談員等が行っている教育相談、訪問指導等 

・学校訪問相談 

［R自治体］ 

・自治体内の保育園、幼稚園へ定期的に巡回訪問 

［S自治体］ 

・児童虐待（相談）専用電話を設置し、夜間、休日は職員の携帯電話に転送される。 

［U自治体］ 

・児童扶養手当や保育園入所の申請手続き時に児童虐待や養育環境について窓口で留意している。心

配な家庭がある場合には、担当者より児童相談担当に連絡をする。 

［η自治体］ 

・乳児健診を未受診の家庭を訪問している。また、児童扶養手当担当や生活保護のケースワーカー等

と連携を取り、早期発見に努めている。乳幼児健診未受診や母子保健事業で要フォローと思われる

家庭を訪問し、養育環境等を把握するよう努めている。 

［X自治体］ 

・要保護相談員による相談、要保護宅へのケース訪問等 

・学校教育相談員が各小中学校を定期訪問し、学校から虐待・不登校・いじめ等の支援を要する児童

生徒の情報収集に努め、関連機関と連携して対応 

・家庭訪問相談員が、支援を要する児童や家庭を訪問するとともに、関連機関と連携して対応 

・相談専用電話(児童相談電話等)による相談の他、来所相談や出張相談等、相談者のニーズに応じた

形態で相談に対応 

［Y自治体］ 

・母子健康手帳交付からマタニティ教室、新生児訪問、乳幼児集団健康診査、育児教室と一連の流れ

の中で、子どもの成長について母子管理票を用いチェックしている。 

 

＜支援制度＞ 

［D自治体］ 

・児童扶養手当を受給している母子・父子世帯に対し上下水道基本料金の減免を行う。 
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120万円）を支給することにより少子化対策及び、家庭への経済的支援を実施している。 

［X自治体］ 

・私立幼稚園就園奨励費補助金 

・就学援助 

・高等学校等通学助成金制度 

・ファミリーサポートセンター事業 

・母子福祉手当 

・生活保護世帯等水道料金助成 

［Y自治体］ 

・乳幼児健診の定期外健診の実施により、母親が不安な時にいつでも受診できる。 

 

＜ネットワーク＞ 

［D自治体］ 

・周産期保健看護連絡会…母子保健主管課と自治体内、近隣市外の産科師長、入院施設のある小児科

師長との連絡会を年一回実施 

・NPO・フリースクール等との連携…不登校・引きこもりの子どもたちが通室するNPOやフリースクー

ル等との連携協議会を年三回開催し、情報交換をしたり、支援のあり方について意見交換する場を

設けている。また、不登校相談会の中で協働している。 

・登校支援アドバイザー派遣事業…小・中学校の要請に応じてアドバイザーを派遣し、不登校や虐待

等の問題に対応する。家庭と関われる状況を作ったり、関係諸機関とのネットワークを構築したり

することで、児童生徒の置かれている環境を調整し、問題解決に向けての動きを作る。 

［E自治体］ 

・職員がこんにちは赤ちゃん事業を担っているため、支援が必要と考えられる世帯、あるいは訪問し

ても会うことができなかった世帯については、民生委員・児童委員及び主任児童委員や児童虐待担

当部署と連携して再訪問や、要保護児童対策地域協議会へのエントリーなどを行っている。 

［F自治体］ 

・生徒指導担任会への出席 

・主任児童委員連絡会への出席 

［G自治体］ 

・地区民生委員児童委員協議会で、子育て広場（子育てサロン）を実施している地区があり、新しく

引っ越してきた親子同士が知り合えるきっかけの場や、母子の居場所づくり、ママ友達を増やすこ

との手伝いに役立っている。 

［I自治体］ 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員と相談員との連絡会…要保護児童の動向を把握するために、

地域で活躍されている主任児童委員からの声をケース処遇に反映することができる。 
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［L自治体］ 

・ひとり親家庭等入学仕度金…小学校及び中学校に入学する児童がいるひとり親家庭等に対し入学仕

度金を支給する。小学校入学10,000円、中学校入学12,000円  

・不登校訪問教育相談 

［M自治体］ 

・奨学金条例に基づく奨学金の給付    

［δ自治体］ 

・ひとり親家庭等児童就学援助金制度…４月１日現在で一年以上在住し小学校・中学校の入学・高等

学校等の入学及び在学の子どもを監護している母子・父子家庭及び養育者（父又は母が重度障害の

方も含む）で、所得が一定額未満の世帯、給付額は小学校入学時20,000円、中学校入学時15,000円、

高等学校等入学時50,000円、高等学校等在学中20,000円（二・三年生） 

・奨学金…経済的理由で高等学校等での修学が困難な者に対して、奨学金を給付し修学を奨励する 

［O自治体］ 

・経済的な理由により就学（小・中学校）が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品や給食費な

どの必要な費用の一部を援助する。 

［ε自治体］ 

・低出生体重児以外の全新生児・乳児を対象に訪問指導を行っている。第五子、第六子にも訪問を行

っている。 

・出生後の保健事業やサービスの紹介を訪問時に実施するとともに、訪問希望のない家庭や、低出生

体重児の家庭にも事業等の紹介を郵送し、必要な情報を全家庭へ知らせるようにしている。 

・奨学金制度 

・臨床心理士による教育相談、指導主事による相談全般などを行っている。 

［Q自治体］ 

・育英会助成事業 

・要保護及び準要保護児童生徒就学援助 

・支援教育補助員の学校への派遣 

・教育相談員・訪問相談員・教育指導員の配置による、教育支援室の教育相談・支援機能充実 

［R自治体］ 

・要保護（要支援）児童の対応を行っている。保育園や幼稚園を巡回し対応している。保育士や教諭

への対応方法支援 

［U自治体］ 

・母子家庭援助費（一人につき年12,000円 子ども1人増えることに3,000円増額） 

・母子家庭ヘルパー事業（実施機関 社会福祉協議会） 

・児童相談による訪問事業 

［W自治体］ 

・子育て支援給付事業で、第三子以降の子どもが産まれた家庭に対して総額100万円（第四子以降は

− 160 −



 - 161 -

120万円）を支給することにより少子化対策及び、家庭への経済的支援を実施している。 

［X自治体］ 

・私立幼稚園就園奨励費補助金 

・就学援助 

・高等学校等通学助成金制度 

・ファミリーサポートセンター事業 

・母子福祉手当 

・生活保護世帯等水道料金助成 

［Y自治体］ 

・乳幼児健診の定期外健診の実施により、母親が不安な時にいつでも受診できる。 

 

＜ネットワーク＞ 

［D自治体］ 

・周産期保健看護連絡会…母子保健主管課と自治体内、近隣市外の産科師長、入院施設のある小児科

師長との連絡会を年一回実施 

・NPO・フリースクール等との連携…不登校・引きこもりの子どもたちが通室するNPOやフリースクー

ル等との連携協議会を年三回開催し、情報交換をしたり、支援のあり方について意見交換する場を

設けている。また、不登校相談会の中で協働している。 

・登校支援アドバイザー派遣事業…小・中学校の要請に応じてアドバイザーを派遣し、不登校や虐待

等の問題に対応する。家庭と関われる状況を作ったり、関係諸機関とのネットワークを構築したり

することで、児童生徒の置かれている環境を調整し、問題解決に向けての動きを作る。 

［E自治体］ 

・職員がこんにちは赤ちゃん事業を担っているため、支援が必要と考えられる世帯、あるいは訪問し

ても会うことができなかった世帯については、民生委員・児童委員及び主任児童委員や児童虐待担

当部署と連携して再訪問や、要保護児童対策地域協議会へのエントリーなどを行っている。 

［F自治体］ 

・生徒指導担任会への出席 

・主任児童委員連絡会への出席 

［G自治体］ 

・地区民生委員児童委員協議会で、子育て広場（子育てサロン）を実施している地区があり、新しく

引っ越してきた親子同士が知り合えるきっかけの場や、母子の居場所づくり、ママ友達を増やすこ

との手伝いに役立っている。 

［I自治体］ 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員と相談員との連絡会…要保護児童の動向を把握するために、

地域で活躍されている主任児童委員からの声をケース処遇に反映することができる。 
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［L自治体］ 

・ひとり親家庭等入学仕度金…小学校及び中学校に入学する児童がいるひとり親家庭等に対し入学仕

度金を支給する。小学校入学10,000円、中学校入学12,000円  

・不登校訪問教育相談 

［M自治体］ 

・奨学金条例に基づく奨学金の給付    

［δ自治体］ 

・ひとり親家庭等児童就学援助金制度…４月１日現在で一年以上在住し小学校・中学校の入学・高等

学校等の入学及び在学の子どもを監護している母子・父子家庭及び養育者（父又は母が重度障害の

方も含む）で、所得が一定額未満の世帯、給付額は小学校入学時20,000円、中学校入学時15,000円、

高等学校等入学時50,000円、高等学校等在学中20,000円（二・三年生） 

・奨学金…経済的理由で高等学校等での修学が困難な者に対して、奨学金を給付し修学を奨励する 

［O自治体］ 

・経済的な理由により就学（小・中学校）が困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品や給食費な

どの必要な費用の一部を援助する。 

［ε自治体］ 

・低出生体重児以外の全新生児・乳児を対象に訪問指導を行っている。第五子、第六子にも訪問を行

っている。 

・出生後の保健事業やサービスの紹介を訪問時に実施するとともに、訪問希望のない家庭や、低出生

体重児の家庭にも事業等の紹介を郵送し、必要な情報を全家庭へ知らせるようにしている。 

・奨学金制度 

・臨床心理士による教育相談、指導主事による相談全般などを行っている。 

［Q自治体］ 

・育英会助成事業 

・要保護及び準要保護児童生徒就学援助 

・支援教育補助員の学校への派遣 

・教育相談員・訪問相談員・教育指導員の配置による、教育支援室の教育相談・支援機能充実 

［R自治体］ 

・要保護（要支援）児童の対応を行っている。保育園や幼稚園を巡回し対応している。保育士や教諭

への対応方法支援 

［U自治体］ 

・母子家庭援助費（一人につき年12,000円 子ども1人増えることに3,000円増額） 

・母子家庭ヘルパー事業（実施機関 社会福祉協議会） 

・児童相談による訪問事業 

［W自治体］ 

・子育て支援給付事業で、第三子以降の子どもが産まれた家庭に対して総額100万円（第四子以降は
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関との連携を図りながら課題解決に取り組んでいる。 

・児童相談所との連絡・連携、ケース会議への参加を行っている。 

［Q自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会を通じてネットワークを組んでいる。 

［R自治体］ 

・子どもの健康づくりネットワーク推進協議会の設置（幼稚園、小学校、中学校、高校、教育委員会、

医師、食生活改善推進団体、母子保健推進委員、社会福祉協議会、県、児童相談所等） 

・思春期部会の設置（小学校・中学校・高校の養護教諭、母子保健推進員、県、児童相談所等） 

［X自治体］ 

・要保護児童対策研修会を実施 

・相談指導教室（教育支援センター）を設置、不登校児童・生徒の学習及び自立に向けた支援に取り

組む。また近隣市町村の教育支援センターと合同の行事や研修会を実施 

・相談関連事業連絡協議会を開催（学校関係者、児童相談所、民生委員・児童委員及び主任児童委員、

少年相談員、少年協助員、保護司、防犯指導員、青少年指導員連絡協議会、少年補導員、相談員､

スクールカウンセラー等） 

［Y自治体］ 

・子育て自主サークルへの助成および支援を通し、孤立化した母子をなくし、保護者同士の関係づく

りを支援する。 
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［J自治体］ 

・児童虐待防止ネットワーク 

・児童・生徒指導連絡協議会 

・中学校生徒指導担当教員及び近隣高等学校との連絡会 

［β自治体］ 

・児童思春期精神保健ネットワーク推進事業…庁内組織、県教育行政機関、県行政機関、医師会、学

校関係者等により実行委員会を組織し、児童思春期精神保健領域の専門家とのネットワーク活動の

推進を図り、専門知識の習得と対応技術の向上、児童思春期精神保健の啓発を促進する。 

・不登校サポートチーム…複雑化、深刻化した不登校ケースに対して、必要に応じ、学校、児童相談

所、保健福祉事務所、民生委員・児童委員及び主任児童委員との連携を図り、効果的な支援体制を

組んで対応する。 

［K自治体］ 

・自治体内公立保育園が中心とした子育て連絡会を実施 

・保育園の園庭解放や育児相談をはじめ、地域の子育てサークルや民生委員・児童委員及び主任児童

委員、母子保健担当、子育て支援センター、家庭児童相談室が連携をとりつつ、子育て支援のネッ

トワークを構築している。 

［L自治体］ 

・児童相談センターの設立…子育て支援担当課の相談窓口と教育委員会教育センターの相談窓口を一

本化し、養育（虐待）、療育、教育相談を実施 

・産科を有する医療機関との連絡会（医療機関、保健所、相談担当、母子保健担当） 

・子育て支援体制連絡会（保健所、相談担当、母子保健担当、子育て支援センター） 

・定期的な情報交換 青少年担当課（青少年相談）、子育て支援担当課（一人親自立支援担当）と教

育委員会指導室、教育センターの四課で学齢期の支援が必要な子どもの情報交換を月に一回行って

いる。 

［γ自治体］ 

・保健医療課の保健師や民生委員・児童委員及び児童委員との連携（ケースカンファレンス開催な

ど） 

［O自治体］ 

・発達障害等のある児童に対して、福祉担当課、学校教育担当課、子ども育成担当課で連携して支援

するための「発達支援システム」を構築している。 

・発達障害やメンタル疾患のある児童に対して、医療やNPO、行政が連携していく仕組みを立ち上げた。 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員、児童相談所、自治体で月に一回情報共有し、緊急性の確認     

を行っている。 

・DV下の家庭に対し、サービス担当課、福祉事務所、NPOとの連携 

［ε自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会に民生委員・児童委員及び主任児童委員が構成員として参画し、関係機
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関との連携を図りながら課題解決に取り組んでいる。 

・児童相談所との連絡・連携、ケース会議への参加を行っている。 

［Q自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会を通じてネットワークを組んでいる。 

［R自治体］ 

・子どもの健康づくりネットワーク推進協議会の設置（幼稚園、小学校、中学校、高校、教育委員会、

医師、食生活改善推進団体、母子保健推進委員、社会福祉協議会、県、児童相談所等） 

・思春期部会の設置（小学校・中学校・高校の養護教諭、母子保健推進員、県、児童相談所等） 

［X自治体］ 

・要保護児童対策研修会を実施 

・相談指導教室（教育支援センター）を設置、不登校児童・生徒の学習及び自立に向けた支援に取り

組む。また近隣市町村の教育支援センターと合同の行事や研修会を実施 

・相談関連事業連絡協議会を開催（学校関係者、児童相談所、民生委員・児童委員及び主任児童委員、

少年相談員、少年協助員、保護司、防犯指導員、青少年指導員連絡協議会、少年補導員、相談員､

スクールカウンセラー等） 

［Y自治体］ 

・子育て自主サークルへの助成および支援を通し、孤立化した母子をなくし、保護者同士の関係づく

りを支援する。 
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［J自治体］ 

・児童虐待防止ネットワーク 

・児童・生徒指導連絡協議会 

・中学校生徒指導担当教員及び近隣高等学校との連絡会 

［β自治体］ 

・児童思春期精神保健ネットワーク推進事業…庁内組織、県教育行政機関、県行政機関、医師会、学

校関係者等により実行委員会を組織し、児童思春期精神保健領域の専門家とのネットワーク活動の

推進を図り、専門知識の習得と対応技術の向上、児童思春期精神保健の啓発を促進する。 

・不登校サポートチーム…複雑化、深刻化した不登校ケースに対して、必要に応じ、学校、児童相談

所、保健福祉事務所、民生委員・児童委員及び主任児童委員との連携を図り、効果的な支援体制を

組んで対応する。 

［K自治体］ 

・自治体内公立保育園が中心とした子育て連絡会を実施 

・保育園の園庭解放や育児相談をはじめ、地域の子育てサークルや民生委員・児童委員及び主任児童

委員、母子保健担当、子育て支援センター、家庭児童相談室が連携をとりつつ、子育て支援のネッ

トワークを構築している。 

［L自治体］ 

・児童相談センターの設立…子育て支援担当課の相談窓口と教育委員会教育センターの相談窓口を一

本化し、養育（虐待）、療育、教育相談を実施 

・産科を有する医療機関との連絡会（医療機関、保健所、相談担当、母子保健担当） 

・子育て支援体制連絡会（保健所、相談担当、母子保健担当、子育て支援センター） 

・定期的な情報交換 青少年担当課（青少年相談）、子育て支援担当課（一人親自立支援担当）と教

育委員会指導室、教育センターの四課で学齢期の支援が必要な子どもの情報交換を月に一回行って

いる。 

［γ自治体］ 

・保健医療課の保健師や民生委員・児童委員及び児童委員との連携（ケースカンファレンス開催な

ど） 

［O自治体］ 

・発達障害等のある児童に対して、福祉担当課、学校教育担当課、子ども育成担当課で連携して支援

するための「発達支援システム」を構築している。 

・発達障害やメンタル疾患のある児童に対して、医療やNPO、行政が連携していく仕組みを立ち上げた。 

・民生委員・児童委員及び主任児童委員、児童相談所、自治体で月に一回情報共有し、緊急性の確認     

を行っている。 

・DV下の家庭に対し、サービス担当課、福祉事務所、NPOとの連携 

［ε自治体］ 

・要保護児童対策地域協議会に民生委員・児童委員及び主任児童委員が構成員として参画し、関係機
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(2) 第5第1項に規定する地域ネットワーク会議における活動状況及び課題の評価及び検討

に関すること。 

(3) 連絡会の年間の活動方針の策定に関すること。 

3 代表者会議は、別表第2に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。 

4 会長、副会長及び委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 委員は、再任されることができる。 

8 会長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。 

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

10 代表者会議は、会長が招集する。 

11 会長は、必要があると認めるときは、代表者会議に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

12 代表者会議に、法第25条の3の規定による関係機関等に対する協力の要請に関し検討させ

るため、検討部会を置く。 

13 検討部会は、八王子児童相談所、町田保健所、いきいき健康部健康課及び子ども生活部子

育て支援課の職員をもって組織する。 

14 検討部会は、第7第1項に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集する。 

15 前各項に定めるもののほか、代表者会議及び検討部会の運営について必要な事項は、会長

が代表者会議に諮って定める。 

第5 地域ネットワーク会議 

1 連絡会に、地域の構成員が一体となって要保護児童等を支援していくため、子ども生活部長

が別に定める地域の区分ごとに、地域ネットワーク会議を置く。 

2 地域ネットワーク会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 第6第1項に規定する関係者会議において課題となった事項の検討に関すること。 

(2) 要保護児童等の状況及び要保護児童等に対する支援の実施状況の把握に関すること。 
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４ 町田市子育て支援ネットワーク連絡会設置要綱   

      

第1 設置 

要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定す

る要保護児童をいう。以下同じ。)並びに要支援児童及び特定妊婦(それぞれ法第6条の2第5項に

規定する要支援児童及び特定妊婦をいう。以下同じ。)の適切な保護又は支援を図るため、法第

25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、町田市子育て支援ネットワーク連

絡会(以下「連絡会」という。)を置く。 

第2 所掌事務 

連絡会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」とい

う。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切

な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。 

(2) 要保護児童等に対する支援の内容の協議に関すること。 

(3) 要保護児童又は要支援児童の適切な保護又は支援、早期発見及び発生の予防に関する調査、

研究、広報及び啓発活動の推進に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務 

第3 組織 

連絡会は、別表第1に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者

(以下「構成員」という。)をもって組織する。 

第4 代表者会議 

1 連絡会に、構成員相互の連携を強化し、連絡会が円滑に運営できる環境を整備するため、代

表者会議を置く。 

2 代表者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 要保護児童等に対する支援に関する連絡会の組織のあり方その他連絡会の組織及び事務

の全般にわたる検討に関すること。 
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(2) 第5第1項に規定する地域ネットワーク会議における活動状況及び課題の評価及び検討

に関すること。 

(3) 連絡会の年間の活動方針の策定に関すること。 

3 代表者会議は、別表第2に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。 

4 会長、副会長及び委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 委員は、再任されることができる。 

8 会長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。 

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

10 代表者会議は、会長が招集する。 

11 会長は、必要があると認めるときは、代表者会議に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

12 代表者会議に、法第25条の3の規定による関係機関等に対する協力の要請に関し検討させ

るため、検討部会を置く。 

13 検討部会は、八王子児童相談所、町田保健所、いきいき健康部健康課及び子ども生活部子
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14 検討部会は、第7第1項に規定する要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集する。 

15 前各項に定めるもののほか、代表者会議及び検討部会の運営について必要な事項は、会長

が代表者会議に諮って定める。 

第5 地域ネットワーク会議 

1 連絡会に、地域の構成員が一体となって要保護児童等を支援していくため、子ども生活部長

が別に定める地域の区分ごとに、地域ネットワーク会議を置く。 

2 地域ネットワーク会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 第6第1項に規定する関係者会議において課題となった事項の検討に関すること。 

(2) 要保護児童等の状況及び要保護児童等に対する支援の実施状況の把握に関すること。 
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４ 町田市子育て支援ネットワーク連絡会設置要綱   
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る要保護児童をいう。以下同じ。)並びに要支援児童及び特定妊婦(それぞれ法第6条の2第5項に

規定する要支援児童及び特定妊婦をいう。以下同じ。)の適切な保護又は支援を図るため、法第

25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、町田市子育て支援ネットワーク連

絡会(以下「連絡会」という。)を置く。 

第2 所掌事務 

連絡会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」とい

う。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切

な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。 

(2) 要保護児童等に対する支援の内容の協議に関すること。 

(3) 要保護児童又は要支援児童の適切な保護又は支援、早期発見及び発生の予防に関する調査、

研究、広報及び啓発活動の推進に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務 

第3 組織 

連絡会は、別表第1に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者

(以下「構成員」という。)をもって組織する。 

第4 代表者会議 

1 連絡会に、構成員相互の連携を強化し、連絡会が円滑に運営できる環境を整備するため、代

表者会議を置く。 

2 代表者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 要保護児童等に対する支援に関する連絡会の組織のあり方その他連絡会の組織及び事務

の全般にわたる検討に関すること。 
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委員以外の者の出席を求めることができる。 

第7 要保護児童対策調整機関 

1 市長は、法第25条の2第4項の規定により要保護児童対策調整機関として、町田市子ども生

活部子育て支援課を指定する。 

2 要保護児童対策調整機関は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 連絡会の事務の総括に関する次に掲げる事務 

ア 連絡会における各会議の協議事項の案の作成その他連絡会における各会議の開催の準

備に関すること。 

イ 連絡会における各会議の議事の運営に関すること。 

ウ 連絡会に係る資料の保管に関すること。 

(2) 各地域における要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び連絡会の構成員との連

絡調整に関する事務 

第8 個人情報の保護 

連絡会は、法第25条の5の規定により守秘義務を課された者以外の者に対し、法第25条の3の

規定による協力要請と同様の協力要請を行う場合は、個人情報の保護に配慮しなければならな

い。 

第9 庶務 

連絡会の庶務は、子ども生活部子育て支援課において総括し、及び処理する。ただし、地域

ネットワーク会議に係るものについては、子ども生活部子育て支援課及び町田市地域子育てセ

ンター事業実施要綱(2003年4月1日施行)に基づく町田市地域子育てセンター事業の担当者にお

いて処理する。 

第10 雑則 

この要綱に定めるもののほか、連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会

議に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、2001年7月5日から施行する。 
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(3) 要保護児童の適切な保護を図るための研修等の企画に関すること。 

(4) 構成員間の定期的な情報交換に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ネットワーク会議の設置目的を達成するために必要な

事務 

3 地域ネットワーク会議は、地域の中学校、小学校、保育園等の代表者(以下「地域ネットワー

ク会議の委員」という。)をもって組織する。 

4 地域ネットワーク会議は、子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長が招集する。 

5 子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長は、必要があると認めるときは、地域ネット

ワーク会議の委員以外の者の出席を求めることができる。 

6 第5に定めるもののほか、地域ネットワーク会議の組織、地域ネットワークの委員その他地

域ネットワーク会議に関し必要な事項は、子ども生活部長が別に定める。 

第6 関係者会議 

1 連絡会に、特に配慮を要する要保護児童に対する支援の内容等について具体的に検討するた

め、関係者会議を置く。 

2 関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。 

(2) 要保護児童に対する支援の経過報告及びその評価並びに要保護児童に対する支援に係る

新たな情報の共有に関すること。 

(3) 要保護児童に対する援助又は支援の方針の確立及び役割分担の決定並びにこれらの認識

の共有に関すること。 

(4) 要保護児童に対する実際の援助又は支援の方法及びスケジュールの検討に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係者会議の設置目的を達成するために必要な事務 

3 関係者会議は、子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長が、連絡会に属する機関等の

うちから特に配慮を要する要保護児童に関係する者(以下「関係者会議の委員」という。)を招

集する。 

4 子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長は必要があると認めるときは、関係者会議の
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連絡会の庶務は、子ども生活部子育て支援課において総括し、及び処理する。ただし、地域

ネットワーク会議に係るものについては、子ども生活部子育て支援課及び町田市地域子育てセ

ンター事業実施要綱(2003年4月1日施行)に基づく町田市地域子育てセンター事業の担当者にお

いて処理する。 

第10 雑則 

この要綱に定めるもののほか、連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会
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め、関係者会議を置く。 
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3 関係者会議は、子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長が、連絡会に属する機関等の

うちから特に配慮を要する要保護児童に関係する者(以下「関係者会議の委員」という。)を招
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4 子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長は必要があると認めるときは、関係者会議の

− 167 −



 

 - 169 -

町田市立中学校 

町田市内の私立幼稚園 

町田市法人立保育園協会 

町田市民生委員児童委員協議会 

町田市社会福祉協議会 

町田市内の児童養護施設等 

町田市内の認証保育所 

市民部市民協働推進課 

地域福祉部生活援護課 

地域福祉部障がい福祉課 

いきいき健康部健康課 

子ども生活部子ども総務課 

子ども生活部児童青少年課 

子ども生活部子育て支援課 

子ども生活部すみれ教室 

町田市民病院 

学校教育部指導課 

生涯学習部生涯学習課 

生涯学習部公民館 

 

別表第2(第4関係) 

会長 子ども生活部長 

副会長 子ども生活部子育て支援課子育て相談担当課長 

委員 

町田保健所の代表 1人 

八王子児童相談所の代表 1人 

 

 - 168 -

附 則 

この要綱は、2003年9月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、2004年4月1日から適用する。 

附 則 

この要綱は、2006年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、2008年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、2009

年4月20日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、2010年4月1日から施行する。 

 

別表第1(第3関係) 

町田保健所 

八王子児童相談所 

町田警察署 

南大沢警察署 

町田市医師会 

町田市歯科医師会 

弁護士 

人権擁護委員 

町田地区保護司会 

町田市立小学校 

町田市内の学童保育クラブ 
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附 則 
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５ 町田市通知の一例 

 

 

 

 

 

子ども家庭支援センターは０歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を

お受けします。また、町田市の子ども虐待の通報窓口にもなっています。子ど

もとその家庭の支援をするために関係機関と協力し、普段から共通した認識の

もとで虐待の問題に対応しています。 

保護者が子どものためだと考えていても、子どもが耐え難い苦痛を感じれば

虐待です。近隣や通りがかりの方からの虐待通報には、乳幼児の泣き声に関す

る通報も含まれています。例えば、「長時間泣きやまない」「異常な泣き声がす

る」「大人の怒鳴り声や物音がした後、泣き出すことがある」などです。 

 

 
 

通報を受けると、子ども家庭支援センターの職員が 

ご家庭に訪問し、保護者とお話をすることもあります。 

 
 

訪問して状況の確認をしたり、保護者の大変さや悩みを聞いたりします。必

要に応じて各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調整をします。 

だれかに話を聞いてもらったり、ほんのちょっと手助けをしてもらうだけで、

気持ちが楽になったり整理がついたりします。子どものこと、家庭のことで悩

んでいる方、まずは子ども家庭支援センターにお電話ください。 

 

 

問題の解決に向けてお手伝いします。 

よりよい子育てを一緒に考えましょう。 

 

 

 

町田市子ども家庭支援センター 

住所 町田市森野 3－11－16 

TEL 042－710-1525 

子育てをしている方へ  
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町田警察署の代表 1人 

南大沢警察署の代表 1人 

町田市医師会の代表 1人 

町田市歯科医師会の代表 1人 

弁護士 1人 

人権擁護委員 1人 

町田地区保護司会 1人 

町田市立小学校長会の代表 1人 

町田市立中学校長会の代表 1人 

町田市私立幼稚園協会の代表 1人 

町田市法人立保育園協会の代表 1人 

町田市民生委員児童委員協議会の代表 1人 

町田市社会福祉協議会の代表 1人 

町田市内の児童養護施設等の代表 1人 

市民部市民協働推進課男女平等推進センター所長 

地域福祉部生活援護課長 

地域福祉部障がい福祉課長 

いきいき健康部健康課長 

子ども生活部子ども総務課長 

子ども生活部児童青少年課長 

子ども生活部すみれ教室所長 

町田市民病院小児科部長 

学校教育部指導課長 

学校教育部指導課教育センター担当課長 

生涯学習部生涯学習課長 

生涯学習部公民館長 
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５ 町田市通知の一例 
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町田市内の児童養護施設等の代表 1人 

市民部市民協働推進課男女平等推進センター所長 

地域福祉部生活援護課長 

地域福祉部障がい福祉課長 

いきいき健康部健康課長 

子ども生活部子ども総務課長 

子ども生活部児童青少年課長 

子ども生活部すみれ教室所長 

町田市民病院小児科部長 

学校教育部指導課長 

学校教育部指導課教育センター担当課長 

生涯学習部生涯学習課長 

生涯学習部公民館長 
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行政の措置の下、憲法で定められた権利が侵害されています

生存権…「部屋が寒い」「箱ティッシュ使いたい」  
平等原則…措置された先で人生が左右される  
人格権…制約ばかりの集団養護では、まず「あるがままの自

分」が育まれない  
幸福追求権…我慢が強いられるのが当然で、安心・安全が得

られず、志や夢・希望を抱く以前の状態  

のでしょうか。ケアの質の向上・標準化）  
（５）子ども達が寮費を納め働きながら自立への準備をする自立援助ホーム。しかし、中

卒では就ける仕事がない。それ以前に、高校卒業か高校卒業資格認定試験の合格・

手に職を目指した支援ができるように改善を（15～20 歳の前途洋洋であるはずの若

者達が未来に絶望している日本は本当に豊かな国なのでしょうか?!自立援助ホー

ムの課題） 

 
 
 
 
 
 

３）措置解除後（子ども・元子ども）  
（１）子どもが措置されている間、親にはサポートがないままで、家族再統合されている  
  （子ども達はまた親の問題に振り回され、より悪い方向に）  
（２）自立の力が充分育まれていない、成人していないにも関わらず、自立しなくてはな

らないギャップ（一般的には大卒まで親が子どもの面倒を見ているのに、社会的養

護の下を巣立った人たちにはサポートは殆どない）  
（３）措置に対する検証が行われておらず、措置・援助の可否が解明されていない  

（ようやく追跡調査が実施されるようになってきた）  
 

４）その他  
（１）社会的養護に対する無理解が、社会的養護の当事者の生きづらさに直結している  
  一部の問題ではなく、誰にでも起こりうること。どうして義務教育で伝えない ?! 
（２）少子高齢社会だからこそ、よりどの子どもも宝として育て上げなくてはならないのに…  
  有権者でなく、家族から見放された子ども達に関してはいつまでたってもほったらかし  
（３）親・子ども・既に大人になった元子ども、分けて取り組まなくてはならない  

 「○○が悪い」と言う前に、みんな苦しんでいることに思いを馳せ、サポート体制の充実を！  
 
 

ご意見・ご感想・ご質問など、お気軽にお問い合わせください。 

特定非営利活動法人 社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ 渡井さゆり 

 

〒113-0034 東京都文京区湯島 2-12-2 瑞穂ビル 302  

TEL・FAX ：03-5684-0977  
MAIL：hinatabokko2006@gmail.com 
HP：http://hinatabokko2006.main.jp/ 

o。８月より開館時間を変更しました。o 

月・木 12:00～17:00(予約制・個別対応)

火・金 15:00～20:00(サロン・夕食有)  

水・土 休館日 ／祝日 曜日の通り 

 日 12:00～17:00(サロン・昼食有) 
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500 人に一人の子どもが社会的養護を必要としています。

６ NPO 法人「日向ぼっこ」「子どもの貧困問題を考える民主党議員の会」勉強会資料 

 

 
 
 
 
１．社会的養護とは  

親の放任・怠惰・就労・虐待・

行方不明・精神疾患など何らか

の事 情 で親 と暮 らすことが困 難

な子 どもたちのセーフティーネッ

トである社会的養護。 

現在、47,056 人（社会的養護

施設在籍人数 43,423 人 厚生

労働省「平成 19 年度社会的養

護 の実 態 調 査 結 果 」・里 親 に委

託されている児童数 3,633 人 厚

生労働省「平成 19 年度福祉行

政報告例」）の子どもたちが社会

的養護の下で生活している。 

 
２．社会的養護の課題  
 
１）措置以前（親・子ども）  
（１）養保護児童の家庭に対するサポートが殆どなされていない 例）「消えた子ども」  
 
２）措置中（子ども）  
（１）愛着形成が重要な赤ちゃんを集団養護している福祉先進国は日本だけ！特定の養育

者との間に信頼関係を育めるように里親委託などを（乳児院の課題） 

（２）体制の不十分さゆえ、充分に養育・保護されず、自立に必要な力が育まれていない 

愛情や安心感の欠如…自己肯定感が育まれないばかりか、等身大の自己像が形成されない  
自発的な言動への制約…「ルールが絶対」で子ども達は段々諦め癖が  
入所以前からの課題の未解決…生活スキル・学力・コミュニケーションスキル、課題

を持って入所しているのに、ほったらかし  
家族関係・生い立ちの未整理…家族のことや昔の話はしてはいけない雰囲気。一番大

切な自分のルーツがわからないまま自立を強いられても…  
（３）そればかりか、子ども達が権利侵害を受けている場合も（第三者評価の義務化や子

ども達の権利擁護体制の強化） 

（４）ケアの質がまちまちであるため、措置される施設・里親家庭で、人生が大きく左右

されてしまう（片や大卒、片や中卒。行政の措置の下、そんな不平等があっていい

「子どもの貧困問題を考える民主党議員の会」勉強会      2011/01/18（火）10：30～12：30

『生かされてしまった命』にしないように～社会的養護の課題～ 

特定非営利活動法人 社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ

 渡井さゆり（理事長・当事者相談員）
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４）その他  
（１）社会的養護に対する無理解が、社会的養護の当事者の生きづらさに直結している  
  一部の問題ではなく、誰にでも起こりうること。どうして義務教育で伝えない ?! 
（２）少子高齢社会だからこそ、よりどの子どもも宝として育て上げなくてはならないのに…  
  有権者でなく、家族から見放された子ども達に関してはいつまでたってもほったらかし  
（３）親・子ども・既に大人になった元子ども、分けて取り組まなくてはならない  

 「○○が悪い」と言う前に、みんな苦しんでいることに思いを馳せ、サポート体制の充実を！  
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500 人に一人の子どもが社会的養護を必要としています。

６ NPO 法人「日向ぼっこ」「子どもの貧困問題を考える民主党議員の会」勉強会資料 
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託されている児童数 3,633 人 厚

生労働省「平成 19 年度福祉行

政報告例」）の子どもたちが社会

的養護の下で生活している。 

 
２．社会的養護の課題  
 
１）措置以前（親・子ども）  
（１）養保護児童の家庭に対するサポートが殆どなされていない 例）「消えた子ども」  
 
２）措置中（子ども）  
（１）愛着形成が重要な赤ちゃんを集団養護している福祉先進国は日本だけ！特定の養育

者との間に信頼関係を育めるように里親委託などを（乳児院の課題） 

（２）体制の不十分さゆえ、充分に養育・保護されず、自立に必要な力が育まれていない 

愛情や安心感の欠如…自己肯定感が育まれないばかりか、等身大の自己像が形成されない  
自発的な言動への制約…「ルールが絶対」で子ども達は段々諦め癖が  
入所以前からの課題の未解決…生活スキル・学力・コミュニケーションスキル、課題

を持って入所しているのに、ほったらかし  
家族関係・生い立ちの未整理…家族のことや昔の話はしてはいけない雰囲気。一番大

切な自分のルーツがわからないまま自立を強いられても…  
（３）そればかりか、子ども達が権利侵害を受けている場合も（第三者評価の義務化や子

ども達の権利擁護体制の強化） 

（４）ケアの質がまちまちであるため、措置される施設・里親家庭で、人生が大きく左右

されてしまう（片や大卒、片や中卒。行政の措置の下、そんな不平等があっていい

「子どもの貧困問題を考える民主党議員の会」勉強会      2011/01/18（火）10：30～12：30

『生かされてしまった命』にしないように～社会的養護の課題～ 

特定非営利活動法人 社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ

 渡井さゆり（理事長・当事者相談員）
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８ 民生委員・児童委員及び主任児童委員について 

 

（１）制度の概要 

① 民生委員とは、知事(政令市・中核市は市長)の推薦により厚生労働大臣から委嘱され、

それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、児

童委員を兼ねている。（民生委員法第５条、第10条、児童福祉法第16条） 

② 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守

り、子育ての不安等の相談、支援等を行い、一部の児童委員は児童に関することを専門

的に担当する主任児童委員の指名を受けている。（児童福祉法第16条） 

③ 県（政令市・中核市）の役割には、民生委員の定数決定（第４条）、指揮監督（第17

条）、指導訓練（研修）に関すること（第18条）、民生委員、民生委員協議会、指導訓

練（研修）に関することの費用の負担（第26条）などがある。 

  

（２）定数 

   民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、知事（政令市・中核市は市

長）が市町村の意見を聞いて定める。（民生委員法第４条） 

   

  図表１ 民生委員・児童委員定数基準   

区分 配置基準 

政令指定都市 220～440世帯ごとに１人 

中核市及び人口10万人以上

の市 

170～360世帯ごとに１人 

人口10万人未満の市 120～280世帯ごとに１人 

町村 70～200世帯ごと１人 

  資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

 

  図表２ 主任児童委員定数基準 

民生委員協議会の規模 

（主任児童委員の定数は含めない） 

主任児童委員の定数 

民生委員児童委員の定数39人以下 ２人 

民生委員児童委員の定数40人以上 ３人 

  資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

 

（３） 主な職務（民生委員法第14条） 

① 調査 担当区域内において援助を必要とする家庭（高齢者、障害者、ひとり親、

外国籍県民等）の調査、世帯の支援に必要な情報収集及び行政等から協力依頼され
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７ 子どもの発達段階における支援が必要な子どもに「気づく」可能性のある制度等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生前 乳児期 幼児期 中学生 小学生 高校生 青年期以降 

 
 
 
 
 

支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
「
気
づ
く
」
可
能
性
の
あ
る
制
度
等 

子 育 て 支 援 拠 点 

保    育    所 

スクールソーシャルワーカー 

４ヶ月・１歳半健診 

こんにちは赤ちゃん事業 

小 学 校 

民  生  委  員 ・ 児  童  委  員  及  び  主  任  児  童  委  員 

スクールカウンセラー 

幼 稚 園 
家庭的保育（保育ママ） 

放課後児童ｸﾗﾌﾞ(学童保育)

母   子   自   立   支   援   員 

３ 歳 健 診 

中 学 校 

高 等 学 校 等 

自立援助ホーム

母子健康手帳交付時のア

ンケート調査 

地   域   社   会 
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８ 民生委員・児童委員及び主任児童委員について 

 

（１）制度の概要 

① 民生委員とは、知事(政令市・中核市は市長)の推薦により厚生労働大臣から委嘱され、

それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、児

童委員を兼ねている。（民生委員法第５条、第10条、児童福祉法第16条） 

② 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守
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③ 県（政令市・中核市）の役割には、民生委員の定数決定（第４条）、指揮監督（第17

条）、指導訓練（研修）に関すること（第18条）、民生委員、民生委員協議会、指導訓

練（研修）に関することの費用の負担（第26条）などがある。 

  

（２）定数 

   民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、知事（政令市・中核市は市

長）が市町村の意見を聞いて定める。（民生委員法第４条） 
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  資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

 

  図表２ 主任児童委員定数基準 

民生委員協議会の規模 

（主任児童委員の定数は含めない） 
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（３） 主な職務（民生委員法第14条） 

① 調査 担当区域内において援助を必要とする家庭（高齢者、障害者、ひとり親、
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た調査。 

② 証明事務 法律上民生委員が証明する事が定められているもの（児童の養育の事

実等）及び民生委員の協力が通知により要請されているもの（就学困難な事実・生

活困難な事実等）を本人の申請により証明する。 

③ 施設・公的機関との連絡 社会福祉施設、市町村、福祉事務所、児童相談所、学

校、社会福祉協議会との連絡。 

④ 所会合・行事への参加 行政、社会福祉協議会、施設等が行う会議や行事へ民生

委員として出席する。 

⑤ 友愛訪問・安否確認 区域内の援助を必要とする者（ひとり暮らしや寝たきりの

老人、心身障害者など）への家庭訪問や安否の確認。 

 

図表３ 民生委員１人当たりの活動件数 

単位：件 

項目 相談支援 調査 

実態把握 

行事・会議

への参加協

力 

地域福祉活

動・自主活

動 

民 児 協 運

営・研修 

証明事務 要保護児童

の発見の通

告・仲介 

平成19年度 22.3 28.8 37.2 41.1 37.9 2.6 0.7 

平成20年度 21.1 25.1 36.5 41.4 36.5 2.5 0.4 

資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

 

図表４ 民生委員１人あたりの活動状況                      

単位：回、日 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

訪問回数 158.1 140.7 149.2 172.2 165.4 162.2 

活動日数 141.5 137.7 146.7 153.0 154.2 153.5 

資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

− 178 −



 - 179 -

参  考  文  献 

 

青砥 恭 

『ドキュメント高校中退－いま、貧困がうまれる場所』 ちくま新書 2009 年 

 

浅井 春夫、松本 伊知朗、湯澤 直美編 

『子どもの貧困－子ども時代のしあわせ平等のために』 明石書店 2008 年 

 

浅井 春夫 

『社会保障と保育は「子どもの貧困」にどう応えるか－子育てのセーフティネットを提案

する－』 自治体研究社 2009 年 

 

阿部 彩 

『子どもの貧困－日本の不公平を考える』 岩波新書 2008 年 

 

一般財団法人荒川区自治総合研究所 

『子どもの貧困・社会排除問題研究プロジェクト中間報告書』 

一般財団法人荒川区自治総合研究所 2010 年 

 

岩重 佳治 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

岩田 正美 

『現代の貧困－ワーキングプア／ホームレス／生活保護』 ちくま新書 2007 年 

 

埋橋 玲子 

「イギリスのシュア・スタート－貧困の連鎖を断ち切るための未来への投資・地域プログ

ラムから子どもセンターへ－」 『四天王寺大学紀要』第 48 号 2009 年 

 

埋橋 玲子 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

 - 178 -

た調査。 

② 証明事務 法律上民生委員が証明する事が定められているもの（児童の養育の事

実等）及び民生委員の協力が通知により要請されているもの（就学困難な事実・生

活困難な事実等）を本人の申請により証明する。 

③ 施設・公的機関との連絡 社会福祉施設、市町村、福祉事務所、児童相談所、学

校、社会福祉協議会との連絡。 

④ 所会合・行事への参加 行政、社会福祉協議会、施設等が行う会議や行事へ民生

委員として出席する。 

⑤ 友愛訪問・安否確認 区域内の援助を必要とする者（ひとり暮らしや寝たきりの

老人、心身障害者など）への家庭訪問や安否の確認。 

 

図表３ 民生委員１人当たりの活動件数 

単位：件 

項目 相談支援 調査 

実態把握 

行事・会議

への参加協

力 

地域福祉活

動・自主活

動 

民 児 協 運

営・研修 

証明事務 要保護児童

の発見の通

告・仲介 

平成19年度 22.3 28.8 37.2 41.1 37.9 2.6 0.7 

平成20年度 21.1 25.1 36.5 41.4 36.5 2.5 0.4 

資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

 

図表４ 民生委員１人あたりの活動状況                      

単位：回、日 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

訪問回数 158.1 140.7 149.2 172.2 165.4 162.2 

活動日数 141.5 137.7 146.7 153.0 154.2 153.5 

資料：神奈川県地域保健福祉課資料 

− 179 −



 - 181 -

日本ファンドレイジング協会編 

『寄付白書 2011－GIVING JAPAN 2010』 日本経団連出版 2011 年 

 

バルバーラ・マルティン・コルピ 太田 美幸訳 

『政治のなかの保育－スウェーデンの保育制度はこうしてつくられた』 

かもがわ出版 2010 年 

 

藤原 千沙、湯澤 直美、石田 浩 

「生活保護の受給期間：廃止世帯からみた考察」 『社会政策』 2010 年 

 

フラン・ベネット 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

山野 良一 

『子どもの最貧国・日本 学力・心身・社会におよぶ諸影響』 光文社新書 2008 年 

 

山野 良一 

「子ども虐待が問いかけるもの－児童虐待防止法 10 年の到達点と私たちの課題」 

『住民と自治』567 号 自治体問題研究所 2010 年 

 

湯澤 直美、藤原 千沙 

「生活保護世帯の世帯構造と個人指標」 『社会福祉学』50 巻１号 2009 年 

 

湯澤 直美、藤原 千沙 

「生活保護受給期間における母子世帯の就業と収入構造」『女性労働研究』55 号 2010 年 

 

 - 180 -

NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ編 

『施設で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』 明石書店 2009 年 

 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

『母子家庭の子どもと教育 母子家庭の子どもの教育実態調査とインタビュー報告書』 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

 

OECD 編 小島 克久、金子 能宏訳 

『格差は拡大しているか－OECD 加盟国における所得分布と貧困』 明石書店 2010 年 

 

大阪府立西成高等学校 

『反貧困学習－格差の連鎖を断つために』 解放出版社 2009 年 

 

子どもの貧困白書編集委員会編 

『子どもの貧困白書』 明石書店 2009 年 

 

角田 幸代 

「要保護児童対策地域協議会が子ども虐待に果たす役割」  

『住民と自治』567 号 自治体問題研究所 2010 年 

 

東京都板橋区・首都大学東京共編 首都大学東京教授岡部 卓著者代表 

『生活保護自立支援プログラムの構築－官学連携による個別支援プログラムの Plan・Do・

See－』 ぎょうせい 2007 年 

 

中嶋 哲彦 

「イギリスの子ども貧困法に学ぶ」 『教育』７月号 国土社 2010 年 

 

中嶋 哲彦 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編 

『子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポジウム報告書』（独立行政法人福祉医療機構 社

会福祉振興助成事業） 2011 年 

 

− 180 −



 - 181 -

日本ファンドレイジング協会編 

『寄付白書 2011－GIVING JAPAN 2010』 日本経団連出版 2011 年 

 

バルバーラ・マルティン・コルピ 太田 美幸訳 

『政治のなかの保育－スウェーデンの保育制度はこうしてつくられた』 

かもがわ出版 2010 年 

 

藤原 千沙、湯澤 直美、石田 浩 

「生活保護の受給期間：廃止世帯からみた考察」 『社会政策』 2010 年 

 

フラン・ベネット 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

山野 良一 

『子どもの最貧国・日本 学力・心身・社会におよぶ諸影響』 光文社新書 2008 年 

 

山野 良一 

「子ども虐待が問いかけるもの－児童虐待防止法 10 年の到達点と私たちの課題」 

『住民と自治』567 号 自治体問題研究所 2010 年 

 

湯澤 直美、藤原 千沙 

「生活保護世帯の世帯構造と個人指標」 『社会福祉学』50 巻１号 2009 年 

 

湯澤 直美、藤原 千沙 

「生活保護受給期間における母子世帯の就業と収入構造」『女性労働研究』55 号 2010 年 

 

 - 180 -

NPO 法人社会的養護の当事者参加推進団体 日向ぼっこ編 

『施設で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養護』 明石書店 2009 年 

 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

『母子家庭の子どもと教育 母子家庭の子どもの教育実態調査とインタビュー報告書』 

NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 

 

OECD 編 小島 克久、金子 能宏訳 

『格差は拡大しているか－OECD 加盟国における所得分布と貧困』 明石書店 2010 年 

 

大阪府立西成高等学校 

『反貧困学習－格差の連鎖を断つために』 解放出版社 2009 年 

 

子どもの貧困白書編集委員会編 

『子どもの貧困白書』 明石書店 2009 年 

 

角田 幸代 

「要保護児童対策地域協議会が子ども虐待に果たす役割」  

『住民と自治』567 号 自治体問題研究所 2010 年 

 

東京都板橋区・首都大学東京共編 首都大学東京教授岡部 卓著者代表 

『生活保護自立支援プログラムの構築－官学連携による個別支援プログラムの Plan・Do・

See－』 ぎょうせい 2007 年 

 

中嶋 哲彦 

「イギリスの子ども貧困法に学ぶ」 『教育』７月号 国土社 2010 年 

 

中嶋 哲彦 

『「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク 子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポ

ジウム「イギリスに学ぶ子どもの貧困解決－日本の子どもの貧困解決スタートへ－」』 

配布資料 2010 年 http://end-childpoverty.jp/?page_id=550 

 

「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク編 

『子どもの貧困解決元年 2010 国際シンポジウム報告書』（独立行政法人福祉医療機構 社

会福祉振興助成事業） 2011 年 

 

− 181 −



 

 

「子どもの安心のための政策研究」における名簿 

 

 

（助言をいただいた方） 

氏     名 職      名 

阿 部   彩 国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長 

山 野 良 一 千葉明徳短期大学非常勤講師 

湯 澤 直 美 立教大学コミュニティ福祉学部教授 

                                 （敬称略・50音順） 

 

 

（報告書執筆者） 

氏     名 職      名 

  岸 本   啓  神奈川県政策研究・大学連携センター 主任主事 

 

 

 

（調査研究体制） 

氏     名 職      名 

多 田 彰 吾 神奈川県政策研究・大学連携センター 主幹 

  岸 本   啓  神奈川県政策研究・大学連携センター 主任主事 

                         



 

 

「子どもの安心のための政策研究」における名簿 

 

 

（助言をいただいた方） 

氏     名 職      名 

阿 部   彩 国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長 

山 野 良 一 千葉明徳短期大学非常勤講師 

湯 澤 直 美 立教大学コミュニティ福祉学部教授 

                                 （敬称略・50音順） 

 

 

（報告書執筆者） 

氏     名 職      名 

  岸 本   啓  神奈川県政策研究・大学連携センター 主任主事 

 

 

 

（調査研究体制） 

氏     名 職      名 

多 田 彰 吾 神奈川県政策研究・大学連携センター 主幹 

  岸 本   啓  神奈川県政策研究・大学連携センター 主任主事 

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

           ― 禁無断転載・複製 ― 

 

報告書名  子ども安心のための政策研究 

（平成22年度調査研究報告書） 

発行日   平成23年３月29日 

発行    神奈川県政策局政策調整部総合政策課横浜西駐在事務所 

政策研究・大学連携センター～シンクタンク神奈川～ 

〒220-0073 

横浜市西区岡野2-12-20 

神奈川県横浜西合同庁舎５階 

電話 （045）411-2580（政策研究チーム直通） 

FAX   （045）411-2581 

  印刷    株式会社さんこうどう 

                                      





���� ��	
��
�����������������

����������� 




